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９． 議事日程及び付議事件並びに結果 

議事日程 付  議  事  件  等 結  果 

日程第１ 会議録署名議員の指名について ５番 神﨑良一 

６番 山本 稔 

日程第２ 会期の決定について ９日間 

日程第３ 諸般の報告 議長、町長 

日程第４ 議員報告第２号 

総務文教常任委員会の閉会中における調査研究結果の報告について 

総務文教常任委員会委員長

報告 

議員報告第３号 

防災都市公園整備事業特別委員会の閉会中における調査研究結果の報告に 

ついて 

防災都市公園整備事業特別委員会委員長

報告 

日程第５ 

 

議案第１０５号 

和気町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の 

制定について 

委員会付託 

議案第１０６号 

和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 
委員会付託 

議案第１０７号 

和気町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
委員会付託 

日程第６ 議案第１０８号 

令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）について 
委員会付託 

議案第１０９号 

令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 
委員会付託 

議案第１１０号 

令和元年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）につい

て 

委員会付託 

議案第１１１号 

令和元年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
委員会付託 

議案第１１２号 

令和元年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 
委員会付託 

議案第１１３号 

令和元年度和気町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 
委員会付託 

議案第１１４号 

令和元年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２ 

号）について 

委員会付託 

議案第１１５号 

令和元年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

委員会付託 

議案第１１６号 

令和元年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第３号）について 
委員会付託 

議案第１１７号 

令和元年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）について 
委員会付託 

議案第１１８号 

令和元年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第２号）について 
委員会付託 
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議事日程 付  議  事  件  等 結  果 

日程第７ 議案第１１９号 

和気町道路線の認定について 
委員会付託 

日程第８ 請願第４号 

国民健康保険の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入を求め 

る国への意見書の提出についての請願 

委員会付託 

請願第５号 

看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願 
委員会付託 

請願第６号 

介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願 
委員会付託 

日程第９ 請願第７号 

大規模災害時における災害廃棄物の仮置場として活用できる「防災都市公 

園」の早期整備に関する請願書 

委員会付託 

請願第８号 

和気町防災都市公園整備事業を早期に建設することを求める請願書 
委員会付託 

日程第１０ 陳情第２号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための２ 

０２０年度政府予算に係る意見書採択の要請について 

委員会付託 
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               午前９時００分 開会 

（開会・開議の宣告） 

○議長（安東哲矢君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、１２名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年第８回和気町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（議事日程の報告） 

○議長（安東哲矢君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承願います。 

（日程第１） 

○議長（安東哲矢君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、５番 神﨑良一君及び６番 山本 稔君を指名しま

す。 

（日程第２） 

○議長（安東哲矢君） 日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

 ここで、去る１１月２５日、議会運営委員会を開き、今期定例会の運営について協議した結果を委員長から報

告を求めます。 

 議会運営委員長 山本君。 

○議会運営委員長（山本 稔君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、令和元年１１月２５日月曜日午前９時から本庁舎３階第２会議室において、議会運営委員会委員全

員、町長、副町長、並びに関係部・課長出席のもと、慎重に協議をいたしました結果を報告いたします。 

 まず、会期ですが、１２月５日、本日から１２月１３日金曜日までの９日間でございます。 

 日程については、第１日目が本会議でございます。本会議終了後、議会運営委員会を開くことといたしており

ます。 

 第２日目、本会議は休会でございます。温泉、防災の特別委員会を開催いたします。特別委員会終了後、議会

全員協議会を行いたいと思っております。 

 第３日、第４日、ともに休会でございます。 

 第５日、本会議は休会でございますが、厚生産業常任委員会を午前９時から、総務文教常任委員会を午後１時

から開催としております。 

 第６日は、休会でございます。 

 第７日、本会議を開会いたします。一般質問、本会議終了後、議会運営委員会を開催いたします。 

 第８日、本会議、一般質問の予備日となっております。 

 第９日、本会議で、本会議終了後、議員人権啓発研修会を行う日程になっております。 

 議案は、条例が３件、補正が１１件、その他１件となっております。請願、陳情について、請願５件、陳情２

件となっております。なお、陳情の２件のうち１件については、回覧扱いといたしております。一般質問の通告

は、本日午後１時までとなっております。 

 以上、議会運営委員会で決まりました内容でございます。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 
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 委員長、ご苦労さまでした。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から１２月１３日までの９日間にしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から１２月１３日までの９日間に決定しました。 

（日程第３） 

○議長（安東哲矢君） 日程第３、諸般の報告をします。 

 議長の諸般の報告は、別紙にてお手元に配付のとおりです。後ほどご一読をお願いします。 

 次に、町長から諸般の報告がございます。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） それでは、第７回臨時会以降の諸般の報告をさせていただきます。 

 初めに、１１月２日、交通公園におきまして、令和元年度ごみゼロコンテスト表彰式を行いました。小・中学

生が夏休み中に取り組んだ環境問題についてのレポートや作文２５４点の中から優秀作品を表彰させていただい

ております。 

 次に、１１月９日、和気町総合福祉センターにおきまして、和気町社会福祉大会が開催されました。社会福祉

功労者の表彰や社会福祉やボランティアとして活動顕著な方々への感謝状贈呈が行われた後、記念講演が行われ

ました。 

 次に、１１月１５日、県町村会主催の県知事、副知事、教育長、県部長との意見交換会に出席をいたしまし

た。本町といたしましては、治水対策の促進や地域医療の充実、昭和３８年に架け替えができました和気橋の架

け替えと県道バイパスの整備、ドローンを活用した橋梁点検の実現などを強く要望してまいりました。 

 次に、１１月２１日、国民健康保険運営協議会を開催いたしました。１１月１２日に岡山県から令和２年度の

納付金仮算定の結果が示されまして、和気町においては３億５，８１２万７，０００円の仮算定結果となりまし

た。本年度の納付金と比較すると、５，１６３万３，０００円の減額となっております。県からは税率改正の指

導もあり、税率改正も視野に入れながら検討した結果、令和元年度においても４，０００万円程度の繰越金を見

込めることや基金残高が５，８９８万円あること、本年１０月から消費税の増税がなされたことなどから、来年

度被保険者の負担を増やすことは得策でないと判断をいたしました。来年度からの税率改正は見送り、令和３年

度からの税率改正を検討することを提案させていただきました。 

 平成３０年度の１人当たり医療費は岡山県では１位となり、今後、医療費の増加、被保険者の減少、岡山県へ

の納付金を考えると、税率改正は避けては通れない、そういう状況になっておるところでございます。１年先送

りにいたしますが、保険運営を考えると税率改正はやむを得ない時期を迎えております。 

 次に、１１月２３日に第１４回和気町ふるさとまつりを開催し、マグロの解体ショーや特産品の販売、ステー

ジ発表等、ふるさと和気を発信し、約３，０００人の方にご来場いただきました。 

 また、当日はロードレース大会と片鉄ロマン街道ふれあいウオーキング大会もあわせて実施をいたしました。

参加者の健康づくりと交流、片鉄ロマン街道のＰＲを兼ねて実施していますが、県内外から約６５０名の参加を

いただき、秋晴れの一日を楽しまれました。 

 次に、１２月２日、本年度第２回目の総合教育会議を開催いたしました。幼・保の給食副食費の無償化につい

て本町の考え方を説明をさせていただきました。 

 また、英語教育の推進、町営バスの状況、学校跡地利用等についてもご報告をさせていただいたところでござ
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います。 

 次に、本区に建設計画があります場外舟券発売場の設置についてでございますが、施設設置の要件として地元

同意、議会が反対をしていないこと、町長同意の３つの条件があります。本年３月に地元本区から設置に関する

町長宛ての要望書の提出がありまして、６月には議会で本区からの設置に関する請願が採択されました。こうし

た地元区からの要望や議会のご判断等も参考にし、地元の声も聞きながら、雇用増などによる地域経済への影響

や環境整備協力費による財政への影響など、６カ月間、私も熟慮に熟慮を重ねた結果、町外を含め周辺地域の理

解を十分とって事業を進めることや、和気駅の乗降客が今現在２，６００人台になっておりまして、この乗降客

の増加を図るための駅からのシャトルバスの運行を条件にしながら強くお願いすることとして、私としましても

設置に同意することと判断をいたしました。今月１９日に施行者である倉敷市と設置に係る行政協定を締結する

予定でございますが、申請があって以後６カ月間、熟慮に熟慮を重ねた結果でございまして、倉敷市と設置に係

る行政協定を締結する予定でございます。今後は、施設周辺の環境維持及び交通、防犯対策等も求めてまいりた

いと考えておるところでございます。 

 最後に、令和２年度の予算編成方針についてでありますが、まず本町の財政状況及び今後の見通しにつきまし

て、歳入では町税収入の大幅な増収が見込めない中、本町の歳入の大部分を占める普通交付税及び臨時財政対策

債が、合併特例による増額分の段階的な縮減や算定方法の改定などによりまして年々減額をされております。令

和元年度には１億円を超える大幅な減額となりました。歳出では、歳入に見合った財政規模へのスリム化が迫ら

れる一方、増嵩する扶助費等社会保障関係経費への対応や総合振興計画あるいは、まち・ひと・しごと創生総合

戦略に掲げております重点施策には積極的に取り組んでいく必要があります。 

 令和２年度当初予算編成作業を進めるに当たりまして、こうした現在の財政状況を踏まえながら、所期の目的

を達成した、あるいは成果が上がっていない、必要性が低下した事業は、廃止、縮小、統合などを検討いたしま

して、積極的なスクラップ・アンド・ビルドに努めること、重点施策など必要な事業には国庫補助金、地方債、

交付税措置など最も有利な財源を活用することなどを重点項目として掲げております。 

 予算編成に当たりましては、健全で持続可能な財政を基本としつつも、創意と工夫で最大の行政効果が得られ

るよう英知を結集しながら、真に必要な事業を厳選いたしまして予算編成していくよう、職員一丸となって取り

組んでまいります。 

 以上、諸般の報告とさせていただきます。 

（日程第４） 

○議長（安東哲矢君） 日程第４、議員報告第２号及び議員報告第３号の２件を一括議題とします。 

 まず、議員報告第２号総務文教常任委員会の閉会中における調査研究結果の報告について委員長から報告を求

めます。 

 総務文教常任委員長 万代君。 

○総務文教常任委員長（万代哲央君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、総務文教常任委員会の閉会中における調査研究結果の報告をいたします。 

 去る令和元年１１月２０日と２１日の１泊２日で総務文教常任委員会の行政視察を行いました。 

 視察地といたしまして、２０日に愛知県犬山市議会を訪問し、翌２１日は愛知県岩倉市議会を訪問いたしまし

た。視察団の内訳は、総務文教常任委員会委員６名全員と町当局より稲山副町長、徳永教育長、立石総務部長、

議会事務局より田村事務局長、谷口書記、合わせて１１名で参りました。 

 テーマは、両議会とも「議会改革について」でありました。両議会の議会改革の取り組みや活動実績を概要に

とどめ報告するにいたしましても、中途半端になることは避けられません。報告自体、中途半端にならないため

に、また厚生産業常任委員会の委員の皆さんに失礼にならないためにも、両議会の取り組みにつきまして１点に
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絞って、できるだけ簡潔にご報告することでご了解いただき、またお許しいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 訪問に至ったきっかけといたしまして、犬山市議会は平成３０年から市民フリースピーチ制度をつくって取り

組んでいると聞いたからです。それは、こういうことです。７名の公募市民が議場で市政に関する提案を行い、

それを市民からの提案として議会審議に生かすというものである。議会が開放されている。発言する市民は主権

者そのものとして登場した。一方的な提案ではない。提案後に議員からの質問を受ける。その議員とのキャッチ

ボールによって提案はより明確になった。まさに議場は市民と議員との討議空間になっている。その提案を受け

た議会は、同じ会期中に開催される全員協議会において、議員間討議によってその後の対応を議論する。その提

案を委員会所管事務調査の扱いにすることや、次回の一般質問の素材にして、質問する議員を決めている。市民

が議会のシンクタンクとして位置づけられると、このような講話に刺激され、犬山市議会を訪れました。 

 この市民スピーチは、平成３０年３月定例会から始まり、今年の９月で４回行われています。４回で合計２６

名が発言されています。発言時間は１人５分以内だそうです。発言内容は、犬山市政に関することの全般であっ

て、市政に関係ないことはできないとされています。今年の９月の場合ですと、定例会開会日の午後７時から開

催されております。６名の市民が議場に登壇し、道の駅のことや駐車場の利用に関してとか、防災対策等々を発

言されています。３０代から８０代の方、男性４人、女性２人ということでした。一例を挙げてみますと、障害

者の災害時の支援のことで市民フリースピーチがございました。障害者の災害時支援で避難要支援者名簿に載る

のは、家族以外の支援者２人が必要で、名簿に載っている人は全体の４％、１５０人で、１年ごとに更新するた

め減っていく現状にあった。民生委員も１５０人以外は知らされてない現状にある。一人で避難できない人の名

簿をつくって助ける計画、安全に速やかに避難できる体制を築いていただきたいという、こういう市民フリース

ピーチをした。その発言に対して、議員は全員協議会で検討した。結果、市に対し、支援者２人という制度の見

直しを検討するよう議長名で市長に申し入れた。それに対し市は、支援者２人必要と言っていた従来の登録を支

援者１人でオーケーにした。その後、議会はその結果を発言者に連絡、こういう流れであります。市民フリース

ピーチが開催される議場は、傍聴席が満員ということでありました。元市長が登壇されたということもあったそ

うで、元市長のタイトルは「地方議会は民主主義の原点です」というものだったそうです。現職の市長も傍聴に

来たこともあるそうであります。 

 以上、まことに簡単ですが、犬山市議会の取り組み、ほんの一端ではありますが、ご報告といたします。 

 なお、研修には犬山市議会から議長、議会運営委員会の委員長、民生文教常任委員長が同席され、答弁や意見

交換を賜りました。また、最初に議会事務局から議会改革の取り組みについて丁寧な説明をいただきました。 

 次に、２日目に訪問いたしました岩倉市議会の活動、取り組みについてでありますが、その前にご報告といい

ますか、岩倉市の職員の方が朝、岩倉駅まで我々一行を出迎えに来てくださっていたことであります。岩倉市議

会の皆様の配慮に深く感謝申し上げたところでございます。 

 さて、岩倉市議会を訪問したきっかけは、議会改革度調査というのがあるのですが、おととし愛知県ではトッ

プ、つまり地方から政治を変える取り組みに一番取り組んでいる地方自治体ということを聞き、訪問が実現いた

しました。 

 ご報告する取り組みは、議会サポーター制度という取り組みです。市議会の運営に関してサポートしていただ

くという制度でありまして、昨年度から実施されております。最初、議会モニター制度をつくったらどうだろう

と議員が提案した。それを聞いた議員が、モニター制度というのは議会のこういうことについてご意見を下さい

というものだけど、今うちの議会で取り入れようとしてるのは、市民の皆さんと連携、市民の皆さんと議会運営

を一緒に進めていくこと、そういう立場に立って議会を応援する市民サポーター、議会応援的サポーターではど

うだろうという意見が出たそうです。長野県飯綱町は政策サポーター制度を導入している。議員と町民が政策を
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練る、そういう制度だと思う。でも、うちはちょっと力不足だから、まず議会を知ってもらおう、生の姿を見て

もらおう、その中で議会に対していろいろ提言してもらおうという意見が白熱して、検討の結果、議会サポータ

ー制度ができたということです。昨年度は２２名のサポーターが誕生し、内訳は男性１５名、女性７名、３０代

から８０代のサポーターということです。今年は１８名、男性１２名で女性６名、１０代から８０代のサポータ

ーということです。無作為抽出で選んだ方と公募の方がいらっしゃいます。サポーターの方もいろいろで、本会

議、委員会、協議会や、我々が訪問した行政視察の場にも出席され、多いサポーターの方は年間６０回出席され

ているということでした。サポーターの方が感じたことを率直に発言してもらって、現在までに８４件の意見が

出されたということであります。 

 そのほかにも身近なアドバイスとして、委員会では質問する議員は座って発言しているが、市当局の答弁者は

起立して答えている。サポーターから座って答弁してもいいのではないかということで、委員長の判断で座って

答弁することに変わったとか、議員選出の監査委員は不要で、専門家にやってもらった方がいいとか、行政視察

も委員会全員で行かなくても２班に分けて行った方が効果が倍になるのではないかとか、本会議で少しエキサイ

トしている議員をサポーターがなだめる場面もあったというこぼれ話をしていただきました。 

 今後、議会サポーター制度は議会として継続していく重点課題であり、将来性がある制度、つまり議会に対し

ての理解が最初は２人、３人から始まって、これから少しずつ増えていくように試行錯誤、工夫もして取り組ん

でいくということです。なお、研修には岩倉市議会の議長、副議長を初め６名の議員が同席していただき、答弁

や意見交換を交わしたところです。 

 机上での研修の後、議場を見学し、サポーター席、傍聴席も拝見いたしました。傍聴席への通路はスロープに

なっていて、車椅子の方も傍聴できるようになっていました。写真撮影、動画撮影についても許可制度から原則

自由としている議会であります。 

 以上で岩倉市議会の報告といたします。 

 両議会の研修で一番強く感じたことは、開かれた議会、それも徹底的に開かれた議会を目指しているというこ

とです。我が町の議会でも皆さんと協力して、議員間で十分討議できる議会にしたいと考えます。議会というワ

ンチームでまとまった力が発揮できる議会に変えていきたいと考えます。それと住民自治の観点から、チーム議

会として住民との対話や意見交換会や議会報告会が実施できることを目指して、今後実行に移す必要性を痛感し

ている次第であります。今回の研修資料等を１冊にファイルして図書本棚に後日保管いたしますので、ご利用い

ただきたいと思います。 

 以上で総務文教常任委員会の閉会中における調査研究結果の報告といたします。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 次に、議員報告第３号防災都市公園整備事業特別委員会の閉会中における調査研究結果の報告について委員長

から報告を求めます。 

 防災都市公園整備事業特別委員長 万代君。 

○防災都市公園整備事業特別委員長（万代哲央君） それでは続きまして、防災都市公園整備事業特別委員会の

閉会中における調査研究結果の報告をいたします。 

 去る１０月２９日火曜日午前９時４５分から和気町役場３階第１会議室において、委員１２名全員出席、執行

部より町長、副町長、教育長並びに関係部・課長出席のもと、当特別委員会を開催いたしました。その結果をご
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報告いたします。 

 この日の特別委員会は、付託案件のない議会閉会中の開催でありました。町が提案している防災都市公園整備

事業につきまして、いま一度原点に立ち戻り、基本計画の説明を担当部局あるいはプロジェクトチームの職員に

求め、委員からの質疑や委員の考えを聞くという形で会を進めました。 

 まず、基本計画の全体面積１４．６ヘクタールの内訳及び主な施設整備計画３．０１ヘクタールの内容、７カ

所の公園候補地における選定、比較について説明がありました。 

 次に、利用計画、管理計画の説明の中で、年間利用者数の想定３万９，０００人が実態に近い予測と考えられ

ることや野球場及び多目的広場の年間利用計画と年間１，０００万円の維持管理に関する収支の試算についての

説明や都市公園整備には交付税算入もあるという説明がありました。 

 次に、プロジェクト会議の検討で、球場整備については近隣の球場と比較してグレードの高い人工芝の球場に

する結論に至ったと説明がありました。野球については県内社会人チームが２３５チームあり、競技者の年齢層

が幅広く、生涯スポーツとして競技が可能であるので、野球場を建設するのが利用頻度が最も高い施設であると

結論づけるに至ったと説明がありました。 

 また、野球場建設に関した発言として、町内にはテニスコートやプール、ドーム、ロマン街道のウオーキング

など、いろいろなスポーツができる環境にあり、今後町内でスポーツエリアをつくるとすれば、総合グラウンド

的な機能を持った野球場建設がふさわしいのではないか、皆さんがライフスタイルに応じてスポーツを楽しむこ

とができるエリアになるのではないかと意見がありました。 

 次に、民間資金の導入など、指定管理制度を含めたＰＰＰ、パブリック・プライベート・パートナーシップと

ＰＦＩ、プライベート・ファイナンス・イニシアチブの検討内容及び費用対効果分析の概要について、費用便益

比４．１９の算定根拠についての説明と財政計画の説明がありました。 

 最後に、南海トラフ巨大地震の想定規模による和気町における建物被害、人的被害、避難者数等の被害想定の

説明がありました。 

 これらの説明に対しまして、委員より次のような意見が出されました。発言の中身を委員ごとにまとめてご報

告いたします。 

 まず、この事業に賛成の立場の委員よりの発言でありますが、建設予定地は町民全体の避難場所ではない。災

害時の拠点として整備するものである。このことをもっと町民に周知させる必要がある。グラウンドをつくって

歩けるようにすれば、健康な人を増やすことにつながる。また、ロードレース大会等を考えたとき、大会開催時

の発着地点になる。町全体の総合体育大会、町民体育大会の開催を復活させて、和気、佐伯両地域、和気町全体

の開催を期待している。野球場をつくるにしても、ほかの施設をつくるにしても、企画力が必要である。また、

これをつくれば必ず人は集まるという熱意、勢いがある人、言うなれば立て役者が必要である。４００メートル

トラックを整備してはどうか。公式記録の出せる４００メートルトラックの整備を望む。野球場で野球をしてい

ないときに人工芝の上で、例えばバドミントンとかフリスビーで遊ぶとか、親子、家族で親しみ、楽しめる公園

として利用できるものにしてもらいたい。 

 次に、この事業に反対の立場である委員の発言でありますが、救急センターとしての役割も浸水地ではできな

い。公園をつくっても独立採算は無理、民間でやっても運営は無理ということが資料に書いてある。つくっても

町の施設としてはお荷物になる。野球場建設が補助率の関係でいつの間にか防災事業に変わってしまった。安全

なまちづくりに変わってしまった。しかし、安全なまちづくりが図れるのか不安である。防災の拠点とは安全な

場所が基本である。現計画地ではなく、違うところにすることをお願いしたが、現在地で進んで今に至ってい

る。財政計画の説明で、本事業による後年度の負担は十分耐え得る状況にあるという説明であるが、合併当時、

平成１８年度の扶助費が４億３，３００万円であった。その後、１２年が経過して平成３０年度の扶助費が８億
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１，３００万円となっている。高齢化が進む中で本当に財政状況が大丈夫と言えるのかどうか。また、交付税算

入においても合併特例もなくなる。将来を考えれば、財政運営が厳しくなることは間違いない。利用人数３万

９，０００人という数字を試算で出されているが、都市公園というのはおおむね大都市にある公園である。我が

町では３万９，０００人の利用は難しいと考える。県内でほかの球場を見ても明らかだ。利用料の３６０万円を

考えても、大会は５２週の休日と祝祭日、それに土曜日を含めても現実無理である。平成３０年度の利用者数を

見ても１，０００人を割っている。ＩＰＵのベースボールパークもかなりいるが、それを含めても１，０００人

も使っていない。また、経済効果の面を見ても、バスや車で球場に行ってそのまま車で帰る。町内のほかのとこ

ろに立ち寄らないのが現実ではないか。また、現計画では車の駐車場は２５０台で、大型バスが４台、これでは

大きな大会は呼べない。今年の町議選挙以降、民意は変わっている。今の民意は２０億円もかけた公園事業は要

らないというのが民意である。もっと身の丈に合った仕事をやるべきだというのが民意である。今年の３月以

降、３回否決となっている。町民の考えを真剣に受け取らないといけない。この事業は、ＩＰＵに貸した町の総

合グラウンドの代替施設を検討されたいという答申に発している。民意では、野球場は要らないということであ

る。したがって、答申の内容から外れるので、白紙に戻して考え直す必要がある。防災対策にしても、ほかの防

災対策も考えられるのではないか。基本の議論をしないといけない。 

 以上が委員の発言内容であります。 

 最後に、草加町長より、和気町の将来を左右する大きな事業である。この事業は、社会資本整備総合交付金を

活用すれば用地費の３分の１、工事費の２分の１が国より交付され、起債額に応じて交付税算入もされる。町に

とって有益な事業である。東南海地震も３０年以内に起こる可能性が高く、町近辺では震度６弱が予測されてい

る。また、地の利を生かして町の将来を考え、交流人口の増加を図りたい。最終的には基本計画で野球や陸上競

技やサッカーもできる総合グラウンドの整備を考えている。今年度、吉井川の河床を下げるため、県が浚渫を行

うが、今ならその土砂を益原の計画地に利用して盛り土することもできる。防災機能を持たせ、平常時は社会体

育の充実、町民の長寿と健康維持を目指すまちづくりもできる。将来の和気町の発展につながる。ぜひ理解を賜

りたいと発言がありました。 

 今回の特別委員会では、目指すべき一つの結論があったわけではありませんが、今後の方向性が見出せる糸口

になればという考えで開催したものでありました。 

 以上で防災都市公園整備事業特別委員会の閉会中における調査研究結果の報告といたします。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 以上で議員報告第２号及び議員報告第３号を終わります。 

（日程第５） 

○議長（安東哲矢君） 日程第５、議案第１０５号から議案第１０７号までの３件を一括議題とし、提出者の説

明を求めます。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） それでは、本日提案をいたしております議案第１０５号から議案第１０７号につきまし

て提案理由の説明をさせていただきます。 

 まず初めに、議案第１０５号の和気町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

についてでございますが、和気町会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係する６つの条例を一括して改正する
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ものであります。 

 次に、議案第１０６号の和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてでありますが、令和

元年度人事院勧告に基づきまして、和気町職員の給与に関する条例、和気町議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例及び和気町長等の給与等に関する条例を改正するものであります。 

 次に、議案第１０７号の和気町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、国民健康保険

に属する財産管理の方法の条文を現金については金融機関に預貯金し、その他の財産は議会の議決した方法によ

ることと定めているものを町有財産管理の例によるものに改正するものであります。 

 以上、説明を申し上げましたが、詳細につきましては担当部・課長より細部説明をいたさせますので、ご審

議、ご議決賜りますようによろしくお願いをいたします。 

○議長（安東哲矢君） 次に、議案第１０５号から議案第１０７号までの３件、順次細部説明を求めます。 

 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 議案第１０５号・議案第１０６号説明した。 

○議長（安東哲矢君） 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） 議案第１０７号説明した。 

○議長（安東哲矢君） これから議案第１０５号から議案第１０７号までの３件の質疑を行います。 

 まず、議案第１０５号和気町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

の質疑はありませんか。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 職の廃止というのが７件入っておりますが、これはどうしてこういうふうになったの

か。 

 それから、長いことこの委員会が開かれていないということであろうとは思いますが、そこの内容と、そこに

至った経緯をお知らせください。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 こちらの議案の７ページのところで、非常勤職員の要件に該当しないものということで一覧の表、７件添付い

たしてございますが、こちらにつきましては委員会の設置の中で要綱等で委員会を設置いたしまして運営をして

おりましたが、年数の経過、それから制度の変更等によりまして、こちらの名称等で運用されていないと、実情

運用がないという方に変更になったものでございます。当初は新たな委員会ということで運用しておりました

が、実用の運用がないということで、それぞれの役職をこのたび廃止ということで、一覧表の方から削除させて

いただいております。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 運用がないと言われておりますが、どのぐらい運用されてないのか。全て適用されたの

が年度が違うとは思いますが、何年ぐらいが行われてないのか。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） それぞれのちょっと案件について手持ちの資料を現在持っておりませんので、後ほ

ど資料の方を提出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 先ほどの７ページのところですけれども、同時に愛育委員だとか栄養改善推進委員など

は有償ボランティアということにここでなるんですが、その前のページのところで、報酬と費用弁償の表が出さ
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れてますね。その中から、ここに有償ボランティアの方々はその中から外れてるということになっていますね。

この有償ボランティアという非常勤とはかわる、その概念といいますか、有償ボランティアというのはどういう

ふうな方で、あとこの方々に対する、今まででいいますと年額でお金が出されていたんですが、今後の報酬とい

いますか、費用弁償を含めてどのようになるのかということをお尋ねをしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 太田議員のご質問でございますが、こちらの臨時職員の９月議会でも説明させていただきましたが、臨時的任

用職員、それから非常勤の職員、そういった中でこちらに出てきております有償ボランティア、私人業務委託有

償ボランティアへ移行する、今まで非常勤職員の中での位置づけであられた職が有償ボランティアの移行になっ

てきます。 

 内容につきましては、こういった地方公務員法の中で適用を定められた項目がございますが、該当しないもの

については有償ボランティアということで定めがございます。一覧表については、また詳しい資料は提示させて

いただきたいと思いますが、今後の運用につきましてですが、今まで月額ないし年額でお出ししておりました報

酬等で示しておりましたものを、令和２年度以降につきましては報償費ということで現状の金額での対応を考え

ておるところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） それでは、報償費ということで、それぞれ個人の、個人ではないんですけど、個人の口

座へ振り込まれるということで理解していいんでしょうかね。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 議員おっしゃられますとおり、そういう対応に変わってくるかと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） 先ほどの同僚議員の有償ボランティアというのは一応金額の表を出してやってくださ

い。同じようなことを聞こう思ようったんですが。 

 それから、４ページ、国民健康保険運営協議会委員、年額２万円、これは実施と実際とどうなってるのか。こ

れ、間違いございませんか。 

○議長（安東哲矢君） 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） 失礼いたします。 

 今回、２万円ということで記載をさせていただいております。支払いについては、費用弁償という形で現在支

出しておりますので、条例にあるようにしていきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） ここで、それじゃあ日額４，５００円だったものが２万円に変わるということですか。 

○議長（安東哲矢君） 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） 今までの運用で４，５００円ということでやってきておりましたが、この２万

円ということで運用させていただきたいと思います。 

               （９番 山本泰正君「いつ２万円、その条例をいつ変えとんですかというの

を」の声あり） 

 条例につきましては、合併当時からこういう形になっております。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 
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○９番（山本泰正君） ということは、今までは条例違反で払っとったということですね。 

○議長（安東哲矢君） 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） 今までは日額報酬で、費用弁償で支払いをしておりました。 

               （９番 山本泰正君「ということは、ここで変わったんかどうかというのを」

の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） よろしい。内容は厚生の方なんで、聞いとかにゃいけん思うて聞いたんですけど、これ

総務の方へ付託になってますんで、そこらあたりちょっと調査して教えてください。この表を見る限り、今まで

が条例違反で支払ってきたんじゃないんかなという解釈になりますんで。恐らく２万円もらった人はいないと思

うんですよ。日額、年に１回か２回しか開催していない運営協議会、４，５００円を支払っていたものが２万

円。ここで２万円に改定するんならいいんですけど、どうもそういうふうな解釈ができませんので、ここで変わ

ったという状況じゃないんで。以前からこうだったんだったら、条例違反ではないかということですんで、まし

てや報酬を条例違反で払うというようなことは許されません。そのあたり、よう調査してください。委員会で担

当にならんと思うんで、総務部長の方でよく調査して報告願いたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ８番 万代君。 

○８番（万代哲央君） 今の質問と同じなんですけど、私もこれを見たときに、現行で、国保の私も委員なんで

すけど、日額で払われとるわけですよね、ここ何年ぐらいかな、３年か４年ぐらい。私の経験ではそうなるんで

すけど。これは、気がつかなかったということなんですか、それともこういうふうに書かれてることはわかって

いたけど、日額、費用弁償で払っていた、そのあたりはどんなんですか、はっきりしていただきたいと思いま

す。 

○議長（安東哲矢君） 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） そのあたりも調査をいたしまして報告をさせていただけたらと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ８番 万代君。 

○８番（万代哲央君） この場で答えられないんですか。調査するって、現行で年額で支払うようになっていた

ものを費用弁償で今までずっとやっていたわけですから、それに対してどうなんですかね、現実。我々がもらっ

てたのは、そういう日額４，５００円でもらってたわけですけども、こういうふうに定められてるのに、そうい

うことを知っててやっておられたんか、どんなんでしょうか。そして、条例を定めているのにこういう違うこと

をやってるということに対して答弁をお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ここで暫時休憩といたします。 

               午前１０時０４分 休憩 

               午前１０時１１分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） ただいまご質問いただいております非常勤の職員の報酬及び費用弁償の欄の国民健康保

険の運営協議会の委員、年額報酬で非常勤の報酬及び費用弁償の欄には計上されておりまして、実は今までの経

緯についてはこれから調査をさせていただきますが、何にいたしましても条例で制定されておるものでございま

すので、時効の関係もありましょうし、とりあえず弁護士とも十分相談、協議をしながら解決をさせていただき

たいというふうに思っておりますので、大変申しわけないことになっておりますが、おわびを申し上げ、訂正を
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させていただくということでご了解をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） ７ページのちょっと原始的な質問で申しわけないんですが、学校教育指導員と社会教

育指導員、これが今度、会計年度職員になる。ほかの地域おこしとか町税もある。これは、私もよくわかってな

いんでもう一遍教えてほしいんですが、何人ぐらいおられて、それぞれどういう仕事をされてるのか。それで、

特にこれで単年度単年度で契約するようになる、主な改正点というか、会計年度になるということで、それもち

ょっともう一遍教えていただければありがたいんです。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、西中議員のご質問でございますが、こちらの任期につきましては、現状の任期となってまいりま

す。１年度の任期でなってございます。 

 それから、業務につきましては、地域おこし協力隊がちょっと現状、資料を手持ちで持っておりませんので、

はっきりしたことを申し上げられませんので、また後ほど資料の方をお配りさせていただきたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 教育次長 万代君。 

○教育次長（万代 明君） 学校教育指導員についてのどういった内容かということですが、教育委員会に以前

配置しておりまして、各学校の教師の指導を行ってたという状況がありまして、当面何年間は、今現在は配置に

至ってないと、今はいないという状況でございます。 

○議長（安東哲矢君） 社会教育課長 則枝君。 

○社会教育課長（則枝日出樹君） 私の方からは、社会教育指導員につきましては、現在１名委嘱いたしており

まして、人権教育啓発に当たる者として任務を務めております。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 学校教育指導員は今はいないっていうことですけど、要するにこれはいわゆる俗な話

で、指導主事ですか、だからそれは前、幼稚園か何かの方でおられたということでしたかね、それだけお願いし

ます。 

○議長（安東哲矢君） 教育長 徳永君。 

○教育長（徳永昭伸君） 失礼します。 

 学校教育指導員についてのご質問にお答えをしたいと思います。 

 主な職務内容としましては、以前、県の指導主事が１名、２名のときがございました。そのときに各種起こる

学校のいろいろな問題について管理職にアドバイスをしたりというような形、あるいは直接教員に指導支援をし

たりするというような職務で活動をしておりましたけども、現在は県費派遣の指導主事が３名おりますんで、そ

ういう関係で現在は配置をしていないという状況であります。 

○議長（安東哲矢君） 税務課長 西本君。 

○税務課長（西本幸司君） 失礼いたします。 

 町税等の徴収嘱託員でございますが、１名おります。こちらの方は税金、水道、介護、後期高齢の回収を回っ

ております。 

               （１０番 西中純一君「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 
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○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に議案第１０６号和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例についての質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） これは、何か労働組合関係のそういう文書を見ると、今回はいわゆる全般のベースア

ップは行っていないんだと。さっき言われたのは、三十五、六歳ぐらいまでの分だけ上げてるんですか。それ

で、上げたとはいうものの、初任給というんが高卒の場合は１の５なんですか、それを時給に計算すると８９７

円で、全国のそういう最賃の加重平均のあれにも届かないと。最賃割れになる地域が年々こういうことだと増加

してるんだということで、非常にこういうことをすると役場の職員、優秀な人材が確保困難となって、なかなか

難しい、公共サービスの安定的運営に支障を及ぼしかねないというふうなことも書かれているんですよね。一般

的には初任給が２，０００円ですか、高卒の場合が。大卒が１，５００円ということですが、これは去年も給与

アップがあったんですかね。差額を見てみると１３０万円ほどですか、いわゆる必要な財源が。かなりこれは最

近の給与アップに比べても非常に低いんじゃないかなという感じがするんですけれど、去年もあったんかな、お

ととしでしたかね、あれは。最近の例と比べてアップ率がどうなのか、あるいはさっき言った、いわゆるベース

アップ的にはなってないんですかね。３６歳ぐらいまでだけちょっと上がって、ほかはほとんど変わらない。最

高給与を見てみると全部０です、上がってないです。一番下、例えば２５ページの下の方、６級で一番高い分で

すか、これが。４１万２００円、これ全然、前の分と比べて上がってない、０ですね。それから、その前の５級

の分も３９万３，０００円、これも上がってないというふうなことで、その辺ベースアップを全くしてないの

か、給与のあれはどうなのか、もう一遍端的に教えていただければありがたいです。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 給与改定につきましては、議員おっしゃられますとおり、行（一）で申しますと６級まで運用しております

が、３５歳未満で申しますと３級、４、５、６級については、もうほとんど給与改定がないというような運用状

況になってきております。 

               （１０番 西中純一君「もう一つ、最近の給与アップと比べてどうなのかって

いうのは」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） じゃあ、もうきちっと言います。要するに２９年度ぐらい前でしたかね、勧告があっ

たのは。最近のあれに比べて割と財源的には少なくてできるんじゃないか、低いんじゃないかなという感じがし

ます。その辺は事例と比べてどんなんですか、最近のあれと。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 申しわけございません。ここ数年の給与改定の資料を持っておりませんが、私の記

憶ですと、ここ数年、同じような傾向で若年層への手当がメーンになってきております。内容につきましては、

また後ほど調べまして回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、議案第１０５号及び議案第１０６号の２件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１０５号及び議案第１０６号の２件を総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１０５号及び議案第１０６号の２件は、総務文教常任委員会に付託することに決定しまし

た。 

 ここで１０時３５分まで暫時休憩といたします。 

               午前１０時２２分 休憩 

               午前１０時３５分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 次に、議案第１０７号和気町国民健康保険条例の一部を改正する条例についての質疑はありませんか。 

 ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 済いません。ちょっと私、勉強不足で申しわけないんですが、ここの４７ページにあり

ます、いわゆる銀行、農協が合併して、形が変わるんで、この町有財産管理の例によるということに条例が変わ

るんですが、その町有財産管理の例というのは具体的にどんなもんですか。ちょっと教えてください。 

○議長（安東哲矢君） 財政課長 永宗君。 

○財政課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 

 町有財産管理の例によるということでございます。一般会計等におきましては、町の財務規則等で現金あるい

は預金の管理、こういったようなものの運用を定めております。それに準じた形でこの国民健康保険も取り扱う

ということでございます。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 言われとることはわかるんです。でも、今までは銀行なんかに貯金をしてたということ

で、具体的なそういうことで管理をしていたということを書かれとるわけでしょう。それをこういうふうに町有

財産管理の例によるということで、具体的に、だからどういうふうな管理をするかということがちょっと聞きた

かったんです。ちょっとようわからんですかね。 

○議長（安東哲矢君） 財政課長 永宗君。 

○財政課長（永宗宣之君） 失礼いたします。 

 ここでは、公金、現金預金について申し上げますと、現金預金についてはより安全な方法によりということ

で、金融機関への預託、あるいは金融機関への預金その他最も確実、有利な方法により管理をしなければならな

いというような規定に基づいて運用いたしておりますので、そういった運用に倣うということでございます。 

 議員ご指摘のとおり、今回の改正につきましては、この国民健康保険条例に現金の預金先として個別金融機関

の名称等を列記をいたしておりましたので、これについては今後の金融機関の統廃合等があって、逐一そのたび

にということではなくて、一般的な表記に表現方法を変えさせていただいたという目的でございます。 

 また、町の例規の中では、各基金等におきましては、基金条例等におきまして、おのおのその基金、預金、現

金の管理運用方法について条例で定めて、条例に従って運用いたしているところでございます。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 大体わかりました。今まで具体的に預けてる銀行だとか、そういうところを明記しとっ

たということで、それはもうこれからいろんな統合があったりするんで、わからんので、それはもうしないとい

うことで、そういういろいろな有利な方法を使ってそれを運用するということで理解をしておきます。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、議案第１０７号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 
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 議案第１０７号を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１０７号は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しました。 

（日程第６） 

○議長（安東哲矢君） 日程第６、議案第１０８号から議案第１１８号までの１１件を一括議題とし、提出者の

説明を求めます。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 続きまして、議案第１０８号から議案第１１８号までの１１議案につきまして提案理由

の説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第１０８号の令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）についてでございますが、この補正

は既定の予算に１億８，５４６万３，０００円を追加し、予算の総額を８０億９，１７０万１，０００円とする

ものでございます。人事異動及び給与改定に伴う職員人件費の補正のほか、主な内容は、歳入においては各種事

業に係る国県支出金、地方債等の財源を追加いたしまして、歳出においては防災都市公園関連事業費、スクール

バス駐車場整備事業費、農林土木維持工事費等に係る経費の追加などを行うものであります。また、令和２年度

からの３カ年の学校・園における英語指導助手派遣事業に係る債務負担行為の設定を行うものであります。 

 次に、議案第１０９号の令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてでございます

が、この補正は歳出のみの補正で、既定の予算の総額に変更はありません。内容は、職員人件費を減額し、電算

委託料償還金を追加し、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１１０号の令和元年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）についてでござい

ますが、この補正は日笠診療所勘定で、歳出のみの補正で、既定の予算の総額に変更はありませんで、内容は職

員人件費、賃金を追加し、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１１１号の令和元年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、この

補正は保険事業勘定では既定の予算から１６０万４，０００円を減額いたしまして、予算の総額を１８億５，１

７０万１，０００円とするもので、歳入では一般会計繰入金を減額し、歳出では総務費の職員人件費を減額、地

域支援事業費の職員人件費を追加いたしまして、予備費で調整するものであります。 

 また、サービス事業勘定では、既定の予算から６４３万円を減額いたしまして、予算の総額を１，１６３万

６，０００円とするもので、歳入では一般会計繰入金を減額し、歳出では人件費を減額するものであります。 

 次に、議案第１１２号の令和元年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてであります

が、この補正は歳出のみの補正で、既定の予算総額に変更はございませんで、職員人件費の追加を予備費で調整

するものであります。 

 次に、議案第１１３号の令和元年度和気町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてであります

が、この補正は既定の予算に５０３万５，０００円を追加し、予算の総額を９億２，２５６万９，０００円とす

るもので、内容は歳入では消費税還付金、修繕工事に伴う地方債を追加し、歳出では職員人件費を減額し、ポン

プ修繕料、認可変更委託料等を追加しまして、予備費で調整するものでございます。 

 次に、議案第１１４号の令和元年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

でございますが、この補正は歳出のみの補正で、既定の予算の総額に変更はなく、職員人件費及び公課費、消費

税の追加を予備費で調整するものでございます。 

 次に、議案第１１５号の令和元年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第２号）についてでござい

ますが、この補正は既定の予算に１１０万円を追加し、予算の総額を４億１，２４２万８，０００円とするもの
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で、主な内容は歳入ではＣＯ２削減診断事業補助金を追加し、歳出では職員人件費、ＣＯ２削減診断事業委託

料、公課費の消費税等を追加し、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１１６号の令和元年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、

この補正は既定の予算に３２４万８，０００円を追加し、予算の総額を１，３２４万７，０００円とするもの

で、内容は、歳入では地方債及び一般会計繰入金を追加し、歳出では広域水道移設の設計委託料を追加しまし

て、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１１７号の令和元年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）についてでありますが、この補

正は収益的支出において既定の予算から営業費用５９４万３，０００円を減額し、予算の総額を７，９０２万

１，０００円とするもので、内容は修繕費及び動力費の追加、職員人件費の減額であります。 

 次に、議案第１１８号の令和元年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第２号）についてでありますが、この

補正は既定の予算に収益的支出において３２９万４，０００円を追加しまして、予算の総額を１億７，７３４万

４，０００円とし、資本的収入において５００万円を追加し、予算の総額を９，３６７万２，０００円とし、資

本的支出において５００万円を追加し、予算の総額を１億１，４９４万５，０００円とするものでございます。

主な内容は、水質検査料、給水ポンプ修繕料、動力費等の追加と職員人件費の減額及び岡山県からの支障移転負

担金、支障移転設計委託料でございます。 

 以上、ご説明を申し上げましたが、詳細につきましては、担当部長及び担当課長に説明をいたさせますので、

ご審議、ご議決賜りますようにどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（安東哲矢君） 次に、議案第１０８号から議案第１１８号までの１１件、順次細部説明を求めます。 

 財政課長 永宗君。 

○財政課長（永宗宣之君） 議案第１０８号説明した。 

○議長（安東哲矢君） 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） 議案第１０９号・議案第１１０号説明した。 

○議長（安東哲矢君） 介護保険課長 桑野君。 

○介護保険課長（桑野昌紀君） 議案第１１１号説明した。 

○議長（安東哲矢君） 上下水道課長 山﨑君。 

○上下水道課長（山﨑信行君） 議案第１１２号・議案第１１３号・議案第１１４号説明した。 

○議長（安東哲矢君） ここで場内の時計が、１１時４０分まで暫時休憩といたします。 

               午前１１時２５分 休憩 

               午前１１時４０分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開し、細部説明を求めます。 

 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） 議案第１１５号説明した。 

○議長（安東哲矢君） 総務事業部長 野山君。 

○総務事業部長（野山晶義君） 議案第１１６号説明した。 

○議長（安東哲矢君） 上下水道課長 山﨑君。 

○上下水道課長（山﨑信行君） 議案第１１７号・議案第１１８号説明した。 

○議長（安東哲矢君） これから議案第１０８号から議案第１１８号までの１１件の質疑を行います。 

 質疑をされる方は、ページ数と項目を明確にされ、質疑をお願いします。 

 まず、議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）についての質疑はありませんか。 

 ６番 山本君。 
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○６番（山本 稔君） では、６８ページ、防災都市公園費の５，２００万円、これについて９月にも上げられ

ておりますが、９月から今までの経過等ありましたらお聞かせ願いたいんですが。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） ５，２００万円の社会資本整備事業交付金の件でございますが、今回計上させていただ

いております。これ、先ほど特別委員長の委員長報告の中でもございましたが、かなり詳しく委員長の方からも

ご説明をいただいて、その中でプロジェクトでの検討の経過状況、それからそれが今度は総合グラウンドに変更

した経緯等についてもかなり詳しくご説明をいただきましたので、ご報告をいただきましたので、重複しないよ

うな形の中で話させていただこうと思いますが、これ最初は、ご承知のとおり２９年の学校の再編成、これから

始まったわけでございますが、この学校の再編成からこの話が始まりまして、２９年のたしか７月だったと思う

んですが、ＩＰＵへ無償で貸し付けしましょうということで、総合グラウンドと石生の小学校を貸し付ける、こ

の契約議決が議会で議決をされて、その後、大森町長、当時でございましたが、１０月の定例で町長がこの跡地

については後、実はその社会資本整備事業交付金の中で総合グラウンドを益原でという、ぜひこの事業をやらせ

てほしいというようなお話があったんですが、その後、まだその間にいろいろ経緯はあるんですが、３０年４月

８日に町長選挙がございまして、私が当選をさせていただきまして、そのときにもぜひこの防災公園事業につい

てはやらせていただきたいということで、３，８３７票を私もご支持をいただいたわけでございまして、そのと

きにも私はこの防災公園事業についてはやらせていただきたいということを公約に掲げさせていただいたんで

す。それから、その９月に定例で５，２００万円の社会資本整備事業交付金を計上させていただき、これは５カ

年事業ですということで歳出の方はたしか１億５，０００万円、６，０００万円でございましたか、計上させて

いただいて、これはご議決をいただいたわけでございます。ところがその後、年を越して２月の月でございます

か、議会議員選挙がございまして、その議会議員選挙の後、今年の３月の定例で、このことについてはとりあえ

ず繰越明許をさせていただきたいということで５，２００万円、それから１億６，０００万円、それと合わせて

１億２，７００万円だったと思うんですが、３１年度分の交付金、これ全て修正をかけられてきたわけでござい

まして、その後、特別委員長の方から町民の声をもう少し聞く必要があるだろうと、町民の声を聞くために諮問

委員会的なものを立ち上げるべきだというご指示をいただいたり、ご指導をいただいたわけでございまして、そ

こでその諮問委員会を立ち上げるべく準備をしまして、要綱もこしらえて、今度それを議会へ提出をさせていた

だいたんですが、これも費用弁償についても否決をされ、その諮問委員会の立ち上げについても否決をされてき

たという経緯がございます。 

 その後、６月１７日だったと思うんですが、万代委員長が中国地方整備局に事業についての意思決定について

今後期限はいつがタイムリミットであるとか、それから計画変更できる範囲についてはどのような範囲ならでき

るんでしょうかというような質問をしていただいておりました。それで、それを受けて９月１３日だったと思い

ますが、万代委員長自ら岡山県の都市計画課に出向いていただいて、９月議会での当該公園整備補正予算が否決

される見込みであることを踏まえまして、これまでの経緯と今後の進め方について相談をしていただいたようで

ございまして、これも県の方からご報告をいただいておりますが、県は万代委員長に対しまして、繰越金５，２

００万円、それから現年内示額１億２，７００万円が予算化できていないこと自体が異常事態であると認識して

おりまして、早急に地元と議会等と調整を行うようにということを和気町の方へ要請をしておるという報告を受

けたそうでございます。繰越費５，２００万円は和気町でしか執行できないわけでございますが、現年１億２，

７００万円は県内の他の自治体に流用することがその時点では可能であったわけでございまして、流用先のこと

も考慮しまして、１０月中旬までには方針を決定する必要があることを和気町に対しまして説明したということ

を万代委員長は聞いて帰っていただいております。 

 それで、事業計画の変更は、要件を満たせば事業途中でも可能であると、流用することでのペナルティーはな
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いと、こういうふうに私たちもお聞きしまして、昨年度に続いて今年度予算で多額の不用額を出す事態となった

ら、国の信用も失ってしまいますし、県も同様に信用がなくなるということを伝えたという報告がありました。

その９月議会定例会の一般質問において委員長から、５，２００万円は不用額で返さずに何とか和気町で整理で

きる方法がないか考え、議会に理解してもらうこと、また５，２００万円と１億２，７００万円、両方返すこと

は最低の選択であるというふうに万代議員から発言をされております。 

 これらのことから、岡山県からの提言とかご指導、万代委員長と協議の中で、今後の事業推進について、私は

これでご理解がいただけるんだと、議会の方から。このように判断をいたしまして、１０月７日、私は体調を崩

しまして、長期の休暇をいただいておりましたが、発言ができないというような状況がありましたので、私が県

の方へ出向くことができなかったんですが、副町長と産業建設部長に県を訪問していただいて、本町に交付決定

されております現年内示分１億２，７００万円、これの県内流用を私は承諾をしたんです。これが一番適切な判

断だろうというような指導もいただいて、その結果でそのようにいたしたわけでございます。 

 ただ、その場合、５，２００万円は和気町でしか執行できないということもありますので、今期の定例会へ補

正予算を上程させていただいております。それから１年延びることは承知の上で、今変更事業計画を出させてい

ただいております。ですから、１年おくれで国の方で認めていただこうと、そういうご指導でございましたか

ら、そういうことで今進めさせていただいておるわけでございます。と申しますのも、何回ももう同じことをお

話し申し上げておりますが、あそこは浸水地域だっていうことでございますが、あそこをショートカットして吉

井川の樋門を閉めると、サイフォンを通して曽根の排水機場へ水が行っておりまして、あそこはつかったことが

ないという認識のもとに私はこの立場におるわけでございます。それから、南海地震、東南海地震等の心配もあ

ります。 

 もう一つは、ご承知のとおり新見市も今年異常気象によりまして時間雨量が１５０ミリを超すような時間雨量

があって災害が発生したというような事態も実は地域的に発生をいたしております。もう他人事でない、よそご

とではないなというふうな認識のもとで、もし災害が発生した場合、何とかその拠点的な役割を果たす防災機能

を持たせた公園をぜひあそこへこの際、国でお認めをいただいたわけでございますから、やらせてほしい。しか

も和気ドームの問題もあります。何回もこのお話は申し上げております。それから、和気鵜飼谷温泉のプールの

アルミは大丈夫ですが、樹脂部分がもう大変傷んでおりまして、これの対応もしていただける、事業費の中へ入

れていただけるということでございますから、これなんかはもう単町では将来的に不可能でございますので、何

とかこれをやらせてほしい。 

 それからもう一つには、昨年、私は岡山の国土交通省河川局長とお話を申し上げまして、吉井川の河床を下げ

てほしい、吉井川の河床を下げていただかんと水害がもし堤防が決壊するようなことがあったら、もう天災じゃ

ありません、人災ですと。大きな穴が昨年も７月の集中豪雨によりまして大樋のところで大きな穴が開いたと。

しかし、深夜３時ごろから雨量がどんどん減ってきて、吉井川の流量が減ってきたために何とか石生地域が浸水

を免れたというのももうこれ事実でございます。ですから、吉井川の河床を下げるために、これを益原へ入れさ

せていただければ、今は吉井川はもうご承知のとおり見ていただいたらわかりますが、１５万立米をとりあえず

もう工事契約がされて、しかもこれを私の早とちりで申しわけなかったんですが、何とか残土は益原で１メート

ル埋めさせていただければ６万立米、もう１メートルあの地域で設計的に池にならないというようなことがもし

あるんなら、１２万立米あそこで処理がしていただける、しかもこれも無償でしていただけると。そうすること

によって、吉井川、右岸側、左岸側の堤防の保護にもつながる。また、合流点から金剛川の右岸側、左岸側の堤

防の保護にもつながる。初瀬川の堤防の保護にもつながる。この周辺一帯の流れが変わってくる、そのことをも

う本当に期待をして、皆さん方にお願いをいたしておるわけでございまして、ところが今、これが今こういう状

況でございますから、実は今１５万立米、あの吉井川の浚渫土は西大寺の方まで行っておるんです。西大寺の方
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へ行けば、その運賃で浚渫量の土量が減ってくるんです。これはもう取り返しがつかないことになってしまう。

ひとつぜひそのあたりのこともご理解をいただいて、何とか和気町の将来、和気町をこの地形的にも、この東備

の私は中心だと思っておりますから、皆さんはどう思われとるかわかりませんが、隣の市より和気が中心だと、

いろんな面で交通の結節点でもありますし、インターが２カ所もある町はありはしないのです。ですから、この

町を、将来を展望して、この町に住んでよかったと思っていただけるまちづくりにつなげていきたいと、それ以

外に何のあれもないんです。ですから、ひとつぜひそのあたりをご理解をいただいて、今回のこの補正予算もご

理解をいただきたいというふうに思っておるところでございます。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） ９月議会から後の動向についてお伺いすればよかったんですが、丁寧にありがとうござ

います。 

 この５，２００万円です。今回上げておられますが、これがもし通らない場合、この５，２００万円はどうい

うふうな処分になるのかと、それから変更事業計画を出されたということですので、それはもうお認めいただい

とんのかどうか。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） ５，２００万円の例の社会資本整備事業交付金の今回の補正でございますが、これは今

回何とかお認めをいただくということを基本的には思っておりまして、また次にこの変更契約、変更事業計画等

についても提出をさせていただいておりま、ちょっと提出しとんじゃろ、もう。まだか。 

               （「まだです」の声あり） 

 まだ。 

               （「はい」の声あり） 

 提出する予定でおりますので、これは国土交通省とも話し合いをしておりますから、ですから引き続きご協議

をいただく、そういう場を持たせていただきたいと思っております。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） その変更計画をこの今議会中に何とか私らに説明ができますでしょうか、それを１つ。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 今、今回の補正で上げております業務等委託料、これが国と協議する委託料、

協議資料になっておりますので、内容は先ほど町長が申しましたとおりドームの屋根と塗装、プールのあれにな

ってますので、その内容はわかりますが、国との資料をつくる上で今回委託料を上げさせてもらっておりますの

で、正式なものはまだ、確実なものは提出できないものと考えております。 

               （６番 山本 稔君「わかりました」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ここで１時まで暫時休憩といたします。 

               午後０時１１分 休憩 

               午後１時００分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 ８番 万代君。 

○８番（万代哲央君） 午前中の最後のお話がございましたんで、防災都市公園の話で、町長から私の名前を何

回も出していただいたんで、質問といいますか、よくお話を聞いてたんですけど、ちょっとわからんところもあ

ったんで質問させてもらいたいと思いますが、質問というか、率直に１つだけ私の方から言わせていただきたい

のは、３１年度に内示額で提示されている１億２，７００万円というお金と、それから３０年度で既に交付決
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定、和気町にしか使えないというか、和気町のための交付決定されている５，２００万円というお金がありまし

て、その９月の私が県へ行ったというような話が先ほどありましたんで、それにひっかけてお話しさせてもらい

ますと、その２つのお金を、端的に言いますけど、もう簡単に言いますけど、そのどちらも不用額として来年の

３月３１日をもって不用額となったということで国に返すということになれば、これは大変に和気町にとってダ

メージが大きいなと私は思いました。今の議会の中の状況の中で考えたとき、せめてといいますか、１億２，７

００万円を流用して岡山県内で使うということにすれば、県の顔も立つわけですから、そうするのが一番和気町

にとって私はベストだと思います。で、５，２００万円のことにつきましては、９月の段階では私は何とか和気

町でしか使えないお金ですから、何とかならないかなと考えておりました。 

 結論からいいますと、１０月２９日に特別委員会をやって、委員の皆さんの意見を聞くというのが私の結論と

なりました。それで、１０月２９日の特別委員会を開催した報告は先ほどさせてもらったとおりでございます。

そういう話の中で、特に私も、こういうふうな話があるんですね、１億２，７００万円を返したと、返したとい

うか県内で流用したというようなことで、もう町長はこのように言われてるんですよ、１０月２９日の特別委員

会のときに。私も静かに聞いてたんですけど、３０年９月に５，２００万円の議決をいただいて、認定をいただ

いて、採択をいただいたと。このことは行政の継続性の中から国、県もこれは必ず予算措置をしてくださいと、

つまり流用に当たっての話ですよ、県に対しての話です。そうすることによって流用は認めますと、このことを

担保してくれるんなら、１億２，７００万円の管内流用を認めざるを得ないというふうな意思表示をしたと言わ

れたんです。私はそれを静かに聞いておって、ああ、町長はこの１億２，７００万円を県内へ流用することによ

って、また今後この事業をするための布石といいますか、そのことを県の方とお話し、どのようなお話をされた

んかわかりませんけど、されて、熱意を持っておられるんだなというふうに私は思った。私もいろいろ思ってお

りましたけども、９月の定例会の中でも草加町長、あと議員３名、４人で話をしたときに、ゼロベースでもいい

とか、野球場は白紙にしてもいいとかという話もありました。しかしながらその後、全員協議会なんかでもそれ

を強く最初に言われたこともありますけども、結局この前の特別委員会では、報告にもいたしましたけど、総合

グラウンドをつくると、野球場にも使う、サッカーにも使う、陸上にも使うと、そういう計画でやっていくんだ

というふうに言われました。そのことも私もまだ耳に残っておりますけど、静かに聞かせてもらいました。その

ような経緯で今、きょうがあると思っております。 

 これは、私も簡単にうまく言えませんけど、そのように私は思っておりまして、少なくとも１億２，７００万

円を返したことによって和気町のダメージは軽減されて、今後またこういう話につながっていく可能性が残って

いるんじゃないかなというふうに私は受け取っているんですよ。両方とも不用額で３月の末まで和気町がじっと

持っておって、それで不用額になったというんでは、これは本当に緊急事態というか異常事態だなというふうに

思ったんですけど、町長、その辺はどのように思われますか。それをちょっと聞かせていただきたいなと思いま

す。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） １億２，７００万円の管内流用についてのご提言をいただいたり、ご指導いただいたり

したことに対して、私は別に他意があってお話を申し上げたんじゃなしに、万代特別委員長の主導のもとに委員

会が開催をされまして、その結果をご報告をなさっていただきましたから、その後を補足的に１億２，７００万

円、５，２００万円の３０年９月の議決、これは５カ年の継続事業としての担保ができとるというふうに私は思

っておりますから、ですから１億２，７００万円については、私がそのときに１０月７日の段階で、１０月の初

めの段階で万代議員が県へ行っていただいたあたり、そのあたりに私がたまたまその長期の休暇をいただいてお

ったときだと思うんですが、その話し合いの中で５，２００万円の予算措置をしていただけると、１億２，７０

０万円を管内流用すれば。それがやっぱり和気町の信用にもなるし、岡山県の信用にもつながるしというふうな
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実は解釈はさせていただきました。事実です、これは。それはもう、もとから５，２００万円を担保しとんです

から、それを予算措置をしていただけるということが、私は次の事業を１年変更して１年延ばしても、次の年に

ペナルティーはないというふうに万代議員からのご発言もあったというふうに私は職員からも聞いております

し、副町長からも聞いておりますから、ですから変更計画を１年おくれて出させていただいて、令和３年度に

は、令和２年度に出させていただいて、令和３年度から事業にかかっていけると、このように私は思ったんで

す。ですから、決してほかに変な意味で万代議員、名前を出させていただいたのは、それは受け止め方が万代議

員の受け止め方でおっしゃっておられるかわかりませんが、私は変な意味でお話ししたんじゃありませんで、委

員長という職責の中で前向きにご検討いただいたと、そのことに感謝をしながらお話を申し上げたことでござい

ますから、誤解のないようにしていただきたいと思います。 

 それと、それからこの事業そのものがさっきからも言っておりますように、本当に前向きにお考えをいただい

て、財政的にも９５．５％の経常経費比率というお話もあるんですが、これの一番大きな要因というのは、実は

和気町は他の市町村に比べて繰出金がもう多いんです。この繰出金が影響いたしておりまして、これが来年、再

来年になってきますと、どんどんこれ公共下水道です、この繰出金が減ってくる。そうすることによって、経常

経費比率も来年ぐらいは９０％少々ぐらいになるんじゃないかなというふうに思っておりますが、これもまた想

定で物を言えば、うそをつくなとか言われるような発言があるんですから、想定で余り物は言いたくありません

が、どんどんこれ落ちてくるとは思うんです。ですから、その分が今回のこの事業に財源充当ができる、そのこ

とが和気町の交流人口を増やすことによって２０４０年問題もクリアできるし、和気町の将来が展望できる。そ

れが私の役割だろうというふうな気持ちを持ちながらお話を申し上げておりますので、決して不真面目に言って

いるのではありませんので、ひとつぜひそのあたりを、しかも河床を今下げていただくのも、今じゃないともう

取り返しがつかんのです。何十年もあの金剛川の合流点から下流、もう皆さん十分ご承知だと思うんですが、い

ろうてねえんです。それを今下げているのです。それを下げているのが捨て場がないから仕方がない、西大寺の

方まで行く。西大寺の方まで行けば運賃に食われてしまって、浚渫土の量が減ってくるんです。浚渫できないの

です。ですから、それも一つ理解をしていただきたい。それを理解していただけば、笑い事じゃなしに理解をし

ていただければ、吉井川の右岸側、左岸側の堤防も守れますし、金剛川の堤防も守れます。この地域の水害の心

配もなくなるというふうに私は思って今話しておることでございますので、いろんな意味で防災公園事業をやら

せていただくことがドームの改修にもつながり、プールの改修にもつながり、これも事業費として組み入れてい

ただけるという確約をしておるわけでございますから、ひとつご理解をいただきたいというふうに思うわけでご

ざいます。どうぞぜひ、ひとつよろしくお願いいたします。 

               （８番 万代哲央君「よろしい」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） ちょっと順番は逆になりますけど、どうも防災都市公園のことなんですが、まずそちら

を聞きたいと思いますが、町長、基本計画の軽微な変更は認められるけど、大きな変更はできんというのを今ま

でに言うとられます。町長と２人で協議、お話をさせていただいたときに、実はドームの鉄骨はさびてしまよう

るし、温泉の水回りはもう大変な状況よと、今後、和気町の財政、そっちへの繰り出し、かなりのもんが要りま

すよと言ようったら、次からはドームもプールもこの事業へ入るんじゃと。それから、さっきも確約と言われた

ようなんじゃけど、実際に確約がもらえたんかどうか、そこらも問題じゃし、それから５，２００万円の問題、

これ２９年１２月ですか、地元の区長から請願が出たのを６対４で不採択にしてます。にもかかわらず、補助申

請をして、内示があったということでどんどん話が進んどんですが、後から補助申請したんだという報告はあり

ました。たしかあったと思います。しかし、議会の判断を無視して補助申請したものを正当化したように今言わ



- 24 - 

れておりますが、私はそれはちょっと議会軽視というか、議会無視というか、そこからのスタートだというふう

に思っております。ここらあたりの見解をちょっと聞きたいなと。一般質問でも関連して言おうと思うとります

が、同僚議員の質問の中でちょっと気になりましたんで、言わせてもらいました。 

 それから、順番にあといきます。５８ページ、一般管理費の人件費４，１２２万７，０００円ですか、５人が

増になっておりますが、何か大きな機構改革でもしたんですかね。そのあたり、ちょっと教えてください。 

 それから、６７ページ、観光費、藤まつり駐車場管理費の６９万２，０００円、３０年度の当初では、たしか

１７０万円、２００万円いってなかったと思いますが、今年は２４３万円、当初へ上げとったんですか、それが

６９万２，０００円、３１２万２，０００円になるんですか。これ、業者がかわって単価が上がったんか、余り

にも上昇が激しいなという状況です。これは、単価が上がったというような説明があったんですが、どのような

形態でどの程度出たのか教えてほしいんと、藤まつりは４月から５月にしたもんが１２月に出てくるというのも

どういうことかなというふうに感じております。 

 それからもう一点、７４ページの給与費明細、さっきの５名の話もあるんですが、特別職のその他の特別職１

０７名増になっておりますが、この内訳をお聞きしたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 請願のお話がございましたが、請願はそれはそれなりに私も提出をされて否決をされた

ということは知っておりますが、これは私のときじゃなしに、前の大森町長の時代でございまして、請願の扱い

っていうのは、それは十分私も認識はいたしております。それは、そんな軽く受け止めとるわけじゃございませ

んし、私も前の代ですからどうこうというのは言いたくありません。それはもう行政の継続性でございますか

ら、それは尊重しないといけませんけど、ただ請願は１００％尊重しながら前へ進めるということを、できるこ

ととできんこととありますので、そのあたりは議員の皆さんもご理解をいただいておく必要が私はあると思いま

す。この事業そのものが、さっきから私が何回も申し上げておりますように、町民の生命、財産を守るのは我々

行政の責務でございますから、防災は特に一丁目一番地でございます。そのあたりのこともありますので、今回

もうしつこいと言われながらも、私もそんなことを言われながらお願いはしたくないのですが、ただそうは言い

ながらもこれは仕事でございますし、和気町の将来を考えたら、やっぱり私の立場として、理解がどうしてして

もらえんのかなと。 

 どうしても私が理解ができないのは、大きく言いますと３つの理由で反対をしていただいておるわけでござい

まして、１つには、あそこは浸水地域だということと、それからその金は福祉に回すべきだと、社会資本整備事

業交付金で用地費については３分の１、事業費については２分の１の交付金をいただくわけでございますが、こ

れは目的のある交付金でございますから、福祉は福祉でそれなりに私はよその他の市町村に比較してそんな手当

ができてないっていうような状況じゃないというふうに私は思っておりますから、このあたりについても一つ理

解ができません。それからもう一つは、野球場は要らないということでございますから、今までの皆さん方の協

議の中で私は聞く耳を持ちながら、野球もできるし、陸上もできるし、サッカーもできるし、総合グラウンドを

整備したいと、有事の際にはこれは防災機能を持たすことによって、あそこへ例えば震度６弱がここで発生を仮

にするとしますが、そうしたら今、瓦の上がっておる建築状態でございますから、そういう場合、ハウスメーカ

ーの家はもっても、そういう家はなかなかもちにくいっていうようなことも私も聞いておりますから、その場

合、建築廃材等もそこへ備蓄ができると、そのときには山本議員は、あそこじゃそんな長いものはできんのじゃ

と、しかもあそこはそんな量はできはしないということでございましたが、そりゃ長いものは短くしながら、し

かも日にちは８時間で１０トンでございますが、２４時間あるわけでございますし、日にちは続いとんですか

ら、そのあたりのこともご理解をいただきたいと思っております。 
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 そういうことで、これが和気町の生命、身体、財産を守る一つの基本だという信念に基づいてお願いをしてお

るわけでございまして、決してもうそれ以外の何事でもございませんので、しかも６人の議員はぜひそれはやる

べきだとおっしゃっていただいとんです。あと６人の議員の方々が今、このことについてご理解がいただけてい

ない。しかも、浚渫なんかについてはもう取り返しがつかんことになる。その場合どうしたらいいんでしょうか

と、私は夜も眠れない状態の中で不安を持っておるわけでございますので、そのあたりのこともひとつご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） 先ほどの山本議員の変更契約を確約いただいとんのかというご質問でございま

す。 

 県の方には、事業計画の変更については、防災公園要件を満たせば事業途中でも可能ということをはっきり確

認をいたしております。ただ、あくまでドームの屋根、それから温水プールの屋根部分の改修については、それ

だけじゃだめだと、あくまで防災機能を持たすことが必要だということで、それの機能を持たすための業務の設

計を今回５０万円、委託料として組ませていただいております。ですから、これからその機能をどういったもの

を持たすか、貯水の温水プールであれば、プールの水を使って防災時に充てるといったことも考えられるかなと

考えております。今後、そういった内容については詰めていきたいと考えております。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、人件費の５８ページでございますが、一般管理費の給料におけます職員対象が５名増えておる原因

は何かというご質問でございますが、こちらにつきましては、機構改革といたしまして、まち経営課が財政課と

まち経営課に分業を４月１日からいたしました。その関係で財政課の職員３名分と、それから有償バスが地域交

通の有償バスの関係で総務管理費へ人件費を新たに１名増員しております。それと、佐伯庁舎でこちらの一般管

理費の科目の人員として１名増員しておりますので、トータル５名の増となってございます。 

 それと、給与費明細の件でございますが、給与費明細の中で、７４ページになりますが、比較の中で１０７人

の増となっておる、この内訳はというご質問でございますが、６１ページにありますこのたび統計の方で補正を

いたしております。こちらが人員が１０２名、それから６２ページにあります高齢者サービス調整チームの運営

委員、こちらが６名、それから７１ページにあります社会教育指導員報酬、こちらが１名の減になっております

ので、トータル１０７名の増となってございます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） ６７ページの藤まつりの駐車場の管理委託料６９万２，０００円の増額という

ことで、今回この１２月補正ということで、本来もっと見積もりが単価それから期間が増えるのであれば、当然

それまでに補正を上げるべきでした。その点はお断り申し上げます。 

 今回、４月２７日から５月１０日まで１４日間、藤まつり開催で、１４日間の警備をお願いいたしておりま

す。今年は１０連休を挟んでおりまして、当初見積もりより警備の単価が上がったということ、それとちょっと

まだはっきり今確認したいと思っておりますけども、１４日間当初で何日の警備委託を考えてたか、その期間が

延長になったということも聞いておりますので、合わせて６９万２，０００円といった増額になっております。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） ５名の増はわかりました。それから、１０７名の分、あんな大きな数字が動くときに

は、できれば参考資料なり説明なりしていただければなと思います。 

 それから、観光費、やっぱりどのくらいの計画じゃったんがこうなったというぐらいは、今補正で上げるとき

には説明してほしいなという気持ちです。 
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 それから、防災公園の問題なんですが、町長と何ぼやっても平行線のままでございます。その中で、社会資本

整備事業ですか、この福祉に回せというのはある同僚議員が言うたことで、この事業を回せというようなことを

思っている議員はほとんどいないと思います。言葉のあやで言ったんじゃないんかなと私は思っております。浸

水地域、それから野球場、利用人口が町民からはほとんどいないという問題、それから財政問題、ここらで私は

反対の意思を表明したというふうに理解しておりますので、私どもが福祉へ回せというような話をした覚えはあ

りませんので、それは解消していただきたい。 

 それから、請願が不採択だったのは前のというのは、これはもうやめてください。これを言われると、不採択

になったのは前の町長のときだというのはやめてください。継続して同じ事業をやりょうるわけですから、この

責任も事と次第によっては追及せざるを得ませんが、やめた人まで悪く言いたくは私もありませんので、そこら

あたりは理解してもらいたいと思います。 

 もう一点、また一般質問にかかわりがありますので、防災都市公園関係も出てくるかもわかりませんが、議会

との対応ということでお話しさせていただきたいと思います。 

 それから１点、ドローンの購入費ですが、これ６月議会の際にＦＤＤＩですか、ここに９６５万円だったと思

うんですが、委託料でスマート農法で肥料散布や農薬散布、これをやると、実証実験をやるということを確認し

て私は賛成の立場に立ちました。それが前回、委員会でも聞きたかったんですが、これは厚生産業の方だという

ことで聞けなかったんですが、今回また同じのが出てます。実際にはもう既に民間がやっている事業もありま

す。それを今さら１台でなかなかできる問題ではないと思いますし、そこらあたりどういう考えでまた出された

んかなというふうに思います。これ事実かどうか、聞くところによると、委員会の方で危険を伴うからＦＤＤＩ

はようしないんだと。町が機械を買って、保険を掛けて、ＦＤＤＩの職員にやらすんだというような説明があっ

たというふうにまた聞きしたんですが、これ間違いじゃったら聞いた話ですから、間違いじゃったらお断りなん

ですが、こういうやり方というのはちょっと不自然ですし、私は納得できません。このあたりを説明をお願いし

ます。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） それでは、実証実験のことについてまずご説明させていただきたいと思います。 

 実証実験につきましては、６月議会等でも説明させていただきまして、ご議決いただいておるところでござい

ますが、９６５万円の補正をいたしまして、こちらについては内閣府の地方創生交付金の補助金を受けて行うと

いうことでご議決いただいたわけですが、それとあわせましてこのたび総務省の協議会での委託を受けた事業、

こちらの方でも今の防災、それから今のスマート林業、スマート農業、そういったものを防災等をやっていくと

いうことでございます。それで、１０月６日から事業を実施いたしまして、今の内閣府の事業と総務省の事業を

月ごとに今の交付金で実施をいたしてございます。今現在、議員がおっしゃられている９６５万円につきまして

は、今の物流の方での対応事業となっておりますが、内閣府の事業の方で防災、そういった事業について農林、

スマート農業等の事業は実施していく予定にしておるところでございます。よろしくお願いいたします。 

               （９番 山本泰正君「やるんか、やらんのんか、趣旨がわからんのじゃけど」

の声あり） 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 今回、例の何ぼじゃったかな。 

               （「２７０万円」の声あり） 

 ２７０万円の件につきましては、これは実は私たちの説明が悪かったんかもわかりませんが、実はこれは農協

が岡山県農協に合併をすることになっておりまして、その合併をする前に和気町へ対して１００万円の補助をし

ていただくと。それで、１００万円の補助をしていただく目的といいますのは、ドローンの整備をさせてほしい
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と、ドローンを整備するために１００万円補助をいただく。それとあと１７０万円につきましては有利な財源

で、できれば辺地債とか過疎債とか、そういうような充当ができれば一番いいんですが、何とか財源的にはそう

いう考え方で２７０万円の大型ドローンを整備をさせていただく。そのパイロットにつきましては、ＦＤＤＩと

いうのを私が申し上げたのが間違いでございまして、和気町内のパイロットが賃金でそれを運行すると。それ

で、運行の内容については、農薬散布等につきましても農業委員会を窓口に農業委員に地域の皆さんの意向を聞

いていただいて、地域の要望を受けて、それぞれ例えば日笠なら日笠で１番地から１０番地まで、ここをほんな

ら何月何日にということになると、和気町が整備しましたドローンでそのパイロットを、資格を持ったパイロッ

トを賃金でお願いをして、実施をすることによってお手伝いができるんだと。それから、その農薬散布じゃな

い、農薬散布が必要でないときには、それは防災にも使えますし、それから写真撮影にも使えますし、いろんな

分野で行政が、もし災害が発生したときにはその災害地へ飛ばしていって状況把握もしたり、それから人がいな

くなったときには人捜しもできるしというんで、町へ１機、大型のドローンを整備させてほしいと、そういうお

願いをしたんで、今の内閣府の実証実験、これとはもう全く関係がありませんし、できれば私がＦＤＤＩにその

パイロット業務を受けてもらえば安全に運行ができて、業務の能率がよういけるんかなと思って言うたんです

が、ＦＤＤＩの場合はそれはちょっと申しわけないのですが、町内で養成ができたパイロットの方にお願いをし

てくださいよということでございますから、町内で養成ができたパイロットがおられるんですから、その人に賃

金でお願いをすることによって、農家の皆さんが高齢化して消毒をされとんのを見ると、やっぱり民間でやるよ

り実費でできるんですから、お手伝いができるなと。そうしたら、それは民業圧迫だというようなお話をいただ

いたんですが、町内にはそういうまだドローンで消毒業務等に携わっておられる方がおられんような状況があり

ますから、行政側が今それをやらせていただけばいいんじゃないかなというような思いの中からそのお願いをし

たんであって、農協も合併したらもう今度は補助ができませんから、合併する前に補助をしてあげましょうと、

和気町のために補助しますということですから、後は何らかの形であと１７０万円は財源を充当して整備をして

いこうと、それが町民サービスにつながるんだというふうに私は説明をしたんです。ですから、それは実証実験

とそれから今の和気町が２７０万円かけてドローンを整備するのとは、もう全く別の話でございますから、これ

はちょっと誤解のないようにしてほしいと思います。 

 それから、実証実験については、今物流を昨年から引き続いて内閣府で今年はやっております。それとあわせ

て農業、それから林業、これの実証実験に入っていくということで、今物流については３０キロですか、稲蒔

と、それから延原と、田土と、３カ所へ注文を受けた品物をお届けをしていこうというやり方を…… 

               （「稲蒔じゃない、津瀬」の声あり） 

 津瀬か。津瀬へその物流、それから農業については、これは農地の上を飛ばすことによって、ちょっとおくれ

ましたから、今回ちょっとうちの予算が可決されなかったということもあったりして、稲刈りが済んだ段階にな

ってしまいましたから、あの田んぼの上を飛ばすことによって施肥の状況とかそういうことを実証実験をしよう

と。それから、林業については大体山１反に３００本植林するんですが、４０年たったら大体１５０本ぐらいに

なってくる、その１５０本ぐらいになったものの目通りが４寸角の柱をとるんなら１５センチ、これならその１

５センチで石数を、上から飛ばすことによって本数と石数を即座に出していけるような、そういうソフトを実証

実験をやっていこうというのでやっているのです。それで、今内閣府はそういう形でやっております。 

 それから、総務省の分は、これはやることは同じことをやるんですが、これは顔認証をやりましょうというこ

とで、今お話し申し上げたプラス顔認証をやりましょうということで進めるんですが、これは野村総研というと

ころが事務局を持ってやるんで、和気町はちょっと一緒にはやるんですが、事務局は野村総研が事務局を持って

やるということでございますので、これはそういうふうにご理解をいただきたいと思います。 

 スマート農業をやりましょうというような話は、私はちょっと認識がないんです。それで、それが将来的にス
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マート農業につながれば一番いいことでございまして、いずれにせよ全国の先鞭を切りながらそういうことをや

ることで、和気町も将来必ず人手不足になってくる、人口減少はもう避けては通れない、そのときにどういう形

で行政がドローンを取り入れて、行政が地域に貢献ができるか、そのあたりの実証実験をやっているわけでござ

いますので、そういうふうにご理解をいただいておきたいと思っております。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） 最後になりますが、委員会だったか、特別委員会だったかのときに、私はあくまで農業

の担い手不足の関係もあってメリットもあるから、和気町にとってどんだけのメリットがあるんならということ

で、農薬散布も実証実験でやるということで９６５万円は賛成したという私は認識を持っております。これ、調

べてみてください。そういう記憶がありますんで、完璧にとは言いませんが、そういう流れの中でした。 

 それから、補助金、農協からの１００万円ですか、これドローンに限定したものではないという情報も得てお

ります。そのあたり、うまく言われるのはなんですが、私らのところに入っとる情報では、限定しとるもんでは

ないというふうに聞いておりますので、そこらあたりも委員会の方で十分同僚議員、聞いてみてください。あく

までドローンを町が今までにも１台かな、購入済みは何台かな。 

               （「１台」の声あり） 

 １台だけかな。それで不足するのであれば、また防災あたりには必要なものは、私は整備すべきだと思います

が、農薬散布に町が実施するというのは、あくまで問題があると。１台そこらじゃだめです。同じ時期に消毒

は、農薬散布はしなくちゃならない。恐らく１０台も２０台も買わなくてはいけないし、それから町内のＦＤＤ

Ｉの研修を受けた者は、農薬散布はできないというふうに聞いとんですが、それも事実かどうか。そこらあたり

も委員会の方で十分議論してください。何か話と違う部分が町長の説明の中に出てきますんで、本当に１００万

円も農業推進にということでという流れも聞いてます。正規の文書や何やじゃありませんので何とも言えません

が、そこらあたりも含めて委員会の方で十分検討をお願いしまして、もう私の方はいいです。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 私は決してでたらめなことを言うたり、うそをついたりするようなことを言っておりま

せんで、質問の仕方についても少々考えて物を言うていただかないと大変失礼な話でございまして、私は農協の

組合長とドローンを買うために１００万円補助しましょうというお話をしとんですから、何も私が作り事を言う

て、そんなここでお話しする必要もありはしませんし、どういう情報でどういうふうにおつかみになられて、こ

ういう公式の場でちょっと違うじゃねえかというようなご発言をなさるんか、理解に苦しみます。私は、組合長

が最高責任者だと思っておりますから、組合長と私との話し合いの中で決めとることであり、それから職員が農

薬散布はできないって、そういうことを言うた覚えは私はありません。職員はそりゃあパイロットの資格は取得

して今一生懸命、晩には５時をしもうてから毎週何曜日か、きのう、おとついも練習しとったというて言ようる

話ですが、訓練をコントローラーが微妙なもんがありますから、ドームで一生懸命訓練をしていただいて、すぐ

に取得をしたら飛ばせる、実用に使えるっていうもんじゃございませんから、そのあたり訓練を一生懸命してい

ただいておりまして、勤務時間の中で災害等のときにはどこへでも出ていかないといけませんし、どこででも使

わないといけません。そういうときに対応できるだけの訓練はいたしております。農薬の散布ができるできんと

いうような話は、私はそれは実はした覚えはありません。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） ほいじゃ、細かい問題、二、三点。 

 まず、補正予算の５６ページの藤公園の収入関係と、それから支出の今ありました６７ページ、この収入、歳

入歳出あわせてお聞きしたいと思います。数字はもうこのとおりでわかりますけども、支出状況の中で２０９万
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３，０００円、これは入場者が多かったということで、これは数字を見たらわかるんですけども、現実問題もう

４月段階から半年ほど経過しまして、これは特別会計じゃございませんので収支がはっきりわかりませんけど

も、多少丼になるかもわかりませんけども、今段階である程度その細かい数字はよろしい、概算で約１，６００

万円の収入の中で支出がいろいろ、役場の職員の皆さん方のオーバータイムとか人件費はちょっと除いても、概

略どのくらいの藤まつりは経済効果とは言いません、これは観光という要素もありますんで、それを含めて効果

があると思うんで、ただ数字だけで少しマイナスじゃからおかしいじゃねえかと、そういうやぼなことは言いま

せんけども、概略でよろしい、つまみでちょっとここは教えていただきたいと思います。 

 それから、今ありました、次は５７ページですけども、ＪＡの今のドローンのそういう話がありましたけど

も、これは一言簡単に聞けばいいです、これはひもつきなのか、それともひもつきじゃないのか。いわゆる事由

を、こういうことをやりたいからということの、例えばドローンなのか、これは例えばの話だけども、例えば和

気町は今、乗用の草刈り機が今２台、もう実質１台ぐらいで、ああいうのも例えばということで出せば、１００

万円なら１００万円、そういう出るのかどうか。今はそういう申請の前提は、ドローン前提で補助をもらうとい

うことをされとるというように私はそういう理解をしたんですけども、もしひもつきというのは、言い方はわか

ると思うんですけど、その辺はちょっとお聞きしたい。今段階では、町の方はドローンで１００万円いただこう

ということでお願いしとるというように思いましたんで、その辺の解釈がちょっと。私が言いたいのは、農業振

興という面ではもちろん町長言われるようにドローンのこれからの将来性とかというのもありますけども、当面

今その農業団体、それから今現在そういうことでやってるとこ、そういうところがどんどん私どもとしてはそれ

が本当に行政としてはそういうことを、農薬散布をやってほしいというよりも私の知る限りでは、いわゆる農機

具メーカーが、官がやりょうるのは、民でできることは民と、官がどうしてもやらにゃいけんことは官がやらに

ゃいけんけども、これについては流れとしてはもうこれだけ全国的にもドローンというのは普及しょうります。

そういう面で効率のいい民間の農機具会社とかそういうことも少し考えていったらどうかなということの検討の

ぐあいのことがもしありますれば、それをちょっとご披露いただきたいということでございます。 

 それから、５９ページ、地域交通の対策の経費、バスの運転手の７５６万２，０００円、これの中身はわかる

んですけども、ちょっとこれ詳細を私ども何人、今１４人採用して、プラスしても十四、五人だと思うとんです

けど、その辺の詳細をこれせっかくの機会ですので、この７５６万２，０００円の内訳というものをしていただ

ければと思います。 

 それから次に、７２ページ、プールのボイラーの故障、これはいつごろから故障になったのか。それとも１台

で、これは予備の、どっちが予備なのか一応２台あるから、片肺でできるということなのか、その辺の中身、あ

そこも大事な体育施設です。これはきちっと修繕してもらわにゃいけませんので、その辺の概略をせっかくの機

会ですのでぜひお教え願いたいということです。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） まず、一番最初の藤公園の収支のことのご質問でございます。 

 ざっくりした概算をということですけども、会期中に職員人件費を除いた収入と支出の資料をつくったものを

またお配りさせていただきます。 

 それと、ドローンの助成金のことでございますけども、あくまで確認しましたら、ドローンを購入するための

助成金ということで１００万円、決定いただいてるというのをお聞きしております。ここで岡山市を除いて、ほ

かの県内の農協が合併いたしますけども、その後について交付金の枠が不透明だということで、今の岡山東があ

るときにぜひ活用したいということで今までお答えをいたしております。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 
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 それでは、私の方からは５９ページの地域公共交通対策のバスの運転手の賃金について説明をさせていただき

ます。 

 バスの運転手の方は今、嘱託職員が１４名、それからパートタイムで非常勤職員が４名、あと再任用の職員が

２名、この人数で運転業務、それから運行管理業務に当たっております。このたびの補正の主なものは、まず運

転手の方の優秀なというか、運転手の方を確保するために割り増し賃金の支給を採用のときに決定をいたしまし

て、その分を追加で補正をさせていただくものでございます。 

 それから、運行開始初年度ということで、いろんなことが運行してたらあるわけなんですけど、例えば学校行

事なんかがございますと休日出勤ということになります。その手当がございましたり、それから職員は年次休暇

をそれぞれ持っておりますので、その代替え、そういったことで最終的には年度当たり、スクール部分と合わせ

て１，０００万円ほどプラスの予算に今回要求させていただいています。これは、距離案分にさせていただいて

おりまして、町営バス分で７５６万２，０００円、それからスクール分で２６１万５，０００円、これの予算要

求をさせていただいております。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 社会教育課長 則枝君。 

○社会教育課長（則枝日出樹君） 失礼いたします。 

 私の方から和気鵜飼谷体育施設温水プールの鋳鉄製の温水ヒーターの修繕の質問がありましたので、状況を説

明させていただきます。 

 このボイラーでございますが、施設ができましてから約２４年が経過いたしておりまして、このボイラーによ

りましてプール施設内の給湯、暖房、プールの昇温に役立てているというような状況でございますが、経年劣化

している関係がございまして、既存の熱効率といいますのが７９％まで落ちとります。２台で行っております

が、その１台の特に施設のコアとなります部分が、真空にするコアが経年劣化しとるような関係もありまして、

現在１台で稼働してる状況にもございます。そういったことで、安定した施設管理を行うために２台の１台も新

たに購入するもので、特に今回の買い替えによりまして、温水ヒーターの方の熱効率が９１％に上昇いたしま

す。それに伴いまして、燃料の消費量からＣＯ２の排出の抑制にもつながりまして、ランニングコストの縮減に

もつながりますし、地球温暖化にも対応ができるというような形になっておりますので、ぜひとも今回１台を修

繕させていただき、効率のよいプール運営に努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（安東哲矢君） ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） 藤公園の方の収支の関係はそういうことでよろしくお願いいたします。 

 次に、運転手の１４人とパートが４人と再任用が２名というけど、相当従事者がおるということで、細かい数

字で初めて知ったんですけども、何となくは知っとったけど、何となくわかってないということですけども、こ

れで今回は人数の関係じゃなしに、あくまでも割り増し賃金、休日対応、オーバータイム、そういうことでの経

費が結構大きな金額ですけども、七百数十万円ということでいいんですかね。それとも、例えば１人分プラス、

当初予算以降１人増えたんだと、例えば今言うパートとかの関係で、当初予算から人数が増えた、それも合わせ

てこの数字なのか、それとも割り増し賃金とかそういう類いだけでなのか、その辺の今後、これ賃金については

毎年抑制ということがききませんので、もう少しずつ上げるしかありませんので、そういうことを今後の問題は

別にしても、そういうことを含めて中身をもう少しかみ砕いた形での報告をお願いしたいと思います。 

 それから、プールの方ですけども、修繕と、これは今聞きますと古いボイラーの、いわゆる更新ということ

で、もう修繕というけども更新ということですな。それと、これは同時期ですから、もう一台分も当然また近々

にいうということになるということで理解してよろしいですね。その辺のちょっと確認ですね。これは２台でな

いと、なかなかあそこはもう稼働ができないということだと思いますんで、その辺のところをもう少し詳細をと
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いうことでお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 職員数ですが、予想していた以外で発生しましたのが、非常勤といいまして、時給の方なんです。時給の職員

というのが当初の計画にはなかったんですけど、やはり運行しておりますと、便と便との間がすごく時間がなく

て休憩がとれなかったり、それから急きょお休みされる職員の方がいらっしゃったりすることで、時間で来てい

ただく職員というのを雇用させていただきました。これは、当初の計画にはございませんで、そのあたりが増え

ておりますのと、それからやはり最初は来ていただいてすぐじゃあ路線に乗ってくださいというわけにいかない

のです。やはり運転している横で研修をしばらくしていただかないといけませんので、そういったことでその辺

の賃金が発生しているということになります。 

 あと、休日出勤とか超勤ですよね、その辺が当初の計画にはなかったんですが、運行してみてその辺の経費が

かかるということで、今回補正させていただくものでございます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 社会教育課長 則枝君。 

○社会教育課長（則枝日出樹君） 失礼いたします。 

 平成７年１１月１日の利用開始以来、この現在２台の温水ボイラーで運転をいたしておりまして、その１台が

ほぼもう経年劣化によります取り替え、新たに更新ということでございますので、１台は安定した供給を行えれ

ば利用可能ですが、有事のときのことも考えて２台で今やっておりますので、もう一台についても将来的には更

新の時期が近づくであろうと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 居樹君、よろしいですか。 

 ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） 今の説明で一通り理解をいたしました。 

 あと、ドローン絡みでは、先ほどと重複しますけども、やはり農業委員会とか区長方、区長の会、その辺の地

域要望というのが、私どもの把握では、まだまだ町がどちらかというと、いい意味で前のめりでやられとるとい

うことで、町が先頭に立ってやろうと、農業振興のためにということですけども、やはり要は各行政区から今回

のペーパーにもありますように、そういう要望が本当にそういうニーズが今本当に和気町の全５２区で農業振興

の地区で一部私どもは、日笠地区なんかはもう既に業者と何年来やってるということで、やっぱり私が民ででき

るものは民でということをなぜか言うと、一般的な話として民のがいわゆる効率、そういうのがいいということ

で、その方がよりベターじゃないかということで、官のやることも農業振興ということについての役所の役割は

大きいと思います。ただ、この件についてのどうしても町役場としてやらにゃいけんという理屈は、いろんな今

までの経過の中では資格の問題、それから資格だけじゃなしにその辺の議論の問題、安全性の問題、そこまでリ

スクをかぶって町が本当にやらなきゃいけんのかなというところ、最後そのことだけちょっとどうしても町がや

らにゃいけんという特段の理由をお聞きして、終わりにしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） 今議員おっしゃられたように、各団体からどれだけの要請があるのかというこ

とで、現実的じゃないんじゃないかと、民間の方で実際ドローンを民間のパイロットを使って散布されてるとい

うことも実際お聞きいたしております。今回ここの参考資料にも書いておりますとおり、今回農協のＪＡの助成

金をいただけるということで、スマート農業の第１段階として１機、ドローンを購入させていただいて、行政

区、団体等の要望を受けて実費の金額を低価格でぜひやってみたいということで、今後スマート農業はいろいろ

各自治体が取り組んでおります。第１弾としてドローン、それから今後はこの一番下に書いておりますようにリ

モコン式の自動草刈り機等の導入についても考えていきたいと考えております。１弾としての購入ということ
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で、ぜひご理解いただけたらと思います。 

○議長（安東哲矢君） ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） ドローンの趣旨はわかりました。 

 ここで１つ、蛇足ですけども、今いわゆる行政区、各地区で農業者の人が待望してるのは、これは初めて言う

んですけども、環境整備の草刈り機、乗用の草刈り機、どうしてもこれは余談ですけども、今後の検討としてぜ

ひもう一台追加の乗用の草刈り機、あれは重宝してますんで、これをぜひ、これは結構皆さん方で奪い合いとい

うたらおかしいけども、申し込みでなかなかこうあれしとんで、ぜひその辺も、それからこれドローンに絡めて

というたらおかしいですけども、これもこれから来年以降、ＪＡからそういうことでもらえるんであれば、そう

いうことも優先として考えていただければということで、質問を終わります。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 先ほどからドローンの２７０万円のことがいろいろ質疑をされてますけども、実は私は

農協の総代もしてまして、金光さんとも話す機会がございます。町長も言われましたし、今田部長も言われまし

たけども、１００万円のお金を和気町だけで出していいんですかという話ですよね。赤磐の方にいる人、備前の

方にいる人、そりゃあ総代は怒りますよね。そういうことで、私が言いたいのは、その１００万円のお金はいわ

ゆるＪＡ岡山東が統合されるから出すお金じゃないということなんですよ、言いたいのはね。ＪＡ地域貢献活動

支援助成金ということで１００万円出てますよね。これは、ＪＡ岡山東がやるんではなくて、いわゆる全国共済

農業協同組合の連合会がやるんです。そこに申請をするお金ですから、金光さんが特段出しましょうというお金

じゃないんですね。それは多分ご存じなんだと思います。そういうことでありますから、まだそれがドローンを

買うお金になるのかどうかということもはっきりしてないですよということなんですよね。そういうことを承知

の上で、それを単年度でその要望をお聞きをするということになってますから、聞くということにね、農協が。

だから、単年度で申請をして、その事業ができてお金がついたら、お金は１００万円おりますよと、そりゃとい

うことですけども、それはまだ決まったことじゃないというようなことを言われたということを、そういうこと

で別にドローンに限ることはないんだろうというふうに私は理解をしているところです。 

 そういう意味からすると、先ほどから言われた、居樹議員も言われましたけども、リモコン式のそういう草刈

り機だとかというのを買えば、安全にいろんな法面が刈れるんではないかなというようなことも思うんですけれ

ども、そういうことでそこらのところをもう一度、この１００万円の出どころとその経緯についてご説明をお願

いをしたいというふうに思います。それが１点でございます。 

 それから、ダブることがあってはいけませんので、なるべく省きますけれども、５９ページ、６９ページにあ

るバスの運転手の賃金なんですが、当初からいうと１，０００万円以上のお金が、１，０００万円ぐらいですか

ね、増えるということで、そのパートの労働者の方の立場といいますか、今言やあ今後会計年度の任用職員に多

分運転手もなるんですかね、そこらはわかりませんが、その方と、またそのパートで来られる人がどのような形

になるのかということ、この２点をお聞きをしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） ＪＡ地域貢献活動支援助成金１００万円の出どころということでご質問ですけ

ども、私もドローン購入費の申請書は確認をしております。多分それはさっき太田議員が言われたような全国組

織の農協の団体の方に申請をしてるんだろうと思っております。その確認を再度させていただこうと思います。 

 それから、１００万円の使用目的、使途についてそこまで限定されてないというふうな今お話を聞かせていた

だきましたので、それについても再度確認させていただきます。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 
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○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、先ほど太田議員がおっしゃられましたバスの運転手の身分と申しますか、取り扱いがどう変わって

いくのかということでございますが、こちらにつきましては町の運用といたしましては、パートタイム、会計年

度任用職員での運用を考えておるところでございます。短時間につきましても、例えば週１０時間でもパートタ

イムになりますし、３８時間４５分以下であればパートタイム職員ということで、取り扱いは同じことになって

まいります。ただ、期末手当の取り扱いで労働時間の多い方については、期末手当の対象が出てくるかと、この

ような待遇に変わってくるかと思っております。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 申請書は見られたということで部長の方で、一応ドローンで申請されてるんだと思いま

す。限定してないというのは、申請をするときに、このお金をこういうことに使いたいんですよということで申

請をするから、ある意味限定をしてるんですけれども、草刈り機を買うからということで申請をすれば、それで

それは大丈夫なんですけども、年に１回だというようなことを言われてました。それがそういうことです。した

がって、それからそのドローンの関係について言うと、町長は町内の業者はされてないって言われてますけど、

中国クボタだとか高原商会なんかも、高原商会のところは自分とこはやってないけども、あっせんをしてやらせ

てもらってますというようなことで、町内業者もされてるところはあります。それはもう事実です。それはそれ

でいいんですけれども、このドローンの関係はやっぱり２０１６年７月に空中散布が解禁されたんですよね、ド

ローンによる空中散布が。その後、非常に散布の可能な農薬がいろいろ増えて、いろんなのを使っているという

ことで、私たちが食べる主食である稲に、いわゆるネオニコチノイドという農薬が、これもかけてるんですけ

ど、これは国際ジャーナリストの堤未果さんといわれる方が本で書いているんですが、これ２０１３年６月に群

馬県の甘楽町でこのネオニコチノイドという薬によって非常に近所の子供たちが体調不良になって病院に運ばれ

てるという事実がございます。農林水産省も非常に調査をしたんですが、なかなかやめろということは言わない

んですね。やっぱり日本は最新技術は歓迎してそれには寛容なんだけども、ある意味そういう農薬を減らそうと

か、そういうことについては非常に関心を持たないというような実態で、そのようになっています。非常にです

から私はこの空中散布についても、松枯れなんかでも空中散布をいろんなとこでしていて、あれは高い位置でし

たけども、低い位置でも非常に心配をしています。そういうことを行政がやっていいのかどうかということも含

めて非常に心配してますので、そこについては再考を促したいというふうに思います。それが１点です。 

 それから、バスの運転手の関係については、一応会計年度任用職員ということでパートがおったり、その中に

よって、働く時間によって手当なんかも変わってくるということですね、わかりました。 

 今言った農薬のことだけちょっとお答えいただければと思います。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） 今の議員からのネオニコチノイドという農薬を散布して子供がそういった障害

というか、影響を受けたということを初めてお聞きしました、恥ずかしながら。農薬のことについて、再度調査

させていただこうと思います。確認を十分させていただいた上でドローンの実際の町が購入した散布について、

それもあわせて研究したいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ここで２時３０分まで暫時休憩といたします。 

               午後２時１０分 休憩 

               午後２時３０分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 
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○１０番（西中純一君） ４つか５つ、済いません、聞かせていただきます。 

 まず、全体を通じて先ほどの給与アップのことが出たんですが、給与引き上げ。実際にこれ見てみると、ほと

んど職員手当とか給料が、例えば６２ページの高齢者福祉費なんかはこれ、給料が１７８万５，０００円減、職

員手当１８３万３，０００円減とか、その下の児童福祉費でも給与が１４２万６，０００円減、職員手当５万

９，０００円減、共済費が２７万９，０００円減と、全部は言うとったら切りがないですが、若干増えとるとこ

もあるんですけど、減ってるところが非常に多いんですよね。これは、要するに今回の給与条例の分を織り込み

済みの報酬でしたかね。その辺ちょっと１つ質問でございます。 

 それから、５９ページの情報通信施設管理費で委託料、工事委託料が５００万円、支障移転工事か何かってい

うことですが、場所とか内容、その説明がなかったんで、説明をお願いしたい。 

 それから次に、６３ページ、社会福祉費の負担金補助及び交付金５８９万８，０００円、和気老人ホームの負

担金が５８９万８，０００円、ちょっと私も老人ホームの組合議会を若干傍聴したんですが、入居者のあれが定

員いっぱいいってないとか、そういうふうなことがあったというふうに言われて、そのことの結果で負担金が増

えてるというふうなことを言われたと思うんですけど、もう一遍その辺をわかりやすく実際はどういう状況なの

か、説明いただきたいというふうに思います。 

 それから、６５ページの農業用ドローン購入費２７０万円、これは皆さんいろいろるるおっしゃっておるんで

すが、私もどうして民間がやってることを町がやる必要があるのか。それから、市場調査も前回聞いたときにや

っていないというふうな中で、ちょっとある農業団体の方に聞いたら、私らは別にそんなことを要望しとるんじ

ゃないんだというふうに言われてるんですけれども、なぜこのようになされるのか。私はこの事業とは違います

が、当初和気ドームをああいうふうな形でリフォームして５５０万円、それで受け入れをすると。あれが３０年

でしたかね、８月３１日に何か専決処分をしてリフォームなんかをやられてるんですよね。それから、そのＦＤ

ＤＩという法人の登記をまだ物が来てないのに先にされていたんでしたかね。非常に不透明というか、地方自治

法違反じゃないかってその当時聞いたんですけれど、今はそういう実証実験を１，０００万円近くの分でやられ

て、更に農業の地域保全活動でしたかね、それの分の監視をドローンでできるかっていうことで、加三方地区で

やられようと、これはたしか県の１００万円ほどの予算でやられるというふうになってるんですけれども、どう

も最初のところがもう非常に私は不信感を持ってるというか、あれはもう法律違反じゃなかったかなと思うんで

す。後ほどＦＤＤＩの法人登記簿を見たら、代表取締役は草加好弘さんから違う方にかわってるんですよね。だ

から、やはり問題があったのかなというふうに私はそのときは思ったんですけれど、このまま突っ走ろうとされ

るのかどうなのか……。 

○議長（安東哲矢君） 西中議員、ちょっと議案だけの質疑にしてください。 

○１０番（西中純一君） ああ、そうですか、はい。わかりました。 

 それで、じゃあ次の質問です。ドローンは、だから今言った民業圧迫じゃないかっていうことと、要望がそん

なに出てないんじゃないかと。 

 それからもう一つは、先ほど同僚議員も言われましたけれど、一回一回のドローンに積める量ですね、それが

非常に限られてるっていうことで、５０分の１とか、通常の農薬の希釈率が物すごく濃いものをやられるという

ことで、非常に危険があるというふうに私は思います。だから、そういう点でも非常に問題があるんじゃないか

なと思ってるんで、その点も含めて答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、７１ページの社会教育費の人権啓発推進費ですか。これは賃金で、その中で人権啓発推進費の中の

１０８万円が出てると。これは１人、そういうまた臨時の職員をこの人権啓発について増やして、新たに事業を

展開されるのですか。その辺の説明がなかったので、何か追加というのは言われたと思うんで、その辺の趣旨を

教えてもらいたいと思います。 
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○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） それでは、西中議員の一般会計の予算におきます給料額の変動についてのお答えを

させていただきます。 

 参考資料といたしまして１５４ページ、１５５ページの方に補正の人件費の明細を添付いたしてございます。

これを見ていただければあれなんですけど、全会計では人員が１名減で、給料額が５０９万３，０００円の減額

となってございます。これは１名の当初予定しておりました人員が減になっておりますのと、それから給与改正

条例で申し上げましたが、今回の給与改正に伴います賞与額が１３０万円要しております。これら等も盛り込ん

でおります。それと、年度中途の職員の育休によります減給、それから当初予算時に昇格等を見込んでおりまし

て、そういったものの異差によります金額がこの５０９万３，０００円となっております。よろしくお願いしま

す。 

○議長（安東哲矢君） 財政課長 永宗君。 

○財政課長（永宗宣之君） 失礼いたします。 

 ５９ページ、情報通信施設管理費の５００万円の工事委託料の追加について、施工場所等はというお尋ねでご

ざいます。 

 従来、町の光ケーブル自設線を中電あるいはＮＴＴ柱に共架をして町内一円に走らせております。この電柱が

何らかの要因がありまして電柱移設等になりますと共架をいたしております自設線の移設経費については町の方

で負担をしなければならないといったようなことでございます。こういった経費で例年、年間で約２０件前後の

支障移転等の工事を行っておるところなんですが、通常１件当たりが１０万円から二十数万円程度というのが平

均的な事業費でございますが、今年度におきましては１カ所で１６０万円とか、それを超えるような事業案件が

２件ほどございました。そういったようなものに対応するものでございまして、今後の執行予定は予算額にいた

しまして５６０万円程度でございます。 

 恐れ入ります、その箇所別は今手元の方にはございませんが、大きなもので今後予定されておりますのは、藤

野地内の案件が１件、大きなものとして上がってございます。あと、和気地内での交通事故に伴います支障物件

というか補償物件、こういったようなものの対応、こういったようなものの経費でございます。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 失礼します。 

 それでは、お手元の資料６３ページ、和気町老人ホーム組合負担金についてご説明いたします。 

 老人ホーム組合負担金につきましては、中に２つございます。まず、１点目が施設の建設に係る起債の償還に

係る分担金、それから運営に必要な費用の分担金と２種類ございます。 

 まず、１点目の償還に係る分担金でございますが、それぞれ組合の構成市町の旧町単位である均等割部分と、

それから入所者割、構成市町村の入所者による按分と２つございます。均等割分については変更はございません

が、入所者割につきまして当初予算では４４人入所ということで計算をしておりましたが、確定しましたのが３

５人ということになりましたので、１人当たりの負担金が増えたということで、償還金部分につきましては２１

万１，４８２円増額となります。続きまして、運営に必要な経常費分担金でございますが、こちらにつきまして

は当初予算４４人で計算しておりましたが、９月１日現在で３７人ということになりましたので、こちらにつき

ましても増額ということで５６８万６，２１２円増額とするものです。合わせまして５８９万８，０００円の増

額となりました。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） ６５ページ下段の農業用ドローン購入費２７０万円のご質問でございます。 

 市場調査もせず、各農業団体からも要望がない状況の中で、なぜ購入するのかというご質問だったと思いま
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す。先ほども少し申しましたが、スマート農業導入のまずきっかけとしたいというのが１点ございます。本町の

ような小さな農地が多い中山間において、やっぱりドローンの農薬散布はこれから普及してくるものと思いま

す。実際、民業圧迫という今ご意見もございましたが、高齢者が多い中山間の山の上で実費負担で農薬散布がで

きるということになれば、かなり行政サービスとしては妥当かなと考えております。 

 先ほどの農薬の危険性というお話もありました。先ほど太田議員からも子供に被害があったというようなこと

もございます。農薬の使用については十分その辺は研究した上で、そういった事故があっても、当然安全が第一

番のことでございます。そのあたりは十分研究した上で、導入して実施したいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） 社会教育課長 則枝君。 

○社会教育課長（則枝日出樹君） 失礼いたします。 

 私から人権啓発推進費におけます臨時職員賃金の増額についてでありますが、この賃金の増額につきまして

は、当初予算におきまして社会教育指導員２名の体制において人権啓発推進を行う予定として予算を計上いたし

ておりましたが、４月１日から教育委員会社会教育課が啓発を担う事務局となりまして、１名の指導員のまま体

制を行っておる中で、地域啓発でありますとか推進の事務局を担う事務補助員を１名、年度途中で採用するため

にここで賃金を増額させていただき、２名分の社会教育指導員１名を減額させていただくための予算計上をさせ

ていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 給与の方は大体わかりました。 

 それから、負担金も大体わかったんですが、だからいわゆるそもそも老人ホーム、どうして入居者が満たない

のかという、それがちょっと気になるんですけれど、かなり施設が悪くなって、結構雨漏りもするとかというふ

うなことをちょっと小耳に挟んだこともあったりして、その辺はもう施設的には何も問題はないんですかね。 

 それから、いわゆる職員がほとんどパートになってるんじゃないかなという、その辺もあるんですけれど、そ

ういう状況はどういうふうなのか、もしあれば、それだけお願いしたい、その件についてはね。 

 それから、ドローンについては、だからこれも元根本というか、さっき言われた危険もあるし、それから農業

団体も普通のほかの会社がやってる場合も、日笠で私も散見しましたし、それから普通はラジコンヘリみたいな

のでやってるということで、別にわざとドローンにしてもらわなくても問題はないんだというふうにもおっしゃ

ったんで、だからこれは本当に何かドローンありきでやってるなという感じがして、私は納得できないんです。

コメントがあればお願いします。それだけお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 失礼します。 

 藤見苑につきましては、平成１２年１０月に建設いたしまして、それ以降２０年近い年数がたっておりまし

て、施設の方につきましても雨漏り等が発生している状況でございます。そちらにつきましては、対応できるも

のにつきましては随時対応しております。それから、大規模な修繕につきましては、これから将来にわたりまし

て計画的に修繕をしていくというふうに聞いております。 

 それから、職員につきましてですが、現在１９名、職員はそちらの方におります。そのうち５名が正職員で、

残り１４名が嘱託職員及び臨時職員ということで運営の方を行っております。 

               （「何でマイナスになってるのか」の声あり） 

 失礼します。定員５０人でございます。現在、構成市町以外の入居者も含めまして４４名、現在入居しており

ます。定員に満たしていないという状況でございますが、これは市町村によりまして在宅介護、いわゆる施設へ

すぐ入れるんじゃなくて、在宅の方でできるだけのことをやっていこうという考えの市町村が最近多くなってき
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ておりますし、厚生労働省の方でもそういった方策を進めております。そういった関係で、入居者の方が少なく

なっているというふうに考えられます。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） 先ほども申しましたが、スマート農業の１弾として、行政としてまずトップを

切って、助成交付金がつくということで、ぜひ実施したいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたしま

す。 

               （１０番 西中純一君「ちょっと最後だけ。ごめんなさい」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） うちの地域では、もっといい、高いお米をつくりたい、もう無農薬でいきたい、そう

いうふうなことを考えてやられてる方もおられます、佐伯の地域では。だから、世の中はそういう機械というふ

うなことがあるかもしれませんけど、無農薬だとか、もっといいお米をつくりたい、そういう考え方もあるの

で、その点はよく心得ていただければありがたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、議案第１０８号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１０８号を総務文教及び厚生産業の各常任委員会並びに防災都市公園整備事業特別委員会に付託したい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１０８号は、総務文教及び厚生産業の各常任委員会並びに防災都市公園整備事業特別委員会

に付託することに決定しました。 

 次に、議案第１０９号令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についての質疑はありませ

んか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に議案第１１０号令和元年度和気町国民健康保険診療所特別会計補

正予算（第３号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に議案第１１１号令和元年度和気町介護保険特別会計補正予算（第

３号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に議案第１１２号令和元年度和気町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に議案第１１３号令和元年度和気町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についての質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） ２つだけお願いします。 

 １つは、消費税の還付金というのが、これは毎年あったことかもしれませんけど、ほかでも出てきてるので、

そこだけで先に。この申告というか、消費税の納税をしてる分ですよね。それで、この分は多かったから還付が
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あったんじゃろうと思うんですけれど、これは半年ごとですかね、納付は。その点を含め、どういうふうになっ

てるのか、もう一度。後では逆に納付、歳出で出てくるところがあるんですけど、還付じゃない、消費税そのも

のですか。 

 それから、この１１３ページの今回の修繕というのか、これがちょっとよくわからなくて、脱水機の制御盤と

言われたんですか、原地区でしたかね、ちょっとどの辺の分なのか、和気浄化センターの分を言われたんですか

ね。これ、２つあるんですかね。終末処理施設の分が和気浄化センターですかね。もう一遍、詳しく教えていた

だければありがたいです。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 上下水道課長 山﨑君。 

○上下水道課長（山﨑信行君） 消費税についてお答えします。 

 消費税というのは、前年度に納めた消費税によりまして中間申告が１回、３回、１１回に分かれております。

前年度の消費税を納めたのが４８万円以下であれば、中間申告は不要となります。４８万円から４００万円の場

合は年１回、４００万円から４，８００万円が年３回、４，８００万円以上が年１１回となっておりまして、こ

の場合は年３回となりますので、中間申告で納めておりまして、９月の確定申告によって還付金が発生したとい

う状況でございますので、中間申告の方は年３回を金額によって適用しております。 

 それからもう一つ、修繕料でありますが、１１３ページの終末処理施設の修繕料が和気浄化センターの負荷量

の演算器の修繕と脱水機の制御盤の修繕でございまして、環境維持管理費の修繕が石生地域の原の中継ポンプ場

のポンプの修繕でございます。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） もう一回、ごめんなさい。修繕料の分は、浄化センターの何じゃ言うたんですかね、

もう一遍それだけお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 上下水道課長 山﨑君。 

○上下水道課長（山﨑信行君） 浄化センターの方は、和気浄化センターの負荷量の演算器、それから脱水機の

制御盤、この２つです。 

               （１０番 西中純一君「ごめんなさい」の声あり） 

 はい。 

               （１０番 西中純一君「負荷量の何とかって、もう一遍。何のこと、それ」の

声あり） 

 負荷量の演算器といいまして、どれだけ処理したかという量をはかる機械です。浄化センターでどれぐらいを

処理したかという測量の器械です。測定の器械です。 

               （１０番 西中純一君「また教えてください。まあいいですわ、はい」の声あ

り） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に、議案第１１４号令和元年度和気町特定環境保全公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、議案第１０９号から議案第１１４号までの６件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１０９号から議案第１１４号までの６件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 
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               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１０９号から議案第１１４号までの６件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しま

した。 

 次に、議案第１１５号令和元年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第２号）についての質疑はあ

りませんか。 

 ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） これ、あす、また特別委員会がありますんで、細かいことは聞きませんけども、いわゆ

る人件費の中で１０名から１１名ということで、私、今聞いたように思うんですけども、私、当初から１１名体

制ということでおったけども、その辺の経過と、それからこれ温泉の全体の経営の問題になりますけども、あれ

は定員というのは特にないと思うんだけども、１１名でないといけんとか、１０名でないといけんとかはないん

で、その辺の人件費コストが大きいんで、この辺はあすまた具体的に聞きますけども、その辺の考え方をちょっ

と準備しておいていただければと思います。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） 当初１０名で職員はやっていけるという予算をとっておったんですが、最終的

には１１名必要だということを聞いております。経緯については、委員会の方で説明をもう一回再度、細部説明

をさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） １２８ページの省エネ化事業委託料１１０万円。今、二酸化炭素を減らせと、環境が

今、毎年これだけ台風が起こるってことで、それのＣＯ２削減ということだろうと思うんですが、具体的にはあ

そこはガスで沸かしてましたかね。その辺、もうちょっと詳しく教えていただければありがたい。そういうガス

をもうちょっと減らすためにどうこうしたらと、そういう研究なんですか。そこら辺、説明をお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） 西中議員のご質問でございます。 

 ガスが全てかということで、ちょっとどのくらいの割合でガスと電気を使ってるのか、再度確認をそこはさせ

てください。 

 今回、診断内容としましては、ＣＯ２の排出量、それからエネルギー消費量削減のために有効と考えられる運

用改善や設備導入等の対策を提案していただけるといったものになっております。築２４年経過してる温泉にと

って、どんな診断結果となるか、今のところはわかりませんけども、効率のよい運営に向けての一助となるよう

情報をいただけると考えております。診断結果は十分今後の運営に生かしていきたいと考えております。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 要するに、ガスも使ってるけど、電気、何とかチラーですか、ああいう電気でこう沸

かす、両方あるんですかね。その辺をじゃあ専門のコンサルタントとかそういうのに委託するということです

か、研究を。 

○議長（安東哲矢君） 産業建設部長 今田君。 

○産業建設部長（今田好泰君） はい。省エネ化事業ということで、ＣＯ２の削減ポテンシャル診断推進事業の

交付決定を受けた業者、低炭素エネルギー技術事業組合が実施するというふうに聞いております。 

               （１０番 西中純一君「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 
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               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、議案第１１５号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１１５号を和気鵜飼谷温泉事業特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１１５号は、和気鵜飼谷温泉事業特別委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第１１６号令和元年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第３号）についての質疑はありませ

んか。 

 ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） 済いません、ちょっとお願いです。あの状態で、草ぼうぼうの状態、いつまでもほっと

くというのはどうかと思うんで、早急に頑張っていただきたいというお願いと、これ土地購入から設計から全て

の経費でどのくらいかかって、有効面積が何ぼとれて、坪当たり坪単価何ぼで売り出しができるというあたり、

今回答をくれとは言いませんので、次回までにそのあたりも中間報告で見通しをぜひ報告していただきたいと思

います。それと環境保全のためにも、あの状態を一日も早く解消できるように頑張っていただくようお願いでご

ざいます。 

○議長（安東哲矢君） 総務事業部長 野山君。 

○総務事業部長（野山晶義君） 今、山本議員が言われましたように、開発協議に向けて、今現在、県と調整し

て近々開発協議申請を出す予定になっております。９月の議会のときも言いましたように、３月中には開発の許

可がおりる予定です。それで、次の令和２年度で工事請負費等を上げていきますので、その後だんだんとその分

譲地の単価等についても、どういったやり方でやるかというのも今後内部でも協議して、その辺を議会の皆さん

にもお知らせしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に議案第１１７号令和元年度和気町上水道事業会計補正予算（第２

号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、次に議案第１１８号令和元年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第

２号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、議案第１１６号から議案第１１８号までの３件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１１６号から議案第１１８号までの３件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１１６号から議案第１１８号までの３件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しま

した。 

（日程第７） 

○議長（安東哲矢君） 日程第７、議案第１１９号和気町道路線の認定についてを議題とし、提出者の説明を求
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めます。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） それでは、議案第１１９号の和気町道路線の認定についてでありますが、道路法の規定

により、和気町道路線として路線の認定をいたしたく、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、ご説明を申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長に説明をいたさせますので、ご審議、ご議

決賜りますようによろしくお願いをいたします。 

○議長（安東哲矢君） 次に、議案第１１９号の細部説明を求めます。 

 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 議案第１１９号説明した。 

○議長（安東哲矢君） これから議案第１１９号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） これ、現場を見てみまして、実際はこの清麻呂公の前、南側の方は新規に四、五年前

ですかね、買われとる土地、これは舗装されてあるんですが、道が確かに途中までしか出てない、この終点とい

うのがそうですかね。そっから先はまだ田んぼなんですよね。だから、これを町道認定するという、何となくこ

れは腑に落ちないというか、ちょっと強引だなあと。要するに収用法を適用できないっていうふうなこと、つま

り今度土地を購入して、その方にお金をお支払いすると、そのときに譲渡所得税がかからんようにしてあげるに

は、先に町道認定しといて購入すると、そういう意味ですかね。その原因だけよろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 先ほど説明いたしましたように、税控除の対象になるには町道認定しないとい

けないと指摘を受けておりますので今回するものです。それと、田んぼの所有者の税控除もですが、ＪＲのあそ

こへ土地があります、踏切、警鐘台でしたか、あれの土地購入に当たってもＪＲは絶対その土地収用法の対象に

ならないと話に応じてもらえないので、それもあわせて町道認定するものでございます。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 大体理由はわかったんですが、私時々あの辺に行くんですが、要するにこれ一番の目

的としたら、道をつくる目的は観光っていうか、この碑の周りに来たい方がいらっしゃるという理屈だと思うん

ですけれど、私あの辺、歩いてくる、散歩されてる方は散見しますけど、あそこへ来て一生懸命そこの碑を見て

感銘されてるとか、そんなの私は見たことはない。たまたま午後に行く場合が多いからそうなのかもしれません

けど、どうも私的にはちょっと余り理解できない。その一番もとというのは観光ですよね、それだけお願いしま

す。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 西中議員のおっしゃるとおりで、観光目的、通常ですけど、藤公園に来たつい

でにあそこへ寄ってもらうとか、そういう面もありますので、今回整備させていただくものでございます。 

               （１０番 西中純一君「よくわかりませんけど、いいです」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 私も済いません、同じなんで、簡単で結構なんですが、なぜ土地収用法を適用するのか

ということをお聞きをしたかったんです。大体分かりました、土地収用するためにも、いわゆる町道の設定をし

なければならないということなんですが、あそこへ確かにＪＲが残土を捨ててるんです。残土なんです、何かバ

ラスなんですね、あれ。北側にあります。そこは、なぜそれはだめじゃって言よんですかね、それをちょっと教
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えてください。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） ＪＲの本社、岡山へ行ったときに、そこまで詳しく聞いてないんですけど、土

地収用法にならないともう話にも応じないと、土地購入できないという指摘を受けましたので、今回どうしても

町道認定させていただくものでございます。ＪＲの土地が買えないともうちょっといけませんので、今回議案で

上程させていただいております。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 今のままではもう売らないと、だから土地収用法にかかれば売りますよということで、

少しでも税金を逃れようとするような形になるんでしょうけども、そういうことですね。理解しました。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） これ、こういうスケジュールでいきまして、実際あそこを供用開始というたらおかしい

けども、皆さんに来ていただくというのは、今からいくと来年の藤まつりにはちょっと間に合いませんけども、

令和３年ぐらいからですか、いわゆる工事スケジュール、見通し。 

 それから、これ以前に聞いたと思うんですけども、あそこの筆数は何筆あって、地権者は何人かというのは以

前、何か聞いたような気もするんですけども、ちょっと手元にありませんので、それもあわせてご答弁願いたい

と思います。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） ちょっと筆数までは持ち合わせておりませんので、委員会等で正確な筆数を述

べさせていただきたいと思いますが、土地購入用地として予算のときに計上するに当たりまして、田んぼが２，

６７９平米、鉄道用地が１９５平米の予定で計上いたしております。詳しい筆数等は委員会の方で報告させてい

ただきます。 

               （７番 居樹 豊君「了解です」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、議案第１１９号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１１９号を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１１９号は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しました。 

（日程第８） 

○議長（安東哲矢君） 日程第８、請願第４号から請願第６号までの３件を一括議題とします。 

 まず、請願第４号国民健康保険の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入を求める国への意見書の

提出についての請願を議題とします。 

 これから請願第４号の紹介議員であります西中純一君から説明を求めます。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 国民健康保険の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入を求める国への意

見書の提出についての請願の紹介議員になっておりますので、趣旨を説明させていただきたいと思います。 

 ここに書いてあるとおりでございまして、国民健康保険、国保ですね、これは市町村を単位として被用者保険
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とともに、いわゆる雇われてない方、自営業だとか、奥さんとか、そういうふうな方を対象にして基本的には国

保は運営しているわけでございます。それで、その計算方法というのがいわゆる均等割保険料というのがありま

して、その人数によって国保の保険料は高くなるということがあるマイナス的な面があるわけです。 

 それで、今、全国的にはこの資料にもありますけど、国保が払えない方が出てきているということで、いろい

ろ問題になってる。今、最高額が、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、かなり今、国保は高くなってるん

ですよね。そういうことで、その保険料の収納ということも大変で、大きい市町村なんかによっては特に一般会

計からお金を援助して、足して、それで運営してるというようなところも結構あるわけなんです。ぜひ、とりわ

け子供に係る均等割、子育て世代を応援しようというか、そういう意味で社会保険と同じように子供の人数とか

そういうなんで保険料が高くならないように、もうちょっと低くなるようにしてほしいと、減免措置をそれで設

けてほしいということの意見書を国に上げてほしいということが趣旨でございます。今、消費税が１０％に上が

ったとか、そんな厳しい状況で本当に和気町でも払えない方もいらっしゃるというふうなことでございます。ぜ

ひよろしくお願いします。大体ちなみに和気町の場合は、１人当たり子供の均等割っていうのは３万円ぐらいに

なると思います。 

○議長（安東哲矢君） これから請願第４号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 西中君、ご苦労さまでした。 

 次に、請願第５号看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願についてを議題とします。 

 これから請願第５号の紹介議員であります西中純一君から説明を求めます。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願の紹介議員になっており

ますので、趣旨説明をさせていただきます。 

 ここに書いてあるとおりでございますが、いわゆる看護職員の労働条件は大変厳しいということで、やはりな

かなか慢性的な人員不足が続いているということで、流産をするとか、３人に１人が切迫流産とか、健康不安の

訴えが７割で、いろいろとその中で皆さん病院で看護師さんに見てもらってるということで、よい医療をするた

めには、やはりもう少しいい賃金にしてあげなければいけないと。もちろん医療費の基準というのは一つなんで

すけど、実際には看護師の賃金というのは、やはり都市によって開きがあるということで、初任給の月額が約９

万円にもなる地域間格差の実態があるということで、同じライセンスでもそれだけ給与に差が出ているというこ

とで、ぜひそういう地域間格差をなくして、そういう全国一本の適用地域にした特定最賃、そういうふうなもの

をつくってほしいというふうな請願でございます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） これから請願第５号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 西中君、ご苦労さまでした。 

 次に、請願第６号介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願についてを議題とします。 

 これから請願第６号の紹介議員であります西中純一君から説明を求めます。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願、これも同じ、先ほ
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どの分と団体は同じなんですが、介護施設で働く労働者のアンケートをとると、これは介護施設の労働者の賃金

は全労働者の賃金よりも約９万円も低くなっているということで、介護をやめたいということを考えたことがあ

る人は５７．３％ということで、やめたい理由が賃金が安い、仕事が忙し過ぎる、体力が続かないというふうに

なっているということで、十分なサービスができてないという回答が４割近くに上ると。やはりその理由とし

て、人員が少なく、業務が過密、これが約８割と群を抜いているというふうなことでございます。いわゆる定着

率が非常に悪いということで、絶えず人がやめていく、それを補充するのが大変だというふうな状況でございま

す。 

 実は、私の妻の方もそういう介護関係、おりますけど、やはりきちっと休みがとれないとか、非常にシフト制

で不安定な勤務体制というか、そういうふうなものが非常にあるということで、ぜひそういうものを改善するた

めにこういうふうな、やっぱりこれも地域によって格差があるということで全国一本のそういう賃金水準を図る

ために全国一本にした最低賃金、特定最賃を、介護従事者に特定最賃制度を新設することと、そういう意見書の

提出を上げてくれというのがこの趣旨でございます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） これから請願第６号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 西中君、ご苦労さまでした。 

 請願第４号から請願第６号までの３件を会議規則第９２条第１項の規定により、お手元に配付した請願文書表

のとおり厚生産業常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 

（日程第９） 

○議長（安東哲矢君） 日程第９、請願第７号及び請願第８号の２件を一括議題とします。 

 まず、請願第７号大規模災害時における災害廃棄物の仮置場として活用できる「防災都市公園」の早期整備に

関する請願書についてを議題とします。 

 これから請願第７号の紹介議員であります当瀬万享君から説明を求めます。 

 １１番 当瀬君。 

○１１番（当瀬万享君） それでは、私の方から請願の趣旨説明をいたしたいというふうに思います。 

 請願の内容は、和気町内において大規模災害時に発生が予想される災害廃棄物を迅速に処理するために必要な

仮置き場を整備するということでございます。 

 環境衛生指導員協議会から紹介があって、私も内容を理解したので、紹介議員にさせてもらうことになりまし

た。環境衛生指導員は、元年８月２日に和気町環境衛生指導員協議会は役員会での研修資料として、真備町を研

修をしてます。また、第６３回環境全国大会に参加してということで、熊本大地震の後、延堂さん、岩井さん、

それから周藤さんと３人が行って、災害ごみの視察に行ったというようなことでございます。 

 まず、感想を聞かせていただいたんですけど、災害が起きると近所周りの公園とか公民館、それから小学校の

グラウンドに我々は持ち出しますよね。その後、一時の仮置き場、広いところが必要になってくると。畳なんか

は水分を含んで、人間の手ではなかなか持ち運びができないと、ほかに電気製品とかいろんなものがあると。だ

から、広いとこで重機が動き回れるとこで、またそれを破砕するために第２次仮置き場に持っていくために大き

なダンプ――ダンプというんかトラックですね――が出入りできる場所が必要だということで、今年も台風１５

号、１９号、去年は西日本豪雨ですか、毎年のように大災害がありますので、よそごとではないということで、

ここで会長にこういう理由で請願をお願いしたいというような文書をいただいてますので、ちょっと読ませてい

ただきたいというふうに思います。 
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 災害に備えてと。近年は気候変動により台風１９号のように日本列島を覆う力の強い大型台風が多く発生する

ようになりました。私たちの住んでいる和気町も災害に対して必ずしも安全な場所とは言えません。昨年の西日

本豪雨、７月６日から７日は真備町だけではありません。私たちにとって忘れられない記憶です。あと２時間降

っていたら、和気町も洪水で大きな被害をこうむっています。塩田の一部が被災しているというようなことでご

ざいます。私たちもここで反省しなければならないことは、台風は今までとは違う、被災感覚を改め、豪雨は必

ず来るものと意識の転換を図る必要があります。また、和気町もそのための対応準備も当然ながら必要と考えま

す。一日も早く安全・安心につながる災害ごみ仮置き場の設置を請願いたします。ということで、私の方でこの

請願の方をお願いしたいと思います。 

 同僚議員に言われたんですけど、環境衛生の方が災害ごみは主でないというようなことで、資料をいろいろ集

めたんですが、災害対策本部はやはり環境衛生の人に最終的にはお願いしますし、第１次仮置き場に集めて、囲

いですね、飛ばないように囲いをしたり、いろんなことをするときに環境衛生、それから消防の人が見張りをし

ながら、とにかく災害ごみが来るとこには便乗ごみが多いらしいです。今がチャンスということで、家にある災

害に遭ってないごみをいっぱい持ってくるということが真備町でも、それから熊本でも多く見られたということ

なんで、ぜひそういった地域に密着した人たちにお願いをして、ぜひ請願を通していただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） これから請願第７号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 非常に経験がある議員さんがこのような出されたっていうのは、ちょっと私は驚いて

いるというか。これは、防災都市公園を整備することがあれなんですか、それとも災害廃棄物の置き場をするこ

とがあれなのか、ちょっとよくわからないとこもあるんですけれど、実際に真備町の現場を見てみても、あるい

はほかの東北地震にしてみても、もうそれは広いところがあれば、どこでも仮置き場に、それなりのお金の段取

りとか要るんだろうとは思うんですけど、やってると思うんです。あえてその防災都市公園のところに持ってい

く意味があるのか、あるいはそういうことができるのかどうなのか。例えば、佐伯の方で起こったら、佐伯は、

何ぼでも、田んぼでも何でもあるのに、なぜここに持ってくる必要があるのか、ちょっとその辺のミスマッチが

あるのではないかなと思うのが１つ。 

 それから、先日も某新聞に和気町の財政状況っていうか、いろいろな表が出たんですよね。そうすると、実質

の経常収支比率がやはり県下で２番目に悪いと。それから、将来負担比率というのは７７．８ですから、３番目

ぐらいですか、それも。だから、これからどんどん負担比率が増えてくるというふうなデータもあるわけなんで

すよね。その中で、いかにしてこういう大規模プロジェクトが本当に可能であるのかどうなのか、私は非常に疑

問符を持ってるもので、その辺は大丈夫なんですか。その２点だけ、お考えがありましたらお教えください。 

○議長（安東哲矢君） １１番 当瀬君。 

○１１番（当瀬万享君） 大丈夫かと言われて、私がそうですとも言えないし、そうじゃないとも言えません、

それは。災害に遭ったら、近くに田んぼがあるっていう、我々のとこにもある。ただ、本荘の駅前のあたりの人

は田んぼないよ。とりあえず言いましたように、災害に遭ったときは家の近辺にごみを出します。それを広いと

こへ１カ所に集めて、重機が動いて分別する。そのために環境衛生や消防の人に、早く言えば見張りを立てるよ

うにして、おかしげなごみを持ってこないようにしてもらうというようなことでございます。 

 経常比率は、また別のとこで執行部の人に質問してください。私が答えるべきことではないと思いますので。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番 太田君。 
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○２番（太田啓補君） １点だけ、よろしくお願いします。 

 既に当瀬議員の方にはお尋ねをした問題ではありますけれども、資料も当瀬議員の方からいただきました。災

害ごみ、先ほど言われるように、第１次の集積所をつくらにゃいかんですね、集積所。それから１次仮置き場、

２次仮置き場ということになると思うんですが、集積所は今さっき言われたように、あいてるところというよう

なことになるんでしょうけども。で、これをここの益原のとこに持っていったということで、私はこの文章で少

し疑問を感じたということで、下から３行目、焼却処理を行える和気町クリーンセンターの近傍であることから

も理想的な立地条件だということなんですが、果たしてその和気町のクリーンセンターがそれだけのごみを処理

できるだけのものがあるのかどうかということも含めて、不安に思っているということです。答弁は別にこの間

話をさせていただきましたんで結構ですけど、ほかの同僚議員にもいろいろ考えていただきたいという観点から

質問させていただきました。 

○議長（安東哲矢君） １１番 当瀬君。 

○１１番（当瀬万享君） 乾燥しながら、ぼちぼち焼く。で、必要ないとこは前からお世話になってる大栄開発

ですかね、あっちの方へ持っていったり、いろんなことを考えりゃいいと思いますけど、それを決めるのは町長

です。私がこうしますと言うて、そのとおりにならなんだら皆さんを裏切ったようになりますので、とにかくこ

ういった災害ごみはもうテレビでしょっちゅう見ますから、ぜひ我々和気町も整備しとく必要があるんじゃない

かなというふうに思いました。この前、環境衛生指導員協議会にも末席に座らせていただいて、みんなが激論を

闘わせてるとこを、役員会みたいなとこに出させていただきました。やっぱり熱意を持って、和気町のためを思

ってやってるというのが通じたので、ぜひ私が紹介議員になりますというふうに申し上げました。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 当瀬君、ご苦労さまでした。 

 次に、請願第８号和気町防災都市公園整備事業を早期に建設することを求める請願書についてを議題としま

す。 

 これから請願第８号の紹介議員であります山本 稔君から説明を求めます。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） それでは、和気町防災都市公園整備事業を早期に建設することを求める請願書というの

を紹介議員になっておりますので趣旨説明を行います。 

 ちょっと読ませてもらいますが、近い将来発生するとされている南海トラフ地震や集中豪雨等の従来の常識が

通用しない未曾有の大規模災害に備え、当事業は防災倉庫の整備、自衛隊等の復旧復興の前線基地、防災ヘリコ

プターの発着場所、更には災害時に大量発生する災害廃棄物の仮置き場や仮設住宅の建設用地等の拠点施設を整

備するものであり、また近隣する和気鵜飼谷温泉や益原の多目的公園と連携し、救援物資の集積、被災者への支

援を行うものであると伺っております。平常時には周辺施設との相乗効果による集客力の向上、交流人口の増

加、地域住民の触れ合いの場が創出される施設として期待できるものであります。 

 事業実施に当たり、現在国からの交付金の配分があると伺っており、交付金が配分されているにもかかわらず

執行できない現状は、今後の和気町の国土交通省関連事業に対して交付金の減額等、多大な影響を受けることを

危惧しており、当会員の事業経営に直結し、協会としても大きなダメージを受けることになります。 

 つきましては、平常時は町民のスポーツ振興、健康で長寿を目指すまちづくり、地域住民の触れ合いの場とし

て利用されるとともに、町内外を問わず広く利用される夢のある施設を建設していただき、私たちも災害時には

行政と共通認識を持ち、ともに行動することを相互に確認し、町民の生命、身体、財産を守るため、協会一丸と
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なり対応いたしますので、和気町の発展、将来を考えたときに当事業は必要な事業であるため、和気町防災都市

公園整備事業の早期建設を求め、請願いたします。という内容でございます。 

 私もこの内容に賛同いたしましたので、この請願の紹介議員となりました。特に、実際になるかどうかはわか

りませんが、国土交通省関連の整備事業をいったん断ったら、次ができないというような事業をいろんなところ

で見てきていると言われましたので、そこら辺の関係でそうかなあと思っております。 

○議長（安東哲矢君） これから請願第８号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 何かその補助金がカットされるとか、これをやめたことによる悪影響ですか、いろい

ろと言われたんですが、どっかその辺の備前市のことを言われてるんですか。それはひとつ例を教えていただき

たいのと、先ほどと同じような理屈でございます。今の経常収支比率が９５．５％ということで、県下で２番目

に悪いというふうなこと、あるいは議員もご存じのように、これから水道だとかいろいろなインフラ整備の維持

に必要なお金がどんどん必要になる。その中で本当にこれから和気町が住民の方に増税しなくてやっていけるか

どうなのか不安なわけで、きょうの町長の挨拶でも国保値上げというふうなことを計画されてるというふうなこ

とをちょっともう言われたわけです。だから、そういうこれから税金が高くなったり、福祉の仕事ができない町

が、そういうふうなことが難しくなってくるんじゃないか、それを私は危惧してるんですけれども、議員のお考

えを教えていただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 先ほども当瀬議員がおっしゃられましたように、経常収支比率とかは執行部の方で考え

ていただくことでございます。私がどうこう言って、私の考えは多少ありますが、それを言ってどうこうなる問

題ではないと思っておりますので、ちょっと差し控えたいと思います。 

 それから、事業実施の減額等があるというのは、私が伺ったのは、赤磐市赤坂の下水道ができなくなっている

ということをお聞きしております。それから、津山の方にも、私は場所は知りませんが、そういうのが何かある

と、持ってこられた人は言っておりましたんで、そうですかということでございます。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 赤磐市の場合は、住民の方が、赤坂か、いわゆる公共下水は非常にお金がかかると、

メンテナンスに物すごくかかる。だから、合併浄化槽でいって、もう安くいきたいと、そういうふうなことが根

底にあって、そういうふうにやろうとしてるんじゃないかなと思うんですけれど、何か事業をやめたとか、そう

いうなんが何かありましたか、赤磐市で。ちょっとその辺、私知らないんで、わかったら教えてもらいたいと思

います。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 私も詳しい内容は知りませんが、建設業の方が言われるには、その下水道をするときに

当たって、当時の町長が断られて、それが今やりたくてもそこはできないというようなことを言われておりまし

たんで、そういうことでございます。 

               （１０番 西中純一君「ちょっと意見が平行線なんで、もうやめときます。わ

かりました、お考えは」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 済いません。これは、防災公園特別委員会に係るということなんで、その中でいわゆる

もう議員の中で検討すればいいと思うんです。そのときで答弁は結構です。 
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 私、これも山本議員にもお伝えしたように、災害廃棄物の仮置き場と、それから仮設住宅を併用して使うとい

うようなことは、それはもうあり得ないんではないかというふうに思ってます。だから、この文章からいくと、

拠点の施設を整備するもんだというふうになってるけど、これはちょっとこういう文章であると、少し理解がい

かないなというふうに思ってます。またそれは特別委員会の中で、また議論させていただけたらと思います。よ

ろしくお願いします。答弁は結構です。 

               （６番 山本 稔君「１つだけ」の声あり） 

 はい。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） この分、多分町の方から出ているパース図ですね、あそこら辺の関係で球場がメーン

で、へりに補助グラウンドというような格好になっていたので、グラウンドの中に仮設を建てるというようなこ

とで伺ってるんじゃないかと私はちょっと思ったんですが、そういうことで、また委員会の方でしっかりと議論

したいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 山本君、ご苦労さまでした。 

 お諮りします。 

 請願第７号及び請願第８号の２件を会議規則第９２条第１項の規定により、防災都市公園整備事業特別委員会

に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって請願第７号及び請願第８号の２件は、防災都市公園整備事業特別委員会に付託することに決定しま

した。 

（日程第１０） 

○議長（安東哲矢君） 日程第１０、今回陳情１件が提出され、これを受理しております。 

 陳情第２号を会議規則第９２条第１項の規定によって、お手元に配付した陳情文書表のとおり総務文教常任委

員会に付託しますので、審議をお願いします。 

 なお、その他１件の陳情を受理しております。議員控室のファイルに整理をいたしておりますので、ご高覧く

ださい。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 あすは、午前９時から和気鵜飼谷温泉事業特別委員会及び防災都市公園整備事業特別委員会が予定されており

ますので、ご出席方よろしくお願いいたします。 

 本日は、これで散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

               午後３時４７分 散会 
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               午前９時００分 開議 

（開議の宣告） 

○議長（安東哲矢君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、１１名です。遅参申し出１名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

（議事日程の報告） 

○議長（安東哲矢君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承を願います。 

（日程第１） 

○議長（安東哲矢君） 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問は、会議規則第５５条及び第５６条の規定に基づき、１人４０分以内、同一項目につき質問回数４回

以内を原則とし、一問一答方式で行います。なお、時間４０分は、質問、答弁を合わせてですので、答弁者は特

に簡明、的確なる答弁をお願いします。 

 それでは、通告順位に従いまして７番 居樹 豊君に質問を許可します。 

 ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） 皆さん、おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、ただいまから一般質問をさせていただきます。 

 今回は、これまで質問してまいりました和気町まち・ひと・しごと総合戦略の優先施策についての一般質問を

いたしたいと思います。 

 まず最初に、和気駅周辺の活性化を図るという、この優先施策の中核であります和気駅の利便性向上について

であります。質問要旨にありますように、駅前駐車場の拡張、すなわちＪＲ用地の取得の関係、和気駅利用促進

協議会の設立、その他でございます。時間の関係もありますので、まずはそれぞれにつきましての答弁をいただ

きまして、再質問でただしていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 失礼いたします。 

 それでは、居樹議員の和気駅の利便性向上について、ご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の駅前駐車場の拡張、ＪＲ用地の取得はいつまで延ばすかについてでございますが、平成２９年１

月にＪＲ西日本に対しまして山陽本線和気駅駅前駐車場拡張整備に伴う計画協議書を提出し、平成２９年３月に

ＪＲから承諾書をいただいております。現在平面駐車場で計画いたしましたら、実施設計費、用地購入費、移転

物件補償費、造成工事費等で概算事業費１億円、また２階建ての機械式駐車場で整備した場合、１カ所当たり３

５０万円から４００万円別途必要となることから、財源、工法等の比較検討を進めてまいりたいと思います。 

 また、駅前駐車場の拡張は、満車問題の解決、和気駅の利用促進にもつながることから進めていきたいと考え

ておりますが、現在保留中である定住人口が見込めるマンション構想と一体として計画するため、用地取得の移

行時期を申し上げることはできませんので、ご理解をお願いいたします。 

 続きまして、２点目の和気駅利用促進協議会の設立はどうなっているのかでございますが、自家用車の普及は

人々の行動範囲を広め、目的地まで自由に行き来できるようになった反面、公共交通利用者の低減や公共交通衰

退の要因となり、公共交通機関の減便や廃止につながっております。公共交通の利便性が下がることには、来町

者や移住希望者の減少要因となったり、若者の町外への流出にもつながり、町全体のイメージ低下となるものと

考えております。特に車を運転することができない、いわゆる交通弱者にとっては、公共交通は生活の中で不可

欠であり、その必要と重要性は十分認識しております。現在岡山市を中心とする８市５町で組織し取り組んでお

ります岡山連携中枢都市圏ビジョンの取り組みの中で、利用促進協議会の設立が必要であれば検討したいと考え
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ております。 

 続きまして、３点目の駅周辺の活性化策の進捗状況はどうなっているかについてでございますが、人口減少社

会において既存の施設や公共施設等の有効利用を図りながら、本町の持続的発展を図るため、地域の拠点である

和気駅周辺の活性化、にぎわいの創出は重要なことであると認識しております。そうした中で平成２０年度から

平成２４年度にかけて行った和気駅駅前周辺整備事業や和気駅周辺利用者のより一層の利便性の向上に資するた

め、平成２７年度から平成３０年度にかけて駅前トイレ及び駅前、駅南の駐輪場整備工事を行ってまいりまし

た。現在駅周辺の利便性の向上のため、駅南トイレの整備を進めております。 

 また、昨年度和気駅前の送迎等で混雑を緩和するため、ＪＲから取得いたしました和気駅前交番跡地を町営バ

スの待機場所としての利用を考慮しながら整備を計画しているところでございます。今後も和気駅周辺の整備を

進め、駅利用者の利便性の向上に努めるとともに、ＥＮＴＥＲ ＷＡＫＥ（エンターワケ）や駅周辺の公共施設

等の活用策と連携しながら、和気駅周辺の活性化、にぎわいの創出に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、居樹議員の答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） 今、担当課長の方から答弁がございましたけども、今の答えというのは、以前に私、こ

れ先ほど言いましたように、数回この件については質問しております。ただ、答えはほとんど前と変わっており

ません。 

 それで、今課長からありましたように、ＪＲ西日本の大阪本社の方から承諾をもらったのは、いつ言われまし

た。２９年のあれでしょう。あれから２年、今の答えは、２階建てをするとかという話も、これも前回そういう

話をされました。いつまでそれを検討するんかと。私ここに書いとる短い言葉じゃけども、ＪＲ用地の取得はい

つまで延ばすんかということ、要は余りにもスピード感がなさ過ぎるし、今この和気町のまちづくりで必要なの

は駅前の駅周辺の活性化、その中核の駅と。これをもっともっとスピード感を持ってもらわないと、もう２年も

経過しとる、いつまで検討すんかということですわ。これもう担当部課長に責めてもいけんかもわかりませんけ

ども、最後町長に、これも町長、決断すべきじゃと私は思っております。２階建てもよろしいけども、２階建て

を本気で考えとんか、そこまで私は追求しませんけども、２階建てというのは一般的には岡山の駅前とか土地の

狭いとこ、公道利用というのはわかりますけれども、和気の場合に２階建てという発想そのものも、言ってみり

ゃあ本当に本気で考えとんならちょっと考え方を変えてもらわんといけんと思います。 

 それから、今の駅前マンションのこととか絡めて、要は今すぐなかなかこういうことはしませんということ

を、そのできん理由をいろいろやりましたけども、そこはほんならマンション構想、これ仮にあったところで１

年や２年の話じゃございません。要は当面ＪＲ用地は必要ないと、必要ないなら必要のない理由をきちっと、今

すぐでも喫緊の課題と私は思っております。そのすぐ必要ないという理由があれば、それはきちっと答えてもら

いたい。 

 それから、和気駅の利用促進協議会、これも２年ほど前に、当時の危機管理室の室長と私と担当者３人で上郡

駅に、上郡駅はこれも今まで言いましたけども、１０年ぐらい前から山陽本線の岡山姫路路線の活用ということ

で、あそこも必死になって上郡駅の利用のことを考えております。それで、もう私も手元にきょうここにも持っ

ておりますけども、全部利用促進協議会のひな形もここにあります。やる気があればすぐできる。これはそんな

にようけはお金もかかりません。町長をトップにした各種団体の責任者で和気の中心の駅を本当によくしようと

思うなら、もうちょっと、失礼な言い方やけども本気でやってもらいたい。そういうのが今の回答では見られま

せん、正直言って。そこら辺をそれぞれ利用促進協議会でも必要ならやりますと、今８つの例の岡山市の中核、

これも前回言われました。同じことをもう少し突っ込んだ形で、どこまで検討したんか、細かく詰めませんけ

ど、また検討状況を言うたとこで、他力本願的なことを言よったんではこの町はようならんと思います。それ
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で、いま一度その辺の考え方をお答え願いたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 駅前駐車場の整備について、いつまで延ばすのかというご質問でございますが、担当課

長の方がお話を申し上げましたとおりでございまして、ただ私が今考えておりますのは、あそこの用地、実はか

なり単価的にもなかなか私も理解ができないというような状況がありますし、もう一つは設備が、あそこは電気

設備が入っておるそうでございますが、それが移設について３，０００万円というような価格の提示をしていた

だいておりまして、そうしますと工事費も入れるとかなりな額になってくると。このあたりどう考えたらいいん

かなということで悩んでおるところでございまして、それともう一つは投資的な効果があるのかなと、橋上駐車

場にするっていうことの方が、かえって経費的には安くいくんじゃないかなと、そんな気持ちも実はあるのが事

実でございまして、内部でもその協議はいたしておるところでございますが。ご承知だろうと思いますが、記憶

にあると思いますが、下馬の踏切を改良するときに、実はＪＲが３億円という価格の提示をしていただいたんで

すが、結果的にいろいろお願いをしまして、最終的には１億円台で整備が、踏切の改良ができたんです。これは

もうご存じだろうと思うんですが。こういう経緯もありますから、もっともっとＪＲと詰めた話をさせていただ

きたいなと思いながらおるところでございまして、この定例会も済みましたら、一回ＪＲの方へ出向かせていた

だこうというふうにも思っております。 

 それから、駅前マンションの問題なんですが、９階で３２戸、１３億円の事業費でやろうという計画で今まで

来ておりました。これもディベロッパーが２社ほどついたんですが、なかなか最後の最後になって、和気町は怖

いと、和気では怖いというような話の中から撤退をせられるというような状況がありまして、できればどこかデ

ィベロッパーが和気へ進出していただけないかなというので、まだ諦めておるわけじゃございませんで、広島の

方の業者にも実はここのところ話し合いをしておる途中でございます。まだ、これも最終的な結論は出ていない

というのが現実でございます。 

 瀬戸までについては、それなりにディベロッパーがつくようなふうなんですが、和気はさっきもおっしゃって

おられますように、在来線が瀬戸どまりというようなこともありますし、こういうものの解消もしないといけま

せんし、何とか和気駅の乗降客の確保をしたいということで努力をしておるんですが、今現在実は２，６００人

台になってしまいまして、２，８００が２，６００になっとんです。これを３，０００人に持っていくために、

マンション等の計画も進めたいということの中でおるわけですが、駐車場につきましても、それとあわせて考え

させてほしいと。投資額が億の額になりますから、今、日通の跡の引き込み線があったところ、あそこを整備す

るとすれば、概算で言いますと億近い金になってきます。そのあたりのこともありますので、もう少し検討をさ

せてほしいというふうに思っております。 

 それから、利用促進協議会でございますが、上郡、それから備前市等も含めて利用促進協議会を立ち上げられ

て検討されておるということは十分承知をいたしておりますが、和気駅の利用促進協議会等についても、これは

それぞれのお立場からご検討いただけば結構なんですが、何にいたしましても公共交通機関、今定時定路線バス

を走らせておりますが、これ１３路線全てほとんどが和気駅へ集中させております。これも和気駅の乗降客を何

とか確保していきたいということが一つにはあるわけでございまして、それと駅前まちづくりの協議会の皆さん

方にもお世話になりまして、いろんな形の中で和気駅の前を活性化に向けて、駅前商店街等も含めて、今回も１

２月から１月にかけてイルミネーションの点灯式もこの前も実施をいたしまして、かなりの皆さんがそこへお集

まりをいただいておると。これなんかも活性化の一つの事業として位置づけておるわけでございまして、このこ

とについても、町も今後まちづくりに対してできるだけの支援もしていきたいし、協働でやらせていただきたい

と思っておるところでございます。 

 いずれにいたしましても和気駅は和気町の玄関口でございますから、環境整備ができたので、これを何とかも
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う少し活性化に結びつくような、そういうことにしていくために、さっきから申し上げておりますようなマンシ

ョンのこともあります。駅前の駐車場の拡張のこともありますが、事業費との整合性も考えながら進めさせてい

ただきたいというふうに考えております。もう少し時間をいただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 済いません、先ほど町長が下馬の踏切と申しましたが、馬喰町の踏切ですの

で、訂正の方をよろしくお願いします。済いません。 

○議長（安東哲矢君） ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） 今、町長の方から、どっちかというと答弁というよりも、今すぐ買えないんだという、

できない理由を言われたように私はとってしまったんですけども、いや、マンション構想、これは以前にも私一

般質問をしまして、これは町長と私もぴったり合うとんです、これできりゃあと。ただ、マンションというて言

葉はいいけど、これやろうと思えば、これは四、五年かかるような話、今から仮にあったとしても。だから、そ

れまで、それじゃあ今の駅前の狭い駐車場で我慢せえというのかということを、今度は逆に。それから、今の駐

車場も狭くなりましたからね、駅前の整備事業の関係で。そこで、一般駐車なんかも、午前中なんか時々見ても

らえばわかる、私もしょっちゅう毎日見るんで、もう満車も多い。じゃから、細かいことでは当面駐車場を確保

するまでは定期駐車の枠を一般駐車というそういう運用は、私も言っておりますけども、それは担当部局でやっ

ていただいております。 

 ただ、もう少し全体的な、本当に和気駅の利用を２，６００、２，８００にするためには、そりゃあマンショ

ンを言よったんじゃ、もうそりゃあ５年も６年もの話になります。それまであそこをというのは、町長、あそこ

は仮に和気町が買わんでも、そんなに値段が高いと言いながら安うなることはないと思います。だから、そこは

喫緊の課題という認識をちょっと、やっぱりある程度共通認識に立ってもらわないと、これはいつまでたっても

あそこは買わないというようなことをはっきり言われんけども、そこは再度都市建設課のそういう担当ともう少

し議論していただいて、それから今言われた２階建ての、あるいは自分でやったら、またこれは別途、この場で

はよろしいけども、１億円とこの２階建てをしたときのその概算をまた、これは別途でよろしい、教えてくださ

い。 

 ということで、やっぱりきちっと詰めた形で、何となくこの議会でその場でこういうだけではなしに、やっぱ

りもう早く、これはもう実現せにゃいけんというふうに町として、町のまちづくりの中核と思っております。そ

れは誰もそうでしょうけども、それからあそこをやることによっていろんなことが実現できる、それから促進協

議会も、ただこれは手段であって、目的は町長も先ほど言われました瀬戸駅までの止まり、和気まで延伸できん

かということもあります。当然エレベーターのこともあります。そういう問題がある。そうすれば、交通環境が

いいという和気になれば人も増える、流動人口で移住・定住もやっぱり一つの魅力、和気町の魅力化ですわな。

そういうことをトータルとしてもう少し本気でこれ考えていただきたいというように、失礼な言い方だけども、

やっぱり本気で考えれば何かいい知恵が出てくるかわからない。そういうことで、ただ今町長が言われたのは、

今度ＪＲへ、とりあえず一回はやろうということで、それはぜひやっていただいて、結果はともかく、そのアク

ションを起こしていただきたいということで、この項目は終わりたいと思います。時間の関係もありますので、

次に進めたいと思います。 

 ただ、今私が今回の２つの項目は、全て町民の皆様はご存じでしょうけども、こういう冊子がございます。和

気町まち・ひと・しごと創生総合戦略、和気町は今行政はこれに基づいていろんな仕事をやってるということを

ご理解いただきたいと思います。 

 それじゃあ次に、妊娠・出産・子育て支援についてであります。 

 先般、私ども厚生産業常任委員会の方で子育てしやすいまちづくりの推進ということを行政の最重要課題とし
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て取り組んでおります大阪府の熊取町というところに行ってまいりました。これは子育て環境がすばらしいとい

うことで、あえて先進地に行ってまいりました。その中でいろんなことを勉強させていただきました。ただ、冒

頭あそこに行く中で、先方も和気町のことをある程度熟慮をしといて、和気町も外交辞令じゃなしに、和気町は

先進地から見ていい環境でされてますなという高い評価は冒頭にありました。しかし、現状を見まして、それじ

ゃあ全てそれがそうかということで、私から見ればきょう質問する中身でありますように、改善点も見受けられ

ます。そういう意味で、ここに書いとる、何点かございますけども、これにつきましての具体的な回答をして、

できれば私は思い出すところ、和気町は教育の町、人権の町とかいろいろあります。ただ、私はこれに加えて、

子育て環境のよい町ということで、ぜひこういうことを加えていただきたいというのが本心でございます。 

 それじゃあ中身に入りまして、まず簡単に質問要旨ですけども、いわゆる１０月から幼・保の保育料無料とい

うことですけども、これに絡めて和気町独自の施策として、ゼロから２歳児の保育料の無償化ということです。 

 それから、出産祝い金は、今現在ご承知のように長寿祝い金といいまして、８８歳で１万円、９９歳で３万

円、１００歳で５万円という制度がございます。これに対応するいわゆる子育てのお母さん方、そういう世帯に

対してわずかながらでもそういう祝い金制度を設立していただきたいというのが趣旨でございます。 

 それから、産後ママあんしん、これは今現在もありますけども、これは中身の修正ということで、担当部課長

の方から返答があると思いますけども、これの見直しです。 

 それから、今回も研修に行きまして、やっぱりあの町は子育ての支援環境を組織の一本化と、今でしたら教育

委員会があり、健康福祉があり、住民課があるということで、あれはあれ、あれはここ、これはここ、要するに

組織の一本化というのを、これ大きな組織、内部組織ですから難しい問題ですけども、これも最後に、この組織

割は担当部課長言いませんけども、副町長には最後そういうことで総括的に答えていただきますけども、そうい

うことで具体的な答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 教育次長 万代君。 

○教育次長（万代 明君） 失礼します。 

 それでは、ゼロから２歳児の保育料の無償化についての考えはどうかについての質問に回答させていただきま

す。 

 現在ゼロから２歳児は、１３２人がにこにこ園に通園しており、保育料は所得に応じて年間約８００万円のご

負担をいただいております。この保育料の中には給食費も含んでおり、仮に今年１０月からの３歳から５歳児の

幼児教育無償化と同様の所得区分により給食費をいただくと考え試算しますと、保護者からいただく給食費相当

額は年間約５５０万円となり、おおむね２５０万円の町費が必要となります。また、町の独自施策として、１歳

から２歳児において６，２００円を上限に保育料の減額を実施しております。これには年間約７００万円の町費

が必要となっております。ゼロから２歳児は、１０月１日現在町全体で２３６人おりますが、にこにこ園利用者

は１３２人、就園率は５６％であり、多くの方が家庭において保育をされている状況です。 

 そのような中、無償化をすることはにこにこ園保育と家庭保育の選択によって不公平が生じることになるので

はと考えております。更に現在も保育士確保が厳しい状況である中、無償化をすることにより、新たな利用希望

や長時間保育が増えることが予想され、待機児童が増えることも考えられます。こうしたことにより、現在和気

町ではゼロから２歳児の保育料の無償化について予定していないというものでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 失礼します。 

 それではまず、出産祝い金制度の創設についてでございますが、居樹議員におかれましては、以前から出産祝

い金の制度化についてご提案いただいているのは存じ上げております。岡山県内の自治体でも幾つかの市町村で



- 55 - 

出産祝い金制度を策定はしております。ご指摘のとおり、直接出産に係る費用４２万円は出産育児一時金で手当

てされるものの、産前産後に係る費用は子育て世代にとって大きな負担となっていることは承知しております。

しかしながら、子育て支援という意味では、経済支援もさることながら、子育て環境の整備が第一と考えており

ます。乳幼児ら子供たちの触れ合い、保護者同士の育児相談や交流のできる機会の確保や、子供が自由に遊べる

広場の整備、妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や支援をする相談窓口の設置など、妊娠、子育て期を初

め、乳幼児期から学童期まで切れ目ない支援を充実させることによって、子育てしやすい環境の町として、子育

て世代の定住と出生数の増加が期待できるのではないかと考えております。 

 ２点目、産後ママあんしんケア事業の一部負担の見直しですが、現在は出産後４カ月以内の母親と乳児を対象

に、出産後の不安の解消に向けた相談窓口として、訪問型、宿泊型、通所型の３つの体制があり、訪問型では１

回２，０００円、宿泊型は１泊１万円、通所型は１日７，５００円の自己負担が必要となります。また、これと

は別に産婦健診というものがございます。産後２週間及び産後１カ月を目安に、問診や血圧測定といった体調

面、産後鬱に対する質問の実施といったメンタル面の健診を無料で実施しております。ここで問題があった場合

は、ハイリスク産婦として病院と町とで情報共有を行い、町の保健師による自宅訪問を実施しております。 

 産後ママあんしんケア事業は、出産後１カ月以降の母親と乳児の利用が主となっております。利用者は平成３

０年度実績でいいますと、訪問型のみの利用で延べ１３回、実利用者は５人となっております。宿泊型、通所型

の利用がない理由については、サービスの提供を必要としている人がいないのか、利用できる病院が限られてい

るからか、あるいは自己負担額が問題になっているかについて聞き取りを行い、自己負担額が問題となっている

ようであれば、自己負担額に対する何らかの支援を今後検討したいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、居樹議員の子育て支援の縦割りを一本化し、組織の見直しをどう考えているかというご質問でござ

いますが、現在の和気町の子育て支援につきましては、おおむね３課で行っている状況でございます。住民課医

療保険係におきましては乳幼児医療業務、健康福祉課におきましては児童に対する手当て、母子手帳の発行、妊

婦からの相談、各年齢別の乳幼児健診、保護者からの育児相談等の業務でございます。教育委員会におきまして

は、教育総務課で子育て支援センターの運営、にこにこ園に係ります手続の業務を行っております。 

 ご存じのように、和気町では平成３０年度で６４人の出生がございました。母子手帳の発行時、出生時の面談

を行いまして、赤ちゃん訪問事業といたしまして全ての自宅を訪問し、相談事業を行っているところでございま

す。また、必要な情報につきましては、横断的に関係部署、各担当におきまして情報共有をしながら、子育て支

援を行っているところでございます。 

 大阪の熊取町で行っております厚生労働省の推進する妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施す

る目的で、子育て世代包括支援センターというものが厚生労働省の方で推進をされておりますが、現在和気町で

は母子保健分野と子育て支援分野が複数の施設、場所であっても、それぞれの機能で役割分担をしつつ、一体的

にサービスを提供するための相談窓口として役割を現在３課で補っているところでございます。これを一本化し

た総合的な相談窓口設置となりますと専門職員の配置等が必要となることから、マンパワーの体制等につきまし

て、関連各課でこのことについて検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） 今の担当課長から答弁がございました。 

 私は比較してほしいと言っておりません。確かに一時金よりも子育て期間中の支援充実が優先と考える、これ
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平成２９年３月の答えです。そのままコピーでありました。しかし、私はどちらがいいかでなしに、今ここであ

えて子育てを言うとるのはトータルケアということで、これはこっちの方が高いからこっちだけでいいんだとい

うんじゃなしに、あれもこれもやっぱりトータルとしてのケアということで、しかし子供の今の現状を聞きます

と、先ほどの出産祝い金は、今、国保新聞がここにありますけども、国保新聞には出産に伴って約５１万円が平

均です。国保では４２万円、約１０万円ということで、私はこの出産に伴うもの、それだけじゃ済みませんけ

ど、とりあえず直接的に赤ちゃんが生まれて産婦人科で払う、それのせめて差額ぐらいを補填していったらどう

かということで、あくまでも私が言うように経済的支援ということで、この一環で私は言っております。ただ、

それよりもということで、支援の充実、これもお金がかかる話です。いずれにしても経済的支援の中身です。そ

ういうことで、その辺の切り口がちょっとね、もう２年前とも同じ、物事が進んでないということで、少子化も

今この数年はもう７０人切っとる状況でございます。そういう中で本当に、これも言うても失礼な言い方だけど

も、本気でもうちょっと子供をということで、それは全てでありません。私が言っとることが全てそれですぐさ

ま子供が生まれるというようにはないけども、いわゆる和気町という一つの町の売り出しとして、県下一の和気

町は、岡山県一の子育てに優しい町なんだと、そういうことをひとつキャッチフレーズじゃないけども、そうい

うことの方向に向けてそれぞれの施策を展開するというなかで、私は全てはわかりませんけども、出産祝い金な

んかも長寿祝い金のいわゆる対応した形、お年寄りも大事、これからの世代も大事、そういう視点から言ってお

りますので、原資のことも含めて考えていただきたいというのが趣旨でございます。 

 それから、この後、あんしんケアの方は、これ今課長からありました４カ月未満ということですけど、これは

私一部見直しというのは、中身はせめて期間は１年ぐらい長くしてほしいと。いわゆる母子の健康という意味で

は、約１年未満というか、今４カ月で、もう５カ月になったらだめなんですわな。そういうことを含めて、それ

から今２分の１の補填ということになっておりますけども、これも数が、今聞きましたら人数的にはわずかです

わね。原資はそんなに要りません。ですから、制度の完備ということでは、本気で検討してもらったらいいと思

います。そういうことで、子育て環境、やはり私は今全体的に見て、和気町は子育て環境は比較的すぐれとると

いうのは認識しております。 

 余談ですけども、先般移住者の懇談会で意見交換会へ行きましても、和気町は子育て環境がいいから和気町に

移住・定住したんだという方が、ああ、なるほどということでございました。ですから、それらをやっぱり若い

お母さん方にとっては一番大事なことでございます。その辺をもうちょっと親身に考えていただけたらなという

のが、それぞれ担当部局で一生懸命やられとるのは十分承知しております。やっぱりプラスをもっと伸ばすとい

うことで、和気町は子育て環境がいいんだと、それをもっともっと後押しして、私は決して日本一とか言いませ

ん。せめて岡山県一ぐらいの環境にするんだというようなことの発想を持ってやってもらわないと、現状で満足

じゃなしに、やっぱり私は少しでもよくするということで、そういう立場で物事を考えて、それぞれ日々やられ

とるのはわかりながらも、私はこれでよい、現状に満足すると物事は前進しませんので、ぜひその辺もそういう

観点から引き続きやっていただきたいというのがございます。 

 それから、組織関係は、これは今回はこの問題に絡めての窓口の一本化ということで言いましたけども、これ

は前回９月の議会では言いました。和気町の役場の組織体制、今仕事の分担が、私も恥ずかしながら、これはど

こというのがちょっとわかりにくい。危機管理、総務、まち経営、いろいろあって、財政課もできました。その

辺の組織体制、ちょっとこれとは違いますけども、そういう組織のもう少し見直しをして、また別途機会がござ

いますけども、やはり２００人体制のこの組織の機動化というんか、そういうのを、これは大きな、一人の力は

知れてます。組織力をもっともっと生かした形、そのためには組織の見直し、改正が必要だと思っております。

そういう立場で考えていただくというのが、今の対する答えでございます。時間もありませんので、じゃあこれ

で終わりたいと思います。意見が何かありましたら。 
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 今回は問題が多岐にわたりまして、なかなか一つ一つが難しい問題でもあります。そういう意味で時間の制約

がありますけども、最後に全体的に言いますと、私はこれからの和気町のまちづくりについては、やはり環境整

備というのはいわゆる交通環境、和気町はご存じのように１番目は交通環境の充実ということで言うたつもりで

ございます。２点目は、子育て環境、これらはいずれにしても和気町の一つの長所を生かすという立場で言った

つもりです。あれもこれもじゃなしに、この辺をもう少し力点を入れて、めり張りをつけた形で、総花的に物事

をやったっていいことにならんと思います。町外から見た皆さん方は、やっぱり市町村で比較する。和気町はい

いなというように思わせるような施策をもっともっとこれからやっていかないと、移住・定住と言葉で言いなが

ら、具体的な数値は出てこないと思います。そういう意味で執行部の皆さん方、本当に一生懸命やられとるのは

知っとりますけども、それでいいんだということでは物事は前へ進みません。ぜひともそういうことでいろいろ

検討していただいて、ますますこの和気町がいいようになりますように、お願いをしながら一般質問といたしま

す。 

○議長（安東哲矢君） これで居樹 豊君の一般質問を終わります。 

 次に、５番 神﨑良一君に質問を許可します。 

 ５番 神﨑君。 

○５番（神﨑良一君） ただいま議長から許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 私の１年半に及ぶ議員生活、一般質問は全て私のテーマは和気町の活性化、この一点に絞ってやってきており

ます。今回もそのテーマに従って大きく２点、防災対策についてと、重複はするんですが、先ほどの居樹議員の

一般質問と同じ子育て支援ということで、２点に絞ってさせていただきます。 

 最初に、和気町を活性化するためにどれだけ移住者、それから観光客、その他もろもろの方が和気町に来てく

ださるか、または来てくださるためにはどんなことを議員としてやっていけばいいのか、そういう観点から質問

させていただきます。 

 １番、防災対策について。 

 今、和気町にはこういった、ファイルは関係ないんですが、中に和気町地域防災計画といったものが約三百数

十ページにわたって細かく規定されております。ちょっと一遍目を通したぐらいではなかなか理解しづらいんで

すが、ただいま９月に行われる避難訓練とか、そういうことで消防団を中心に和気町はされてますが、和気町の

防災対策は和気町民に周知徹底できているのだろうか、どうだろうかと。なかなか和気町は地震だとか、昨年度

はありましたけども、大きな水害が起きたときに、町民はまず何をしたらいいのか、避難する、避難経路はどこ

にするというようなことが、きちっと町民が理解、それから周知できておるのだろうかと、こういうことから質

問させていただきます。 

 ２番目、昨年は関東を中心に台風１５号、１９号、もろもろの台風がやってきて、ただ単なる水害のみなら

ず、電柱が倒れた関係で電気が届かないというようなことで二次災害的、考えようによっては人災的な災害が大

きく発生しました。この他者の災害状況は、和気町にも当然考え得る、災害の件数は少ないけれども、いったん

起こるとああいう二次災害的なことがあり得ると私は考えますので、そういった災害の教訓を和気町はどのよう

に反映しておられるのか、そのあたりをお聞きしたい、これが２点目でございます。 

 それから、３点目はちょっと細かい話にはなるんですが、さっき申し上げた和気町地域防災計画、これの特に

復旧復興のあたり、このあたりに若干目を通させていただきまして、避難をして人命を守るのは当然第一です。

２番目は、その避難した人たちがより早く、より迅速にもとの生活に戻れる、ここまでやって防災対策だと当然

考えます。当たり前の話だと私は思います。申請手続がうまくいかないから認可が出ないとか、お金がおりない

とかというような不細工な話が他市町ではあるようですが、そんなことは和気町であっては困ります。というこ

とで、例えばということで一例ですが、和気町地域防災計画の第７編第５章災害復旧事業に必要な融資等の第１
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で個人被災者への融資等の項目があります。ただ、融資金額だとか、申請手続がどうとか、借り入れ実行日はと

か、具体的な事項はこれとは別に子細が決まっておるのかどうか、これ一例ですよ、例えばそういうことは決ま

っておるのかというのを３番目として質問させていただきます。 

 それから４番目、最後ですが、和気町は当然のことながら、防災関係で今回も予算案の中に入れてますが、防

災都市公園事業というのがありますが、そのことは当然防災計画にも関係はすることだと思います。ただ、議会

でそれが通ってないので、記載等々は難しいこともありましょうけども、その考え方だけですね、防災都市公園

が当然町が考えている中に入っておれば、この和気町地域防災計画も変更のところがあったり、変更したり、変

更する予定だったり、そういうようなことがあると思いますので、そのあたりの防災計画の改訂とかあれば、そ

れに当たって特記するような事項はないのだろうかと、以上４点を質問させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 神﨑議員の防災対策についてというご質問にお答えをいたします。 

 ４点ございまして、まず和気町の防災対策は町民に周知できているのかとのご質問についてでございますが、

和気町の防災対策の基本となります地域防災計画につきましては、当然、公表させていただいておりまして、町

民の皆様に見ていただくことができるようになっております。 

 また、防災の取り組み等につきましては、広報紙、それから新聞、テレビなどのメディアなどを通じて積極的

に発信するとともに、地域住民の代表でございます区長が集まる区長会議においてもお知らせするよう努めてお

ります。このような取り組みにより、町内５２区の区の中の５１の区において自主防災会が組織されておりまし

て、それぞれの行政区で様々な訓練や啓発活動が展開されており、今月１５日にも田ヶ原区において高齢者、障

害者の方々を対象とした避難支援個別計画を用いた避難訓練が開催される予定となってございます。今後も引き

続き町民の皆様に、防災対策や取り組みについて広報紙や告知端末で随時お知らせすることで防災意識の高揚に

つなげていくことができればと考えております。 

 次に、今年の台風１９号を初めとする災害の教訓を和気町にどのように反映していくかというご質問でござい

ますが、今年の災害では大規模停電に対する対応や高齢者など、災害時要配慮者の逃げおくれ、避難所の受け入

れ態勢など、多くの課題が上げられています。本町といたしましても、これらの課題に対応するための対策を講

じていく必要があると考えておりまして、このたび指定避難所の運営マニュアルを策定したところであります。

今後も町の防災の根幹となる地域防災計画や職員初動マニュアル等についても、より具体的で実効性のあるもの

に随時修正していくこととしております。 

 停電時の対策といたしましては、来年度の予算編成が迫る中、災害対応の拠点となる施設の非常用電源につい

て、最も有利な財源で７２時間カバーできるよう整備をしていきたいというふうに考えております。指定避難所

への発電設備の整備につきましては、投光器とあわせまして今年度既に配備を完了しております。高齢者等災害

時要配慮者対策といたしまして、田ヶ原区が岡山県のモデル事業として避難行動要支援者個別支援計画の策定に

取り組んでおりますので、この取り組みを町内全域に広げたいというふうに考えております。 

 また、避難所の受け入れ態勢については、避難所運営マニュアルによりまして、地域での避難所運営体制の確

立を進めるとともに、高齢者や障害者など要配慮者の避難受け入れ先を確保するために、町内の福祉事業所と協

定を締結をさせていただいて、福祉避難所の充実を進めてまいります。 

 それから、３点目の和気町地域防災計画第７編第５章災害復旧事業に必要な融資等の第１項で個人被災者への

融資等の項目があるが、融資金額、手続、借り入れ実行日等、具体的な事項が決まっているのかとのご質問につ

いてでございますが、町が実施する貸し付けといたしまして災害援護資金がございます。災害援護資金につきま
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しては、県内で災害救助法が適用された市町村がある災害で被害を受けられた方に対しまして、所得制限がござ

いますが、生活立て直しのための資金をお貸しするものでございます。和気町災害弔慰金の支給に関する条例と

いうのがございます。貸付限度額は、被害の種類や程度によって異なりまして、１５０万円から３５０万円の間

で定められております。申請手続など具体的な事項は、災害弔慰金の支給に関する条例及び施行規則に定めてお

ります。 

 なお、昨年度の７月豪雨においては、和気町でも１件貸し付けの実績がございます。 

 最後、４点目の地域防災計画改訂に当たって特記する事項はないかという点でございますが、今年度岡山県が

防災計画の修正や平成３０年７月豪雨災害の検証結果等を踏まえて地域防災計画の修正を行っておりまして、町

民の命を守ることは行政最大の使命でありますので、今年度中にも和気町においても最も起こり得る災害を想定

し、骨格を定め、来年度から改訂に着手してまいりたいというふうに考えております。 

 改訂に当たりましては、国や県の防災計画の修正内容や近年の災害の特徴と対応、また改めるべき点などを踏

まえた上で内容を検討するとともに、地域防災力向上のために現在取り組みを進めております避難行動要支援者

対策、それから避難所運営など、共助である自主防災組織の取り組み促進なども盛り込んでいきたいというふう

に考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ５番 神﨑君。 

○５番（神﨑良一君） ありがとうございました。 

 まず、周知の方はそういう公表、告知端末等々でということ、それからメディアを使ったところ、それから区

長会で、今５２区のうちの５１区までが自主防災ということで、あと一区だけですので、それは進めていただく

として、いつもある話ですが、一方的に周知と私も聞いたからそういうお答えになったんかもしれないんです

が、周知イコール相手がわかってるかという、これが一番大事なん。何でもそうです。どんなとこでも、電話を

しました、ファクスしました、電話をしました、言いました、子供の使いです。相手がどれだけ理解し、どれだ

けわかっているか、和気町が大事なことをいっぱい発信してますが、そのことをしっかり町民が受け取っていた

だいてるかっていうここの確証をしっかりやっていただきたい。そのあたりはまた町の方にお任せします。 

 それから２番目、停電、これは発電機等々、ほんで効率がいいとかというお金を使うお話ですが、今や太陽光

だとか、それからいろんなバイオエネルギーだとか、いろんなお話が和気町にも来てると思います。普通に考え

て、昔というか、二、三年前に北海道でありましたブラックアウトという、要するに送電が止まってしまう、１

カ所がやったら全体がとまっちゃうというか、送電できないというふうな中で、私も一太陽エネルギーという

か、太陽光発電の業者に聞きましたら、基本的には災害時はそこで使っていただくのが原則だと、このように聞

いております。当然和気町として、機器を備えて発電をするとか、それも並行的にやればいいのでしょうけど

も、和気町にも特にゴルフ場を跡地とした太陽光の開発が進んでおります。そのあたりに各地区とご相談をされ

て、災害時の発電、昼間の太陽光の電気が何らか町の方で災害時に使えないのかどうか、そのあたりの検討もし

ていただいたらなと思います。 

 それから３点目、去年の復興時でいいんですけども、固有名詞は当然個人情報でできませんが、１件ご融資の

実績があるといった場合に、どの災害で何日に申請され、貸し出しはいつ行われたかの時系列を、もし今お答え

いただけるならお答えいただき、もしできない場合は後でよろしいから、議員皆さんにご連絡いただきたい、こ

れが第３点目。 

 それから最後、４点目、当然国や県の防災対策に基づいてされるんは当然です。ただ、その受け売りをそのま

ま紙に写すとか、それを和気町に適用するというのではなくて、それを踏まえた上で、当然和気町独自の、特に

和気町は吉井川、金剛川、初瀬川が合流する地点があります。ここがゆたえると浸水ということがよく過去に起
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こっていき、上にある日笠川だったり、上流がつかるということなので、和気町独自のマニュアルといいます

か、ところにもう少し目を配り、しっかりとやっていただきたい。 

 特に今室長おっしゃられた避難場所、避難地区、これがあって初めて大きな中継基地だとか、援助基地が生き

てくるので、各地区での避難場所、避難経路、それから私が一番よく心配するのは、日中は働きに行かれて、い

わゆる力が要るとか、配慮される方が多いところのお手伝いができる方が少ない。このように日中の人口移動を

考えたところの災害が発生する時点での人口構成がどうなってて、どこに配慮者がおられるのか、その配慮者の

避難経路、ここまできちっと色塗りをするぐらいの避難地区での細やかな防災対策がなければ、それこそ絵に描

いた餅になるので、そこらあたりから足場を固めた上での防災対策をお願いしたい。これは毎年しないと、亡く

なられたり、生まれてこられたり、それから移住されたりで、毎年人口、それから住まわれる方が変わってきま

すので、そのあたりも５年前にしたからいいんだとかというような話じゃおかしいので、ぜひ刷新した一番新し

い情報に基づいてしっかりやっていただきたい、このように思いまして、１番目の防災対策については終わりま

す。 

 続きまして、２点目、これは先ほど居樹議員が細かく、それから全体像と大所高所から質問されたので、重複

しない範囲で別の切り口でという観点でご質問させていただきます。 

 先ほども居樹議員の方からお話がありましたが、移住者の方が和気町を選ばれる大きな理由として子育て支援

の充実がある、このようにおっしゃってます。移住者の多くが就学前のお子様がいらっしゃる。つまり逆に言う

と、ゼロ歳児から６歳児までのお子たちを連れた方が、どうしても動きやすいから移住しやすいというか、移住

ができるということで、そういう方が多いんだと、こう思います。 

 そういう中で、次のまた４点を質問させていただきます。 

 １つ目、医療費の無料化とか妊婦の方への一般健康検査の無料券配布等々、様々な政策がなされてますけど

も、どのように町としてはつかんでおられるのか、子育て世帯の移住・定住にこれが結びついているかどうか、

このあたり町としてはどうつかんでおられるか、これについてお答えいただきたい。 

 ２番目、公営塾、オンライン英会話、放課後学習支援などの政策、これも町が行っておられます。それが実際

の今のお子たちの学力向上にどのように結びついているのか、町はどう把握されてるか、これについてご質問さ

せていただきます。 

 ３点目、当然子育て世代にとっては産婦人科、産科、産科が今和気町にないということで非常に不安だと聞い

ております。とっさとか、急な痛みだとか、いろんなことがあったときに緊急対応、事前に町の方にいろいろご

連絡しとれば、ご相談等があっていろいろ対応はできると思いますが、急に病気になるとか、おなかが痛いとか

なったときのことで心配だと、このように聞いております。町としては産科の設置を今後どうしていくのか、検

討されているのかどうか、この点をお聞きしたい。 

 最後は、発達障害児の対策ということで、私自身発達障害児の政策を和気町でやりたいと思って、今現状岡山

市内でほかの方と一緒に来年４月を目指して支援事業の立ち上げのお手伝いを、議員ですのでお手伝いをしてい

ます。その物件を探すことだとか、政策投資銀行、政策金融公庫等々の融資の話ということでお手伝いをさせて

いただいてます。その事業がうまくいけば、そのノウハウをまた和気町に持っていきたい、このように考えてい

ます。ということで、発達障害児、今や統計的には１０人に１人、それ以上だという声がある発達障害児の対策

を、幼少期から就労に向けての取り組みまでで一貫性を持って、和気町は政策としてどのようにお考えになって

るか、この以上４点、これを質問させていただきます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 失礼します。 
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 神﨑議員からの質問について答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の医療費無料化や妊婦健診の無料券配布などの各種政策によって子育て世代の移住・定住に結び

ついているかとのご質問でございます。 

 移住希望者の年齢層がゼロ歳から８歳までのお子さんがいる２０から３０歳代の子育て世代が多いことから、

本町における１８歳までの医療費無料化や各種子育て支援策は大きな魅力であると考えております。実際平成２

８年度から３０年度までの３年間の和気町への移住者の約７割が子育て世代という調査結果も出ております。引

き続き移住・定住者の推進に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目、産科の設置は町として検討しているかについてでございますが、ご質問のとおり、町内には産

科、産婦人科を標榜科目としている医療機関はございません。このことから町内の患者は岡山市内、または兵庫

県赤穂市の医療機関で受診されていると思います。出生率の低下や苛酷な勤務、医療訴訟の増加などにより産婦

人科を希望する医学生も少なく、平成３０年１０月の厚生労働省の調査では、産科、産婦人科のある病院数が過

去最少を記録したとのことです。しかし、少子・高齢化が喫緊の課題となっている現在、町として安心できる出

産のための周産期医療の充実に向けた取り組みが必要であると考え、県内産科医療機関とは連携のとれる体制を

つくっております。今後とも町内の医療機関において産科、産婦人科の開設に向け、医師会を初め、各医療機関

と情報交換を進めてまいりたいと考えております。 

 ３点目、発達障害児の対策は幼少期から就労に向けて一貫した政策がなされているかについてです。 

 現在、就学前の時期の健診や各事業の中での保護者からの相談、就園後はにこにこ園で行っている個々の成長

を促す支援や対応、就学後の小・中学校における個別性を配慮した支援や対応など、それぞれが切れ目なく行え

るよう各部署で連携をとり、学年や所属が変わっても一貫した支援が受けられるような取り組みを行っておりま

す。これらの支援についての個別の情報が、発達障害のある子供が社会的に自立できるまでに確実に引き継がれ

るシステムを昨年度から岡山県発達障害者支援センター、保健所、教育委員会、健康福祉課でワーキンググルー

プを立ち上げ、協議を行っております。このグループでは、親子の支援のために必要な情報を引き継ぐ各機関共

通シートの作成、個々の目標や支援に結びつく支援ファイルの活用についても検討していくこととしておりま

す。そのシステムの延長線上に自立、就労に向けての取り組みがあると考えており、今後も一貫した支援を実現

できるよう進めていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） 学校教育課長 藤森君。 

○学校教育課長（藤森卓麻君） それでは、私の方から公営塾、オンライン英会話、放課後学習支援などの政策

についてのご質問に対してお答えさせていただきます。 

 まず、社会教育課が中心になって運営しております公営塾やオンライン英会話につきましては、英語に興味を

持って、自分から英語の力を身につけようという児童・生徒が参加する場です。いわゆる学力向上というより

は、英語を中心に子供たちのそれぞれの目的に合った学習の場が提供されていると考えております。学力向上に

つきましては、各学校現場では授業改善でありますとか、家庭学習に関する取り組みなど、様々な取り組みをし

ておりますが、その中の一つが放課後学習支援です。県の事業を活用しておりまして、地域の方や非常勤講師の

先生が学習支援員となって児童・生徒の個別の対応に当たり、教育委員会としましては、個々に対応できるよう

な教材の提供を行っております。県の教育委員会が行いました１１月の学力状況確認テストと４月の全国学力状

況調査と比較しますと、依然課題の見られる分野、領域もあるんですが、漢字の使い方でありますとか、読むこ

ととか、計算の力といったことについては伸びが見られます。放課後学習支援もその伸びの一端を担っていると

考えております。このような放課後学習支援も含め、様々な取り組みを通して、これからの子供たちに必要な力

をつけていこうとしているところです。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ５番 神﨑君。 

○５番（神﨑良一君） 答弁の方、ありがとうございました。 

 ちょっと二、三、追加質問をさせていただきたいと思います。 

 １番目の移住・定住に結びついているかというのは、なかなか難しい話ですけど、ただ世帯のゼロ歳児から８

歳児というところなので、非常にその効果は大きいんだろうなと思います。 

 その中でというか、直接定住・移住じゃないんですけど、若い子育て世代のお母様から質問を受けました。さ

っき松田課長は、居樹議員のお金というか、出産祝い金というお話をしたときに環境が大事だと、環境を優先し

て考えるんだということで答弁されておられました。それとも関連するんですけども、遊園地が非常に少ないと

いうお話を聞く、若しくは学校が閉園、閉校になった後、遊具はあるけども、当然のことながら閉園、閉校にな

っているのでメンテができていないから使えないということで、遊具の使えない状況がずっと続いてるんだけれ

ども、何とかなりませんかっていう、もう率直な子育て世代のお母様方からの質問を受けました。もしこれが回

答できるんであればしていただいてもいいし、後また調べていただいても結構ですが、そういう質問でございま

す。 

 ２番目の公営塾等につきましては、さっきおっしゃられたように、当然社会教育課とそれから学校現場という

ことであって、なかなか学力が向上したかということについては、即答はできないかもしれませんが、それであ

れば逆に言えば、現状の使用状況というんですかね、例えば公営塾であれば週何回で、延べ人数何人来られてる

とか、オンライン英会話は大体何年ぐらいの方が週何回とか月何回使われて、こんな現状だとかといったような

数字的なもの、そのようなものがもしおありであればお答えいただきたいし、なければまた調べてでも後日、議

員の方々に閲覧してください。 

 産科、産婦人科の件は、今お聞きしましたように、昨年度からそういう協議会といいますか、設置の方向で前

向きに考えておるというふうに私の方で捉えてよろしいでしょうかね。そのあたり、確かに少子・高齢化になっ

たところで産婦人科がという議論はありましょうけど、逆の発想ですね。ちょうど今や自然減を埋め合わせるだ

けの移住者の方がおられて、去年、おととしと和気町の人口が減少が止まっているということ、これは大きく若

い子育て世代が来てるということになると、和気町の人口構成も変わってきてて、数年前よりは当然、さっきお

っしゃられた２０代、３０代の方が増えてきてるんだろうという中で、健康福祉課の方でそう考えていただける

ならば、これはまた非常に移住・定住策の後押しにもなるし、今実際に来られてる方の定着にもつながる、安心

してお子たちを出産、育児ができると、こういうふうに思いますので、前向きに町の方は考えていただいとると

いうふうに理解をさせていただきますが、もしご意見があればおっしゃってください。 

 最後、発達障害、これは非常に難しいし、自分のお子たちが発達障害だとお父様、お母様方が認めるのも本当

に心苦しいお話だと思うし、なかなかこれを公表だとか、人に調べられてとか、人に言ってという問題でもな

い、非常に難しい面があります。ただ、私、たつの市に先日就労支援ということで、たつの市が非常に全国的に

もやっておるということを聞きまして研修に行ってきました。これは民間企業です。民間企業が１８歳以上の就

労を手助けするということで、いろんな事業を立ち上げて、そこに障害者の方を集めてお仕事をさせている。１

つは、印刷といいますか、紙すきですね、紙。紙をつくるところ。それから、お弁当屋、それからいわゆるスタ

ンド形式のコーヒーショップといいますか、そういったお店等々、たくさんのお仕事をされてる。私、そこで事

業主、まだ４０歳代の若い人ですが、お聞きしました。たくさん健常者がおった中で、障害者の方はハンデをお

持ちで、お仕事はなかなか難しいでしょうとこっちが尋ねますと、彼いわくは、たつの市の日中にまちの中で働

ける人がどれだけおるのと逆に聞かれました。いや、そりゃあわからんと言うたら、はっきり言って、そりゃあ

醤油会社があったり、大きな会社もあるので、そりゃあ多少はおられるんですけど、大概がもう市外へ仕事に出
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られてていない。そういう状況の中で、はっきり言いますが、この人たち、つまり障害者たちがたつの市の労働

力の一部を大きく担ってるんですよと。仕事をさせてくれっていう業者を、その事業主が買い手市場で選んでる

んですよという意外な答えが返ってきました。障害者だからやることが固定してて、企業にお願いしてやってる

んじゃないのと、こういうばかな質問をしたところ、神﨑さん、そんなことはないんですよと、彼らは健常者の

方よりもある一面ではすぐれた能力を持っておるし、いろんなことができますよと、それをどのように切り出

し、見出すかだけなんですよと。それに私は２０年間力を注いできたので、それがよく見えますということで、

逆に各企業からは日中の少ないたつの市の労働力を発達障害の方がカバーされてると、このようにお聞きして、

目からうろこでした。 

 こういうこともありますので、決して取り扱う問題が難しいので、個人の情報だとか、個人の感情が非常に優

先する分野でもありますので難しいのですが、ただ今思われてるような人数ではない、多くの方が発達障害だと

いうことが徐々にわかってきている現状の中で、和気町としても幼児期から、個々にはいろいろ何歳児の健診で

わかったとかということがあるでしょうけど、これを就労まで向けた一貫性のある何か施策といいますか、組織

づくりをしていただいて、今後の大きな課題として和気町もやっていただきたいということで、以上でございま

す。さっき言った数字的なことでお答えができるようであれば言っていただいて、なければ後日ということでお

願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 失礼します。 

 先ほどの質問の件で、子供の遊び場が少ないということについてでございますけども、来年度当初予算に向け

まして今計画はしているところでございますが、子供の遊び場、そういった町内のお子さんに限らず、町外から

のお子さんも来て遊んでいただけるような遊び場ができないかということで、現在来年度予算に向けて検討をし

ている段階でございます。 

 それから２点目、産科の設置に向けた取り組みでございますが、これにつきましては前向きかどうかというこ

とでございますが、もう基本的に医師が不足していると、産婦人科の医師が不足しているということでございま

すので、なかなか実際には町内で窓口をつくるというのは難しいところでございます。備前市でも同様の問題を

抱えておりまして、備前市とも連携をしながら、何とかいい策ができないかということで考えているところでご

ざいます。 

○議長（安東哲矢君） 社会教育課長 則枝君。 

○社会教育課長（則枝日出樹君） 時間がございませんが、公営塾につきましてはサエスタで火曜日、ＥＮＴＥ

Ｒ ＷＡＫＥ（エンターワケ）で水曜日と土曜日ということで、小学校５、６年生、中学校１、２、３年生を対

象に行っており、学年児童数、生徒数の約半分以上が登録している状況でございます。それぞれの学年に応じた

カリキュラムで取り組んでおりますので、それぞれの活動状況につきましては改めて数値的なもので報告させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） ５番 神﨑君。 

○５番（神﨑良一君） ありがとうございました。 

 これをここで回答したら、それで終わりという話じゃないので、継続的に注視をして、またある段階では進捗

状況をチェックする意味で一般質問等をさせていただいて、その進捗状況を確認したいと思います。ありがとう

ございました。 

○議長（安東哲矢君） これで神﨑良一君の一般質問を終わります。 

 ここで場内の時計が、１０時４０分まで暫時休憩といたします。 

               午前１０時２１分 休憩 
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               午前１０時４０分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ただいま若旅議員が来られましたので、ただいまの出席議員数は１２名です。 

 次に、１０番 西中純一君に質問を許可します。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） まず、私１番目には、町長の政治姿勢についてお伺いをさせていただきたいと思いま

す。今いわゆる防災都市公園というものが昨年の９月に、その前の議会でございますが、出てから、その後我々

の選挙を経て、その前の予算については繰越明許すると、それから新たに次の予算も出すというふうなことがあ

りましたが、それぞれについては修正削除というものが３月議会で行われるということがありました。それか

ら、６月にも同様にあったのと、それから途中から検討委員会を立ち上げて、そこで検討していただくというこ

とで、その報酬についても修正削除するというふうなことがあって、今回の１２月議会にもまた同様に５，２０

０万円の補助金を基にした１億５，０００万円余りの予算が、また今回出されているわけであります。 

 地方自治というのは、町長、執行権とそれから議会の二面性、有権者の方は町長も選ぶ、それから議会も選ぶ

ということで、地方自治は二面性というか、それらが牽制しながら、住民の要望というか、地方自治を行ってい

くというのがたてりでございます。そういう形で、たびたびそういう町長と議会というか、執行部と議会という

のは対立する場合も時々あるということが散見されるわけでありますが、最終的には幾ら執行権があっても、議

会を通さなければ予算は執行できないということでございますので、今の町民の意見として、私たちというか、

とりあえず私は今の防災都市公園については、もうそろそろ撤退せえというのが本当の町民の方の意見だと私は

思います。ぜひその辺もお考えになって、そろそろ軌道修正といいましょうか、そういう時期に来ていると思い

ます。町政が停滞しないように、もう方針転換をしていただきたいということで、これについての答弁をよろし

くお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） それでは、西中議員の防災都市公園予算が修正されているのに、議会軽視じゃないか、

無視じゃないかというようなご質問がございましたが、そのことについてお答えをさせていただきます。 

 この問題は、２９年１月だったと思いますが、最初から、最初をいいますと２９年１月７日に全員協議会でこ

の問題が討議されました。学校の再編成が基本になったわけでございますが、その経緯を話しておりますと時間

がかかりますので経緯は省略をさせていただきますが、いずれにいたしましても創志学園へ総合グラウンド並び

に小学校は無償で貸与しましょうと、１００人あそこへ住んでいただくということの中から始まったわけでござ

いますが、たしか２９年６月の議会だったと思うんです。このことを受けて、８１０万円でございましたか、予

算計上して、概要計画をしなさいということでご議決をいただいて、総事業費２０億円で５カ年の継続事業とい

うことで議会へ提案を、３０年９月の定例でございました、提案をさせていただいて、賛成多数でご議決をいた

だいて、そのときには５，２００万円の社会資本整備事業交付金と、それからたしか１億５，６００万円だった

と思うんですが、歳出、用地購入費等について計上させていただいたわけでございます。 

 それから、３０年４月に、私は選挙をやらせていただいて、選挙公約の中でも防災都市公園については取り組

ませていただくということで当選をさせていただき、その後、今度は年を明けて議会の選挙がありまして、２月

に選挙があって、３月の定例でこのことについてはとりあえず繰越明許を提案をさせていただいたと。それとも

う一つは、１億２，７００万円、３１年度の事業費が交付決定されましたので、それと合わせて計上させていた

だいて、それをあわせて修正をされたわけでございます。しかし、私といたしましては、このことについて５カ

年の継続費、基本的には５カ年の継続事業ということで、行政の継続性というのを基本にお考えをいただきた

い。 
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 それともう一つは、行政でございますから、財源的に文科省の事業とかいろいろあるわけでございますが、効

率の一番いい事業をやるのが我々の仕事でございますから、いろいろ検討した結果、社会資本整備事業交付金な

ら用地購入について３分の１、事業費については２分の１で、２０億円の事業なら、ざっと概算で言いますと半

分、２分の１の交付金が決定になると。それから、起債についても７割が充当される。７割のうち、幾らかが交

付税算入をされるというような、効率のいい事業であるということと、もう一つは基本的には１０町歩というこ

とで、あの場所しか、少子・高齢化社会の中で公共施設コンパクトに一カ所へまとめて管理をしなさいという中

で、あの周辺約５町歩近くありますから、そこをあと６町歩ほど地域の皆さんにご協力いただいて、あそこでや

らせていただく以外に、町内にはもうその他ほかに場所がないということの中から、それともう一つは我々行政

として住民の生命、身体、財産を守るのはこれはもう行政の基本でございますから、このことを考えると、今南

海地震、東南海地震等につきましても、内閣府は３０年以内には７０％から８０％の確率でこの近辺も震度６弱

ぐらい発生する可能性があるというふうに発表されております。しかも、今回１２月へ入って、ＮＨＫも特番を

組んで、茨城県沖の地震、これも１日に震度３から４が１０回程度発生をしておると、これが関東大震災につな

がるんではないかというような想定の中でＮＨＫが報道をしておると、そんなこともあるわけでございますし、

それからもう一つはもうご承知のとおり、この前、今年新見では時間あたり雨量が２００ミリ近いというような

集中豪雨が発生をいたしておりまして、異常気象によるところの時間的な雨量５０ミリ以上というのが、もう頻

繁にあちこちで発生をいたしておるわけでございます。 

 そんなことを考えますと、やっぱり町民の安全・安心のまちづくりには、どうしてもこのことをやらせていた

だきたいということの中でご提案を申し上げて、その中で議員の皆さん方も６名の方はぜひやれということで、

今回も委員会では可決しとんです。前回は本会議で修正が可決をいたしましたが、今まで委員会では可決をして

きたというような経緯もありまして、町民の生命、財産を守るためには、どうしてもこの事業をやらせてほし

い、このことが和気町の将来を担う、しかも２０４０年には和気町は８，０００人台になってくる。こういうこ

とも内閣府がもう想定をされておる。このあたりで和気町の地の利のよさ、東備地域では私は中心だと思ってお

りますから、この中心地和気町、将来を考えたときに、交流人口を増やして経済効果を発生していく、これが和

気町の生きる道だと将来へ託せる。高速道路のインターチェンジも、２カ所も和気町にあるんです。この近辺で

高速道路のインターが２カ所もあるような町はありはしません。そんなことを考えておると、どうしても町民の

皆さん方のご意向を、いろいろなええお話を実は聞いております。 

 議会の皆さん方の意見をもう無視したり、そんな考え方は一切持っておりませんで、そうでなしに、ひとつぜ

ひこういう状況でございますから、気候の状況にしても、それから人口の状況にしても、それから吉井川の堤防

が３０年７月の集中豪雨が発生したときに、この近辺２８０ミリの集中豪雨があったんですが、このときにも大

樋の一部が、吉井川の堤防、大きな穴が開いたんです。ところが、それが午前２時半ごろから３時ごろにかけて

水量がどんどん減ってきたと、そのことで堤防の決壊も免れたと。また、金剛川にしても、水位が上昇しますと

堤防に水を含む、異常なにおいがする。今まで私たちも余り経験したことがないんですが、そんなことが実はあ

ったんです。ですから、そういうことを考えると、吉井川の合流点、それから下については、ひとつぜひ河床を

下げてほしいと。何とかこの河床を下げていただいて、吉井川の右岸側の堤防、左岸側の堤防、それに金剛川の

バックウオーター部分の堤防、これも吉井川の水位を下げていただいて、合流点の水の流れが変わってくる、そ

れが初瀬川の堤防の保護にもつながってくる。そうすることによって、この地域が水難から守られると、こんな

ことを考えておりますと、どうしてもこの事業をやらせてほしいということの中で、たまたま私も体調を崩しま

して、３１年度の１億２，７００万円の交付金、決定になっておりましたが、これは管内流用をせざるを得ない

ということの中で、県にも迷惑をかけてもいけませんし、国土交通省にも迷惑をかけてもいけませんし、国・県

に対しての和気町の信用の問題でございますから、これは紳士的に管内流用をしていただいて、その代わり５，
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２００万円の３０年度の最初の決定についてはこれは担保していただいて、１年延長してでも変更申請をかけて

お認めをいただく。議会でお認めをいただくことによって、和気町の将来を考えさせていただく、これはもうご

理解をいただきたいということで、私は今まで来ておるわけでございまして、吉井川の下流の吉井川の合流点、

あそこは１５万立米の浚渫をいたしておりますが、これがこういう状況になりましたから、私はあの益原の６町

歩へ１メートル上げさせていただければ６万立米、もう１メートル上げさせていただければ１２万立米が、あそ

こで処理ができる。 

 それと、区長方にぜひその浚渫の残土の処理する場所をご協力がいただきたいというお願いもいたしておりま

して、そういう形の中で和気町の地域の安全・安心を守っていきたいと、こんなことを考えておるわけでござい

ますが、たまたま今回お認めがいただけなかったということで、用地の買収に取りかかることができなかったわ

けでございまして、今回何とか５，２００万円、繰越明許を５，２００万円を補正でお認めをいただいて、１年

おくれますが、変更申請をかける中で用地の取得をさせていただき、今の浚渫土を益原へ処理させてほしい、そ

うすることによって吉井川の流れも必ず変わってくるのはもうわかっていただけると思うんです。ところがそれ

ができないために、今西大寺の方まで行っているのです。西大寺の方へ行けば、もう運賃に食われてしまうんで

す。浚渫土がどんどん減ってくるんです。１５万立米って、今予定しておるのがどんどん運賃に食われてしま

う、こんな現実があるんです。取り返しがつかんことになってくる。 

 このことをどうか皆さんご理解をいただいて、今回もご議決を賜りますようにお願いを申し上げますととも

に、そういう事情でございますので、決して議会を軽視したり、無視したりしておるわけじゃございませんの

で、このあたりをひとつご理解を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、答弁にかえさせていただき

ます。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） かなりの時間を今使われたんで、もうほかの質問は余り私はできないと思ってるんで

すが、結局平行線をたどっているというか、私としては、今回の議会の初日にも言われたんですけれど、今まだ

国保の基金が５，８００万円残ってるのにもかかわらず、令和３年度から値上げを検討というふうなことも言わ

れたわけです。結局これから原案でいけば５年間かけて２０億円の事業を行おうということになるわけです。今

５，２００万円補助金を使って１億５，０００万円と言っておりますが、最終的にはそれを目指されているとい

うことだろうと思います。そうすると、今の和気町の財政が経常経費のうち９５．５％を、９５．４でしたか

ね、どっちでしたかね。えろう関係ねえけど、要するにいわゆる通常行うべき福祉とか教育とか、いろいろそう

いう水道だとか、そういうことにほとんど使っていて、なかなか新規のことができない財政であるということで

すよね。もちろん基金もちょっと４０億円も今あるんかどうか、３０億円以上はあるんだろうと思うんですけれ

ど、これも最終的には財政、国の交付税の一本算定ですか。ということによって、これからどんどん減ってい

く。それから、今回の上水とか簡水のところでも出ておりますが、これから基本的なそういう生活的なものの費

用がどんどん増えていくだろうというふうなことも思っている中で、和気町の財政が非常に厳しいというふうに

思っております。 

 もちろん防災というのは、今、田土の方でも県の事業として砂防ダムの工事をいよいよ開始をしております。

１１月末でしたかね、開始しとる。だから、そういう個別の防災、塩田の住宅近辺の洪水があったということ

で、それについても県が今後工事をしていくと、２年間にわたって。佐伯も寺山周辺の一遍災害があった、そう

いうことでやって、個別のそういう河川とか、そういうところの改修だとか、そういう防災対策というのはやっ

て、それからさっき言われましたかね、いわゆる防災の住民組織ですね、それもどんどんやっていこうというふ

うなこともあるわけなんです。 

 ですから、もちろん防災そのものはやっていくべきでありますが、この防災都市公園というのが非常に高くつ
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くといいましょうか、国としてはそれをやる、それは必要なんで、どっかでやればいいですけど、和気町があえ

てそれだけ起債、借金までして１０億円も借金までしてやっていくと、そういうふうなことがあるかというふう

なことを私は危惧しているものでございます。 

 ですから、余り言ってももうあれなんで、財政的な面だけひとつ余裕が出てくるというふうなことをおっしゃ

るのかもしれませんけど、簡単にちょっと財政と、それからいわゆるこれを決めるときの経緯についても非常に

学校統合が行われて、石生地区の総合グラウンドですか、これが創志学園に２０年間貸し付けると、その中で新

たなグラウンドが要ると、そこから発端が出てきているというふうに思います。その中でこれをやろうというこ

とでございますが、本当に両面というか、防災という面といわゆる和気町の活性化と２つの２本柱でやろうとい

うことなんだろうと思うんですけれど、財政的な面は本当にいいのか、その点だけ簡単にお答え願いたいと思い

ます。お願いします。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 財政的な面につきましては、今まで何回もお話を申し上げておりますが、これ平成１８

年合併した段階では、全部の基金は２１億４，０００万円というような状況で実は合併したんです。ところが現

在は全部でざっと４０億６７８万９，０００円、そういう状況になっております。 

 それで、財政的に、話が長くなるんですが、実は下水道の会計が年々繰出金が減ってきますので、これが令和

元年度では１０億１，３００万円、令和２年度では８億８，９００万円、令和３年度になりますと８億４，３０

０万円で、だんだんと令和２年では令和元年から比べますと１億２，４００万円落ちてくるんです。それから、

３年度では４，６００万円、令和４年度では５，４００万円減額をしてくるというような状況でございますか

ら、私は令和２年度では経常経費率も９０％ぐらいになってくるんだろうというふうに思っているのですが、い

ずれにいたしましても繰出金、県下１５市１２町村の中で、私の町の繰出金というのが突出して大きいんです、

繰出金が。これがだんだんと今申し上げましたように下水道の繰出金が大きく減ってきますから、この分を充当

していくというような考え方の中で財政的な計画を基本的には立てていっておるわけでございまして、財政的に

は私は健全な財政でいけるというふうな考え方でおるところでございます。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 余り長くすると次の質問ができないのであれですけれど、いわゆるインフラ整備の件

については言われてないんですけど、その辺はどうなん。これから水道の本管をいらうとか、そういう点がまた

増えてくる、それだけひとつお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） インフラ整備のことにつきましては、基本的に下水道というのは自然流下でございます

から、下水道の管線というのは、ただ橋の添架とか、そういうことについては修繕が発生する可能性は十分ある

んですが、管線そのものはこれは自然流下でいくんですから、半永久的にというふうな私は考え方をしとんで

す。 

 それから、水道につきましては、その下水道の整備のときに、下水道管の上へ水道管が上がっとるわけですか

ら、そのときに旧和気町内１４０キロですか、これは全て水道管は布設替えをしておるというふうに聞いとんで

すが、今宮田の一部でまだ石綿管の部分があると、これは順次整備をしていこうというように考えております。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） ちょっとまとめして、次へ行きます。 

 今の防災都市公園をやる、私は体力が本当にないと思います。水道のことを言われましたけど、私の認識とは

大分違うというか、まだまだ古いというか、もう１０年して３０年たって水道の管もいらったり、それから下水

もそういうことが非常にこれから増えてくると、とてもこれから１０億円起債をするとかというふうな、あるい
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は一般財源をどっと使うとかというおそれが防災都市公園はあると思います。そういう体力的にはもう本当に無

理だと、私はほかの地域で防災都市公園というものはやってもらった方が本当いいというふうに思います。ぜひ

方針転換をよろしくお願いしたいなと私は思っとる。 

 次の質問をさせていただきます。 

 矢田の工業団地の問題ですね、おくれが、結局計画が、設計が県の方で最終的に認められなかったというふう

な、変更しなければいけないということで、本来今年の４月から工事にできていたものが、結局また三千何百万

円、お金を払っていたにもかかわらず、また余計に九百何十万円ですか、新たに設計をやり替えてやるというふ

うになっているわけでございます。そういうおくれの原因はどうだったのか。一般の考え方では、そういういわ

ゆる県の設計の許可が通っていないというふうな形でお金を払ってるのはもうあり得ないと、なぜ払ったのかと

いう、不思議だというのが本当だと思います。矢田の説明会でも、設計屋がもうかっただけじゃねえかとかとい

うふうな何か意見があったというふうなことも聞いております。本当に不思議なので、その辺のもう一度工業団

地の設計といいましょうか、その経緯ですね、よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 総務事業部長 野山君。 

○総務事業部長（野山晶義君） 失礼いたします。 

 西中議員の県との協議は完了していないのに請負代金を支払っているが、一般的な商取引では理解しがたい状

況である。設計業者と業務進行は問題なかったのかについてのご質問にお答えいたします。 

 設計業務につきましては、岡山県等各部署の指導のもとに協議を進め、了解を得た後にそれぞれの申請書類の

納品を受け、業務を完了したものと考えております。その後、県の開発担当部局との協議において、昨年の７月

の西日本豪雨の影響もあると思われますが、調整池について原案では地震にそぐわないという理由により計画変

更を余儀なくされたことが本事業のおくれた要因でありましたので、設計業者と業務進行については問題はなか

ったと考えております。 

 以上、西中議員の答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 先に言えばよかったかもしれませんけれど、設計の請負というか、それを払ったのが

平成２９年１０月ですかね、それで最終的にこれができないというのがわかったのが３月議会じゃないかなと思

うんです。その設計というか、あれも２８年に予算を出して繰越明許をして、２９年９月まで契約が変更になっ

ておりますね。２９年３月までだったのが２９年９月まで延びて、完成するというか、完成したことにして入金

をしてるんですかね。この契約書も委員会で私たちはもらったんですが、素人的に見て、私はこれ瑕疵がある

と。これを見てると、発注者は成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の修

補を請求し、または修補にかえ、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるということだとか、

それからもしそういうふうに思ったら３年間は瑕疵の担保があるというふうなことを書いてあるんですよね。 

 だから、事務の担当としてはそれは問題がなかったと言われるかもしれませんけれども、本当住民感情的に

は、ああいう草がいっぱい生えて困る、種が飛ぶ、いわゆる残土を置いてるということで、本当にみすぼらしい

というか、状況なんですよね。その点、瑕疵担保というか、それも含めて本当のところどうだったのか、もう一

遍。何も問題ないというふうにおっしゃるんだろうと思うんですけれど、その当時は町長は大森さんだったと思

うんですけれど、その辺のもう一遍コメントを町長の方からいただければありがたいと思いますけど。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 設計業者に瑕疵があったんではないかというお話でございますが、私が就任しましたの

は３０年４月でございますから、その以前のことでございまして、契約期間が契約書に基づいて執行したという

お話は私は伺っとんですが、その後私が就任しましてから何とか開発協議を進めていくっていうことの中から、
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いろんなお話は聞きましたが、地域事務所へも、それから備前県民局へも、県へも、再三私もお願いをしまし

て、何とか早急に開発許可がいただけるようにというお話をしたんです。そうしましたら、実は今までのことは

これでいけるだろうという指導のもとにやってきたんですが、県の指導もあったんです、今までこれでいきなさ

いという。それで、それを提出をして協議をしていただいたんですが、県の内部で、たまたま３０年７月５日か

ら８日にかけてのこのあたりの集中豪雨があった後でございましたから、県の方もかなり建築基準的に厳しいも

のを持っておられまして、あそこ生地が２万５，０００平米、それに８，０００平米の遊水池をこしらえなさい

というようなお話がございましたから、そんな非常識なことを言われたんじゃ、なかなか前へ行きませんので、

私は副知事のところへも行って、そういうことになるんですかというお話をしたんです。そうしたら、副知事も

県を挙げてみんなで一番いい方法を検討しようじゃないかというご回答をいただいて、それから建築指導課、河

川課あたりとも協議をして、結局最終的には遊水池ももとどおり、３，０００平米ぐらいな遊水池で、これでほ

んならよろしいという指導もいただいたりする中で設計屋と和気町と県とが協議をして、今現在開発協議をして

おるところでございまして、今申請をほぼしたんじゃな。 

               （「いや、もうちょっと、来年の３月末」の声あり） 

 来年の３月末には許可がおりるという見通しで今進めておるところでございまして、それ以前の問題は、これ

は和気町だけでなしに、設計業者だけというんじゃなしに、設計業者も県も、県の東備も、それから備前県民局

もあわせて協議をしながら提出をしたんですが、それが最終的には全面的にだめだったということで、先ほど申

し上げましたような結果になったわけでございます。今度は開発許可がいただけるという見通しの中で進めてお

りますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 町民というか、特に地区の人としては、何でお金を払ったのにそれが工事ができない

か、非常に不信感というか、不思議がられているところでございます。町の財源、裕福であれば別に問題ないん

ですけれど、こういう形でお金を使ってるというふうなことが非常に納得をできていない。 

 もう次の質問はちょっと無理なんで本当にあれなんですけれど、その当時町長ではなかったのでというふうな

ことはおっしゃったんですけど、大体経緯は本当知っとられるというふうに思ってるんです。だから、そういう

執行体制というか、その辺を私ら契約書から見て、本当にそれでいいのかどうなのか、私はその辺が納得がいか

ないんでありますので、この契約書上も問題はないということですかね、まさに。瑕疵担保じゃねえけど、何か

悪いことがあったら３年間はこれ損害賠償を請求することができるということを書いてあるんですよね。非常に

私としては納得ができないということでございます。時間がないんであれでしょうけど。もう終わりですか、は

い。 

 ちょっと時間がもうないということで、３番目はできないと思います。 

 この工業団地というふうなものが、県の水道企業団の水道もあるとか、歩道があるとか、自転車道、いろいろ

問題もあったんで、本当に最初危惧をしていたところでございました。ただ、地元のことで工業団地も推進しな

ければいけないということで、そういう賛成したというふうに覚えております。ぜひ今後は早くそれが工業団地

ができるようにお願いしたいと思います。 

 ３番目は、もう時間がないので、ほかの議員にやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） これで西中純一君の一般質問を終わります。 

 次に、２番 太田啓補君に質問を許可します。 

 ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 皆さん、お疲れさまです。 

 それでは、議長に許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。 
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 まず、第１点目です。防災対策についてお尋ねをしたいと思います。 

 防災に対しては、防災対策基本法に基づいて進められていることと思いますが、まず最初に災害が起きたこと

を前提にして質問をしたいと思います。 

 まず１点目ですけども、２０１５年に水防法が一部改正をされました。そこで想定をされる最大雨量に合わせ

た洪水マップを公表しなければならないというふうになっていますけれども、和気町ではどのようになっている

のでしょうか。改正水防法によれば、想定される最大雨量とは千年に一度レベルとされていますけども、現在各

家庭に配布されている和気町のハザードマップ、これは今年の３月に作成をしたものでございますけれども、こ

れはその改正をされた新しい基準に合ったハザードマップかどうかと、その点についてお尋ねをしたいというふ

うに思います。 

 更に、そのハザードマップには避難所の位置や避難経路などを盛り込むことが義務づけられているわけです

が、現在のハザードマップにはそうしたものが載っているのかどうか、お示しをいただきたいと思います。 

 ３点目、避難所についてお尋ねをしたいと思います。 

 １０月２１日に開催された議会全員協議会や、先日の防災都市公園特別委員会の中で草加町長は、避難所には

第１次避難所と第２次避難所があり、洋式トイレの改修や段ボールベッドの配備、そして３日分程度の食料の備

蓄など、準備を進めているという説明をされました。災害対策基本法によれば、指定避難所と指定緊急避難場所

というように表現がされていますけども、第１次避難所というのが指定の緊急避難場所、第２次の避難所が指定

避難所ということだろうというふうに理解をしますが、それで間違いがないでしょうか。 

 あわせて、その指定避難所と指定緊急避難場所とはどのような場所なのかということをお尋ねをします。私自

身はこの質問をする前段に執行部の方にレクチャーを受けさせていただきました。そして、おおむね理解はでき

たんですけども、改めて説明をお願いしたいと思います。本町における避難所の位置と数もお示しをいただけれ

ばと思います。 

 あわせて４点目として、その避難所の設備についてもお聞きをしたいと思います。洋式トイレへの改修や段ボ

ールベッドの配備や食料の備蓄とは、具体的にどこの避難所に配備をされて、トイレなどもどこの避難所が改修

をされているのかということをお示しいただきたいと思います。同時に現在の進行状況がどのようになっている

のか、ご教授をお願いいたします。また、避難所の空調設備など、どのようになっているのか、そのほかにも災

害時には停電なども容易に想定ができるわけですから、同僚議員の神﨑議員の質問の中でも自家発電装置などに

ついてもご説明などがありましたけども、具体的にどこに配置がされているのかと、配置されてない避難所があ

ればそういうところもお示しをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼をいたします。 

 それでは、太田議員の防災対策についてということでご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、水防法改正後のハザードマップについてでございますが、平成２７年の水防法改正によりまして、太田

議員おっしゃられるように、浸水想定区域について、基本となります計画規模降雨から想定し得る最大規模の降

雨による想定最大規模降雨を用いるということに変更になりました。町内の河川では、平成２９年４月に吉井川

と金剛川の国土交通省の管理区間において想定最大規模降雨の浸水想定区域が公表されておりますが、それ以外

の上流部の岡山県管理区間につきましては、現在県の方で想定最大規模降雨による浸水想定区域の策定について

作業を行っておりまして、令和２年度末に公表される予定であります。 

 現在の本町のハザードマップは、平成２７年３月に作成したもので、計画規模降雨を使用した浸水想定区域と

いうふうになってございます。昨年度、本荘小学校区と旧山田小学校区において土砂災害の特別警戒区域が指定

されたことによります修正を行いまして、今年度も佐伯小学校区において同様に修正を行うこととしておりま
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す。県内のほかの市町村においても、現在国のいいます想定最大規模降雨によるハザードマップを作成している

市町村はございません。中国地方でも１４の市町村の作成にとどまっております。本町といたしましては、今後

国、県のご指導をいただきながら、想定最大規模降雨による浸水想定区域をハザードマップに反映させる必要が

あると感じておりますが、吉井川、金剛川の全流域でこの浸水想定区域が公表される令和３年度以降になるんじ

ゃないかというふうに考えております。近年発生しております異常気象によるところの集中豪雨により、このハ

ザードマップというのは非常に注目をされていることから、今後どこでも閲覧可能な紙だけではなくて、例えば

ウエブ版のハザードマップの導入なども検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、避難所の場所と設備についてでございますが、避難所には太田議員おっしゃられたように、災害対

策基本法に定めます地域住民等が当面の危険を回避し、緊急避難する施設で、自主防災組織等が自主的な判断の

もとに開設をしていただく指定緊急避難場所と、指定した地域住民等の災害の危険性がなくなるまで滞在をして

いただき、または帰宅困難となった方を滞在させる、町が開設いたします指定避難場所がございます。本町で

は、現在指定緊急避難場所といたしまして町内９９の施設、それから指定避難場所といたしまして１７の施設を

指定をしております。特に町が開設いたします指定避難所につきましては、現在土砂災害と浸水被害の危険性に

より開設する指定避難所９施設で運用をしております。指定避難所まで距離があったり、それから避難経路が危

険であったり、寸断される可能性のある地域への指定避難所の追加につきましては、このたび区長会で該当する

地域の区長様に現在ご相談をさせていただいている段階でございます。また、避難所の設備、指定避難所につき

ましても充実に取り組んでおりまして、トイレの洋式化、それから停電対策としての発電機、投光器、それから

情報を入手するためのテレビの配置、これは今年度全て完了しております。更に防災行政無線の感度の低い地域

がございましたが、これもＩＰ無線への切り替えを行いまして、災害対策本部との情報伝達、情報共有について

も改善をいたしております。 

 今後も大規模災害で避難所生活が長期化するなどを想定したパーティションや、組み立て式の簡易トイレ、そ

れから食料備蓄の購入など、計画的に整備をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） ご答弁をいただきましたけども、再質問をさせていただきたいと思います。 

 それでは、結局現在のハザードマップは旧の基準でつくったものだということで、これから令和でいうと３年

以降に公表したものを基に、国土交通省や岡山県が公表したものを基に和気町としてまた作成をしていくという

ことで理解をしました。なかなか和気町の執行部の方できちっとつくるのは大変だろうというふうに思います。

県や国土交通省のを参考にしながら作成されるだろうというふうに思いますけれども、なるべく早いうちに新し

いものをつくっていただければというふうに、その点については考えています。 

 あと、ハザードマップに組み込むのを１枚の今ある新聞紙ぐらいの大きさですかね、あれだけでは全て網羅を

して書き込むことが非常に困難であろうというふうに思います。できれば指定避難所や緊急の避難場所なども記

載をしたり、避難経路の記載なども重要ではないかなと思います。避難経路における危険箇所の記載ですね、斜

面崩壊だとか、それから地すべりがあるところだとかというのも、指定の避難所まで行くまでの間のそういう危

険箇所も載せることも重要であろうというふうに思いますし、避難に介助が必要な人のそういう記載なども必要

ではないかなと。同時に日本語のなかなか困難な外国人の方もおられるでしょうから、そういうとこも含めてマ

ップをつくっていくということが重要で、現在先ほど言われましたように、区長にお願いをして、各地域のそう

いうマップもこれから多分つくっていかれるんだろうと思います。各区任せではなくして、やっぱり町の執行部

の方もそこのマップの作成の中に入って、一緒にできるような体制を整えて、いいようなマップがつくられれば

いいんではないかというふうに思いますので、その点についていかがお考えですか。 
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○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 太田議員おっしゃられるように、今年度新しい事業といたしまして、各地域で今のハザードマップでは表現し

切れない危険箇所とか、そういったことを各地域で点検していただいて、我が町の我が村のハザードマップを作

成するという事業を展開しております。 

 昨年度が日室台で行いまして、それからその前が稲坪区で行ってます。これを全町に広められたらということ

で、避難経路でありますとか、今わからない危険を、地元の方だけしかわからない危険を把握していただく作業

をしています。これを次回の新しいハザードマップの方につけ加えていこうかなというふうに考えていますが、

これ多分今の１枚の紙ではおさまらんと思っているんです。ハザードマップの形式も変えて、きめ細かい、どな

たが見てもおわかりいただけるような、そういったハザードマップづくりを考えていきたいというふうに思いま

す。 

 それから、外国人の方もたくさん住んでいらっしゃいますので、その方々にも意味が通じるといいますか、そ

ういったことで考えていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） ハザードマップについてはわかりました。 

 あと避難所についてですけど、再質問をよろしくお願いいたします。 

 １７カ所の指定避難所があって、現在は大体９施設で運用されてるというふうに今お聞きをしましたけれど

も、その現在運用している９施設全てに、今年度いわゆる投光器だとか発電機が配備をされたと。トイレも改修

されたというふうに理解していいんでしょうか、その辺についてお答えをお願いしたいのと、先ほど言われた非

常用の電源というふうなことも同僚議員のときに危機管理室長がお答えされたと思うんですが、非常用電源とい

うのはどういうようなものなのかというのもちょっと教えていただきたいと思います。 

 やっぱり非常に電気というのは人間が生活するのに必要なもので、人工呼吸器をつけられとる方が日常生活の

中、おられるのかどうかと、病院以外のとこで、そんなんわからないんですが、そういう人にとってみれば停電

をすると、これ生死にかかわる問題でありますから、いわゆる福祉的な避難所、福祉避難所みたいなものもひと

つ整備をするというようなこともご提案をさせていただきたいというふうに思いますので、今さっき言われた９

施設でどのようになっているのかということと、９施設がどこどこなのかということもわかるような資料がござ

いましたら、またよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 町内９つの施設ですが、これまた一覧でお渡ししたいと思います。 

 備蓄品ですとか、非常用電源とか、情報伝達手段、これは９つの施設全て今年度も配備済みでございます。今

度は避難者の方に快適にというか、長期間になりましても滞在していただけるようなパーティションとか組み立

て式トイレ、これを来年度以降整備していく予定でございます。 

 それから、非常用電源についてですが、これは一番今考えておりますのが災害対策本部を設置するところ、こ

れ本庁舎になるんですけど、そこの非常用電源、今年度の台風１９号で関東の方でも被害がありましたが、最低

７２時間電気が来なくても非常用の電気を賄う、そういった設備を来年度以降考えていこうというふうに思いま

す。 

 それから、福祉避難所につきましては、これは神﨑議員のご質問でもお答えをいたしましたが、今３つの施設

と協定を結んでおりますが、今後は特に障害者の方の受け入れていただける福祉避難所、これの充実に向けて、

町内の事業者様と協定を結びたいというふうに思っております。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 
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○２番（太田啓補君） それでは、２点目について質問をさせていただきます。 

 防災の関係になりますけれども、災害に強いまちづくりをどのようにつくっていくのかという点に視点を置き

たいというふうに思います。 

 これまでハザードマップの作成や避難所の整備に関してお尋ねをしましたけれども、それらを災害を未然に防

ぐという点でお尋ねをしたいと思いますが、まず和気町内の河川における氾濫危険水位の見直しについてですけ

れども、洪水にかかわる避難勧告等の発令判断の目安について、越水だとか、浸透だとか、侵食によるものに分

けて設定をされているんだろうというふうに思いますけども、越水に関しては避難判断水位、いわゆる警戒レベ

ル４になるんですかね、ちょっとそこらはわかりませんけれども、避難判断水位を避難勧告等の発令時期に設定

するなど、氾濫危険水位に達成するまでにはきちっと避難が完了できるようにしなければならないというふうに

なっていますけれども、避難するまでの時間、いわゆるリードタイムとされる時間を確実に確保することが肝要

ではないかなというふうに今考えるわけです。 

 そこで、避難判断水位を各河川でどのように設定をしているのか、恐らく一級河川については国土交通省や岡

山県がいろいろ考えているんですけども、どのように設定をしているのか、その根拠も含めお示しいただきたい

というふうに思います。 

 ２点目が、指揮命令系統ですけれども、誰が水位を確認をして、誰が避難勧告等を発令をするのかということ

をご教授お願いします。 

 それから、漏水や侵食が発見をされたときには、水位に関係なく避難勧告等を発令するなど、必要な措置と対

応をしなければならないというふうに思いますけども、その漏水だとか侵食がされている堤防などの監視体制や

監視計画はどのようになっているのかということを教えていただきたいと思います。 

 ２点目が、災害を未然に防ぐためについてですけども、近年の洪水浸水被害は、堤防を越えた水が堤内側を侵

食をして堤防が決壊をするという事例が多く見受けられるわけでございます。それを防ぐためにフロンティア堤

防という工法が整備、推進を進められたわけですね。これ１９９０年代以降に国土交通省が発表をしていました

が、数件の工事実績を残しただけで、現在はその工法は使用されていないということのようですけども、フロン

ティア堤防についてご存じでしたら、なぜその工法が使われなくなったのかというようなことも含めて教えてい

ただけたらと思います。直接和気町本町が管理をするといいますか、整備をする、そういう一級河川、堤防、和

気町では吉井川、金剛川、初瀬川という河川がございますけども、本町の事業にはなかなかならないだろうとい

うふうに思いますけども、そういう災害に強い工法を取り入れることは重要な視点であるというふうに思います

ので、ご答弁の方もよろしくお願いしたいと思います。 

 ３点目、内水の氾濫も水害の特徴です。排水機場も整備されつつありますし、水位の上昇を感知して自動運転

可能なポンプ設備の整備も進んでいるというふうにお聞きをしていますけれども、そうした停電にも強い排水機

場をきちっと整備をしていってほしいというふうに思いますので、その点についてもよろしくご答弁をお願いい

たしたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 それでは、太田議員の防災強化についてということで、私の方から災害に強いまちづくりのうち、洪水災害か

ら安全に避難するための避難勧告等の時期と、それから指揮命令系統についてご答弁をさせていただきます。 

 水害、それから土砂災害にかかわる避難情報につきましては、今年から運用開始となりました５段階レベル、

５段階の警戒レベルに応じて町民の皆さんにわかりやすく発令することとしております。警戒レベル３というの

が避難準備・高齢者等避難開始という情報でありまして、高齢者、障害をお持ちの方、避難に時間がかかる方に

対して発令をするものでありまして、吉井川や金剛川の洪水警戒レベル、それから県や気象台が発表いたします
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土砂災害の危険度分布により、町長が発令することとなっております。避難行動に時間がかかる方への発令でご

ざいますので、夜間に発令することがないよう、発令のタイミングについても留意をしております。 

 それから、上の段階、警戒レベル４、避難勧告、避難指示についてでございますが、避難準備情報と同様に河

川の水位、それから土砂災害の危険度分布により、町長が同じく発令をいたします。また、県の指定する基本水

位の観測地点であります赤磐市周匝の地点におきまして、氾濫危険水位に達した場合、国土交通省の岡山河川事

務所長から町長宛てにホットラインで連絡が来ることになってございます。警戒レベル判断につきましては、町

で判断することになっておりまして、基準値の水位、それから土砂災害の警戒情報、短時間の大雨情報、それか

ら苫田ダムの放流情報、河川流域上流での雨量、それから近隣の市町村の状況、現場の情報、これらを総合的に

判断をして発令をいたしております。警戒レベル、避難所情報につきましては、町長を本部長といたします災害

対策本部において判断をすることになっております。 

 それから、この発令ですが、原則旧の小学校区ごとに発令することとしておりまして、町といたしましては告

知放送、それからエリアメール等により住民への情報伝達にも注意をし、わかりやすい表現での伝達を心がけて

まいります。また、安全に避難していただけますように、降雨の状況とか発令の時間帯にも配慮をいたしまして

発令をするようにしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 失礼いたします。 

 それでは、太田議員の堤防の漏水、侵食被害の監視計画、体制についてのご質問にお答えいたします。 

 町内に流れるほとんどの河川については、国土交通省直轄河川、または岡山県の管理河川になります。まず、

国の直轄河川につきましては、平常時は週２回のパトロールを行い、出水期には業者委託により２班体制での点

検パトロールを行っております。岡山県につきましては、非出水期である１１月から２月ごろに堤防等河川管理

施設及び河道の点検要綱に基づき職員等による堤防等の点検を実施し、月に一、二回程度、岡山県河川巡視要領

に基づき職員による河川巡視を行っておりますが、出水期につきましては町消防団、または町職員からの異常通

報により河川管理者として対応を行っております。 

 最後に、町河川管理につきましては、不定期ではございますが、職員が現場へ出向いたときに目視により点検

を行っており、出水期前、出水期につきましては、区長等の地元からの異常通報により河川管理者として対応を

行っております。 

 続きまして、越水による堤防崩壊を起こさせないためにフロンティア堤防についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 フロンティア堤防とは、川裏側の法面を遮水シートと連結ブロック等で保護して越水による洗掘を防ぐ工法で

あります。フロンティア堤防の県内の状況でありますが、国、県に確認したところ、岡山県内の施工実績及び今

後の計画はないとの回答でありました。なぜなくなったかの理由も問い合わせをしましたが、なぜなくなったか

の回答は得られておりません。 

 現在の対策について説明いたします。 

 まず、国の直轄河川については、吉井川水系河川整備計画に基づき、堤防整備を順次進めているところでござ

います。整備内容といたしましては、堤防のかさ上げや堤防の補強、浸水対策が主になります。しかし、昨年の

西日本豪雨災害や全国で多発している河川災害の状況から、国土強靱化に基づき、河床掘削及び伐採等により流

量の確保を図り、越水を未然に防ぐ対策を行っております。県河川につきましても同様に、河床掘削等を順次実

施しております。また、本町では未実施でありますが、赤磐市内では越水対策として未舗装の堤防天端を舗装す

ることで越水時の堤防崩壊を防ぐ、いわゆる危機管理型堤防の整備を行ったと聞いております。 
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 なお、町河川につきましては、地元要望に基づき対応を行っているところでございます。しかしながら、財政

上の問題もあり、改修が進んでいないのが現状でありますが、地元要望や地域の意見を十分に聞きながら、現時

点では限られた予算内で緊急性の高い場所から有利な財源措置を国、県に対して要望するとともに、事業を取り

組むように検討しておりますので、ご理解をお願いします。 

 また、排水機場の非常電源のことですが、町内の主な排水機場には非常電源、自家発は備えております。た

だ、田原排水機場が未整備でありますので、国、県と財政措置をお願いしながら、今後進めていきたいと思いま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 先ほど答弁いただきましたので、大体理解をさせていただきました。また、未整備のと

ころについては、今後もまた整備をよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、３点目の質問をさせていただきたいと思います。 

 ボートピア建設についてでございます。 

 町長は今定例会において、冒頭の諸般の報告の中でボートピア建設については１２月１９日に倉敷市と協定を

締結するということを明らかにされました。それは条件が整ったので６カ月間熟慮し、ボートピア建設を認めた

ということのようでありますけれども、ボートピアが本町に建設されることでのメリットとデメリットを想定を

されて熟慮をされたというふうに思います。そのメリットとデメリットについてご教授をいただければと思いま

す。 

 それから、３月の定例会で私が質問させていただいたときには、まだ全然説明を受けてなかったということで

ございましたので、今後協定を結ぶとなればいろいろ説明は受けられているんだろうというふうに思います。ボ

ートピアの敷地面積や建物規模、大きさですね、含め想定集客人数や売上額など、協定を結ぶに当たり説明を受

けておられると思いますので、その点についてもお聞かせをいただければというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

               （２番 太田啓補君「いや、町長に聞いたんです」の声あり） 

 先に。先やって。 

○総務部長（立石浩一君） 現況説明をさせてもらおうと思います。よろしいですか。 

               （２番 太田啓補君「時間がないんで」の声あり） 

 はい。 

 それでは、失礼いたします。 

 太田議員のボートピア建設の状況についてのご回答をさせていただきたいと思います。 

 まず、本区の場外舟券売り場の建設状況についてでございますが、ご存じのとおり、場外舟券売り場の設置に

つきましては、地元同意、議会が反対をしていないこと、町長の同意、この３つが要件となっております。地元

同意につきましては、本年２月に本区の臨時総会において議決をされ、議会が反対していないことにつきまして

は本年６月に本区から請願が出され、議決をされておるところでございます。町長同意につきましては、今月１

９日に予定しておりまして、和気町と倉敷市との行政協定を締結をもって町長の同意とすることといたしてござ

います。このことによりまして、３つの要件が全て満たされるということでございます。 

 今後施設整備が進んでまいるかと思います。施設概要等についてでございますが、倉敷市から聞いております

今後の予定については、協定締結後、施設設置に係る警察協議を行った上、国土交通大臣への施設設置の許可申

請を行いまして、許可を得た後、着工にかかる予定で、令和２年度中のオープンを目指しているとのことでござ
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います。 

 施設の計画の概要でございますが、設置会社は福山市に本社のあります株式会社フューチャー、設置の場所に

ついては設置面積が５，４４０平米、鉄骨づくりの２階建てで、販売の窓口は１３窓でございます。営業日数に

つきましては年間３６０日以上ということで、売り上げ１日平均４３３万円を見込んでいるとのことでございま

す。 

 以上、現状についての答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） それでは、町長、メリットとデメリット、どのように熟慮されたのかということをお願

いします。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） ボートピア舟券売り場の誘致でございますが、地元の方に申し出がありまして、地元の

方では賛成多数ということで誘致をお決めになられました。その事情については、地元区長からご報告を受け、

その後、議会の方へは請願という形で提出をされまして、８対３で賛成多数でご議決をなさっておられたわけで

ございまして、その後、私は６カ月間、熟慮に熟慮を重ねたんですが、結果的にはメリットとして地元雇用３０

というお話もお聞きいたしておりますし、それから先ほど申し上げましたように、部長が申し上げましたよう

に、環境整備協力資金、協力金等についても交付されるということもあります。 

 それと、和気駅の乗降客が、先ほども申し上げましたように、２，６００台になっておりまして、これがシャ

トルバスを、８時半から晩９時半までの営業とお聞きいたしておりますが、シャトルバスを１時間に１本は出し

ていただく、和気駅、会場、シャトルバスを利用するようにという定義もしていただいて、交通停滞を招かない

ようにということについてもご理解をいただいておるところでございまして、これが和気駅の乗降客の増加にも

つながってくる。それと、環境整備、それに地域の皆さん方のご了解、このあたりにつきましても十分連携をと

っていこうというお話でございまして、このあたりが和気町にとっての一つのメリットだというふうに思ってお

ります。 

 デメリットにつきましてということですが、いろんなお話をお聞きいたしますが、私も６カ月間、特に石生４

区の皆さん方の、それぞれ全員じゃございませんが、お聞きできる立場の方々にはこのお話で意向、お考え方等

についての見解をお聞きをいたしておりますが、昔と違って今は場外舟券売り場も１００円券ということで、私

は利用したことはないんですが、インターネットでもどこでも買えるんだというような事情があるというふうに

もお聞きをいたしたわけでございますが、いずれにいたしましても、あそこへ環太平洋大学の野球部を誘致をい

たしましたから、その距離的にも許可権限内に入ってくるということがありますが、ただ許可権限内だけで、そ

れはいいということじゃなしに、あるいはあることで環太平洋大学の野球部の学生へ対する影響っていうのがひ

とつ心配をされるなというあたり、このあたりが一つのデメリットかなと思いながら、今の社会情勢そのものを

考えたときには、まあ許される範囲かなと思いながら６カ月間考えさせていただいて、その結論を出させていた

だいたという状況でございます。 

○議長（安東哲矢君） ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） 私は、ボートピアの建設については反対の立場でございます。 

 先ほどご説明はいただきましたけれども、やはり大学生だけでなくして、周りに対するいろいろな影響が出て

くるんではないかと、それから交通アセスメントもされていないようでありますし、交通渋滞のことも懸念され

るところですけども、そういうことでボートピアの建設については反対をさせていただきたいと思います。 

 最後になりましたけども、防犯電話普及推進についてですけども、これは一度私が議員になったなりたてのこ

ろ、このお話を伺いまして新田危機管理室長とも話をさせていただいて、今後備前市とも調整をしながら進める
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ということのようでございましたので、今後早い段階に防犯電話を買った人に金銭的な補助をするのか、町が購

入をして、それを貸し出すのかということも含めて、早いうちにも検討をいただいて、岡山県の中でももうそう

いうことをしてる自治体があるということが新聞でも報道されていますし、和気町においてもしていただきたい

というふうに思います。最後、時間がなくなったので、答弁はもう結構です。 

 これで私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（安東哲矢君） これで太田啓補君の一般質問を終わります。 

 ここで場内の時計が、午後１時まで暫時休憩といたします。 

               午後０時０１分 休憩 

               午後１時００分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 次に、６番 山本 稔君に質問を許可します。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 議長の許可を得ましたので、私からは２つ質問をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目といたしまして、健康いきいきポイント、これは岡山市の方でこういう題目でポイント制があった

ということで、ちょっと使わせていただいております。こういういきいきポイント導入はしないかということで

お聞きしたいと思います。 

 前に同僚議員の質問で、現在ポイント制は考えてないという答弁だったと思っておりますが、今和気町は医療

費が県内トップということになっております。医療費が高くなるということは、保険料も当然高くなると予想さ

れます。医療費を少なくして、保険料も高くならないようにする方策を考えなければいけないと思っております

ので、この前私、厚生産業常任委員会で研修に行ってまいりました。田原本町というところで、私らが研修した

内容とは違うんです。私ちょっと道の駅の方でこういうのを見つけまして、これ健康ポイント事業、田原本町健

康ポイント事業ということでやっておられます。この内容を見ると、ポイントカードを受け取って、役場等に来

ていただいて１日１ポイントとか、５００ポイントたまると５００円券と交換と、上限は設けられているようで

すが、そういうふうなことで、６５歳以上を対象として、ひきこもりですかね、家の中でずっと過ごしている方

を少しでも家の外に出して、運動するというようなことを推奨してこういうふうなことをしているんだと思いま

すが、私もこういうふうなことをどんどんしていって、和気町の体育館であるとか、それから老人クラブである

とか、そういうところにどんどん参加して、運動したり、それからおしゃべりをしたり、自分の楽しいことを見

つけて長生きできるような、病気をしないような、そういうふうなことを考えてやっていく必要があるんではな

いかと思いまして、こういうことを質問させていただいております。 

 現在介護の方でポイント制が少しあるようなんですが、どういうことなのか、それからポイント制を導入する

に当たって、条件、財政的なこととかいろいろあると思いますが、そういうことがあるようでしたら、それをお

聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 失礼します。 

 それでは、山本議員からの質問について回答をさせていただきます。 

 まず１点目のご質問ですが、これは６月議会の神﨑議員からの一般質問に対する回答についてだと思います

が、これは日々の歩数や健康教室への参加、健康診査などへの受診状況によりポイントを付与し、たまったポイ

ントに応じて商品券などと交換できる制度についてでございます。個々の健康管理には、ポイント制度による動

機づけも必要だと思いますが、その前に自発的に健康な生活習慣を実践するという考えのもと、自主的に健康意

識を持っていただきたいと考えています。そのためにはまず特定健診やがん検診を初めとする各種健診の推進、
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また健康教室や各種運動行事の企画立案、医療費の実情などの情報提供が必要だと考えております。まだまだ周

知不足の点があると認識していますので、今後広報紙などを活用してＰＲをしていきたいと考えております。そ

うした中で、最終的に残る健康無関心層の掘り起こしとして、ポイント制度の活用があると思います。 

 次に２点目、今のポイント制度でございますが、現在の状況を申しますと、健康活動に伴うポイント制度はご

ざいません。 

 そして３点目、導入するための条件でございますが、６月議会のときにご説明しました岡山市が実施していた

健幸ポイントプロジェクトは、平成２９年度、３０年度の２カ年のみの実証試験でございます。現在はそれに関

する補助はございませんが、現在も岡山市単独では続いているようでございます。したがいまして、ポイント制

度を創設するのであれば単町事業となりますが、国民健康保険、後期高齢者医療などの交付金を活用することが

できると考えております。備前市では、健康ポイント事業Ｂポイントといったポイント制度を実施しています

し、赤磐市も令和３年度から健康ポイント事業を実施する予定であると聞いています。両市の状況を勘案しなが

ら、今後検討していきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 答弁ありがとうございます。 

 前向きに検討されていると私は思っておりますが、なるたけ早目にやっていただきたいなと思っております。

老人クラブの方も会員不足とかいろいろありまして、こういう制度ができたら老人クラブの方にもやってくる人

が少しでも多くなるんではないかと思われますし、それから運動することを奨励して健康増進につなげればと思

っております。和気の体育館の方でも和気クラブもありますし、いろんな設備が整っておりますので、和気の体

育館でなしに佐伯のサエスタにもございますし、そういうところを少しでも多くの人が活用していただいて、健

康な生活ができるようにしていただきたいと思っております。 

 ですから、さっきの話ですが、そういうふうなスポーツ施設に行くとポイントが２倍とかというふうになると

か、そういうふうなことをして、なるだけそういうふうな施設の方に足を向けていただくような方策をとって、

これお金がかかることですが、それ以上に得になるような、健康増進をすれば和気町にとってメリットが大変あ

ると思いますので、ぜひこういうふうなことを考えて早急にしていただきたいと思っておりますが、そこら辺は

いかがなものでしょうか、よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 先ほど議員からもお話がありましたように、国民健康保険の加入者の医療費が

岡山県下１位という問題がございます。そうした問題に取り組むためにも健康増進というのは重要であるという

ふうには認識しておりますので、健康事業、それから一般の町民の方の健康に対する動機づけとして今後考えて

いきたいというふうに思っております。 

○議長（安東哲矢君） ここで暫時休憩といたします。 

               午後１時１０分 休憩 

               午後１時１１分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） ありがとうございます。 

 それでは、ちょっと資金面のことでお聞きしたいんですが、これをもし実施するとなるとどのくらいの規模で

やればいいのか、私は結構な金額がかかるんで、１ポイントが少ないような格好でたくさん出ていったら少しで

もお金になるというようなことで考えて、なるだけ低い、安い財政で何とかならないかと思っております。こう
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いう考えでは、皆さんお金がたくさんもらえた方がやっぱりポイントをしっかり稼いでいきたいという願いがあ

ると思いますので、上限をどのくらいなら和気町単位でできるのか、そこら辺のことを少しお答えしていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 健康福祉課長 松田君。 

○健康福祉課長（松田明久君） 失礼します。 

 備前市の健康ポイント、いわゆるＢポイントでございますが、そちらで申しますと商品の合計額は約６０万

円、予算額６０万円というふうに聞いております。和気町におきましても、もし実施するのであればある程度健

康活動に対するインセンティブ、動機づけになるようなものを用意する必要があると思いますので、備前市と同

等程度のものは用意する必要があるのではないかというふうに考えております。 

 なお、財源につきましては、基本的には先ほど申しましたように単町事業になりますが、国民健康保険、後期

高齢者医療等の中におきましては健康事業に対する補助事業もございますので、そちらの財源を活用して実施す

るのであれば活用したいというふうに考えております。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） ありがとうございました。 

 さっきも言いましたように、なるたけ早い導入を目指して頑張っていただきたいと思います。私どももいろい

ろと協力して、できるだけできるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問でございます。 

 ２点目ですが、今皆さんも見ておわかりのように、吉井川、きれいに木を切って、浚渫をする準備が整ってお

ります。この和気橋の上、今公園がありますが、公園、グラウンド、その上にまた公園ができるという話を聞い

ております。もしその公園ができるんであれば、管理の方はまた町の方に委託されてくるんだろうと思っており

ます。今いろんなところで草刈り等、シルバー人材センター、それからほかの団体等、若くない人たちがしっか

り汗をかいて頑張っておられます。それを少しでも軽減したいと思いまして、佐伯に乗用の草刈り機が２台ほど

あります。１台の方はもう古くて余りよくないそうです。１台の方は土手の草刈りとか、吉井川の河川敷の草刈

りに使われております。そういう草刈り機を導入して、少しでも作業性を楽にしていただきたいと思いまして、

今回どんなもんですかということでお伺いしております。 

 グラウンドゴルフの方は、グラウンドゴルフを楽しんでおられる方が整備をされておるんですが、やっぱり草

刈り機でやると大変しんどいということで、芝刈り機の方も少し欲しいなというような意見も聞いております。

今後その草刈り機も、公共のことであれば貸し出しをするようになっておりますが、個人的にしたいというとこ

ろであれば、金額をいただいて貸し出しをするようなことも考えて、効率のよい運用を考えていければ、かなり

高額な機械でございますので、これからも何とかいい方に行くんじゃないかと思いますので、ここら辺について

少しお考えをお聞かせください。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 失礼いたします。 

 山本議員の河川公園ができるようだが管理はどこがするのかのご質問にお答えいたします。 

 現在吉井川河川公園の整備を国土交通省が行っておりますが、これはかわまちづくりの整備事業として平成２

８年度に整備地域周辺の住民代表や各種団体、行政等で組織したかわまちづくり協議会を組織し、整備内容を検

討し、平成３０年３月に国の登録を受け、事業整備が決定したものでございます。整備内容は、親水海岸、遊歩

道、多目的広場、高水敷の整正等を整備するものでございます。今年度から３カ年で実施、完成後は町民のレク

リエーション、憩いの場、環境学習の場として位置づけるとともに、岡山和気ヤクルト工場見学等のツアーの休

憩場所等に利用することとなり、住民や観光客と吉井川を結びつける効果を期待しているところでございます。
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今年度は親水階段２カ所とグラウンドゴルフ場の上流の支障木伐採が予定されており、令和２年度で上流側の低

水護岸、令和３年度で上流側の高水敷と管理用道路の簡易舗装が予定されております。 

 この事業は、国土交通省と和気町がそれぞれ整備について役割を分担し、事業を進めているものでございま

す。議員のご質問の整備後の管理についてでありますが、親水護岸、堤防法面、河川管理用道路については国土

交通省が整備を行い、国土交通省が草刈り等の管理を行います。高水敷の整正の整備については国土交通省が行

いますが、整備された後は多目的広場として和気町が管理することとなります。このように整備後はそれぞれの

役割分担によって管理することとなっております。 

 次に、議員お尋ねの町が管理する場合は乗用草刈り機の整備ができないかについてでありますが、国土交通省

では吉井川管内で３台の自走式大型草刈り機を所有しており、河川堤防の草刈り等の管理を行っております。和

気町では現在３台の大型乗用草刈り機を所有しておりますが、そのうち２台は地元等に貸し出しを行っており、

使用頻度が高く、追加購入は検討する必要があるかとは思いますが、購入する際に今のところ国及び県の補助制

度がありませんので、購入に多額の費用がかかることから、町財政部局と協議を行い、購入については慎重に判

断したいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、山本議員の質問に対しての答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） ありがとうございます。 

 それでは、あそこができるとなると、今土手の草刈り等は国土交通省がやっておりますが、公園のとこら辺も

国土交通省がやってくれるということでしょうか。親水のところはほとんど今までも余り草を刈ってるような感

じは見受けられなかったんですが、そこら辺をちょっともう一回よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） それでは、失礼いたします。 

 今回整備したところに関しましては、川側の法面とかはもう国土交通省がしますので、町が管理するべきとこ

ろは平地の平面のところだけになります。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） わかりました。 

 それじゃあもう一つ、グラウンドゴルフ場の方の草刈り機、これを何とかならんかということをひとつお聞き

したいんと、それから財源の確保ができないということで、新しい草刈り機はちょっと難しいんだということで

あろうと思いますが、今３台あって２台貸し出しをしているということですが、佐伯の方は土手の草刈りは国土

交通省がしないので、地元の地区の人がそれを使ってやりょんですが、ほかのところはもう河川の方は全部国土

交通省がやられて、余り関係ないんかもわかりませんが、荒廃した荒れ地等がありますので、そこら辺を刈るの

に地区の人がどうしてもやっぱり話し合いできれいにしたいんだというようなことであれば、そこを使ってやれ

ばいいんじゃないかと思うんですが、個人的にそういうふうな大きいのを買うわけにもいかないし、貸してくだ

さいというようなことがあれば借りられるのかどうか、そこら辺をちょっと２点ほどよろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 社会教育課長 則枝君。 

○社会教育課長（則枝日出樹君） 現在の河川公園のグラウンドゴルフ場につきましては、手押しの芝刈り機が

老朽化しておりますが３台ございまして、それを主体としてグラウンド協会が年間管理をしてる状況でございま

すので、今後の管理については、先ほど都市建設課長が申したようなことでございますので、そのあたりの管理

については今後町と教育委員会と協議してまいりたいと思っております。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 山本議員のご質問の中でかわまちづくり事業で、今実はグラウンドゴルフ場から上、上
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流３００メートル、国土交通省が２億円かけて３カ年で整備をしようということになっております。それで、と

りあえず一つにはヤクルトへ年間４万人ぐらいな工場見学が来られますので、このバスの駐車場等にも使ってい

ただけるような考え方を持つべきだろうなということの中から、あそこへバスがおりれるようにしたいというこ

とで、そのバスがおりれる部分については国土交通省の方で簡易舗装をしていただけると。それから、バスが回

転する場所と駐車する場所、これも国土交通省の方で舗装していただくという約束になっております。 

 降水期については町が管理をしていこうということでございますが、そこも何とか芝を張ってもらえんかなと

いうお話をするのですが、降水期については地元でやっていただかんといけんということが大原則で、和気町で

はなしによその市町もそれぞれの自治体でやっておるようでございまして、今社会教育課長が申し上げましたよ

うに、グラウンドゴルフ場とか、それからリバーサイドの下、あのあたりは体育館の方で管理を今お願いをして

やっておるところでございまして、今度上流側につきましては真砂のままで管理をしていこうということで今思

っておるところなんですが、管理面においてその河川だけでなしに、高齢化しておりますから町が管理をしてお

る部分、県管理の河川、分かれてくるんですが、町でそれぞれ地元で堤防の法面も管理をしているところがある

んです。 

 そういうところとか、それから佐伯の山の上へ上がりますと、なかなかもう人手不足で周辺の草刈りができな

いというような状況もありますから、今後そのあたりの対応をするのに今委託料で行っておりますが、この委託

料の見直しもする中で、草刈り機の整備もできないものかなということを内輪で協議をいたしておりまして、今

現在ラジコン仕様で国土交通省が持っておる大型の機械はどうも数百万円じゃないようなふうでございまして、

ところが３００万円ぐらい出すとラジコンでキャタピラになった草刈りが今できておるそうでございまして、そ

んなものを今検討しておりますから、またご協議をいただく場が持てると思っておりますので、それまでちょっ

とお待ちをいただきたいなと思っております。 

○議長（安東哲矢君） ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） ありがとうございました。 

 これから草刈り機についても導入を検討してるということでありますし、私はもうしっかりとこれを進めてい

ただきたいと思っております。 

 これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（安東哲矢君） これで山本 稔君の一般質問を終わります。 

 次に、９番 山本泰正君に質問を許可します。 

 ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） 議長の許可を得ましたので、私は和気町財政の行方についてと、議会対応と各種団体へ

の対応等について通告をいたしておりますが、議会対応と各種団体への対応についてをまず質問させていただき

たいと思います。ご了承ください。 

 まず、平成３０年度当初予算で総務費の職員研修委託料７５万円が計上されておりましたが、この中からドロ

ーン講習料に１００万円以上支出したということが後でわかりました。また、３１年度予算では備品購入欄には

なかった町長車の購入、リースで月額６万５，０００円程度と聞いておりますが、この町長車購入につきまして

は、私は全くわからない時期に、ある町民から、おい、でえれえ町長車を買うたんじゃな、そねえな余裕がある

んならデマンドタクシーを買って、週に一度でも交通弱者対策を考えれんのかと言われました。私は町長車など

買うようにはなっとらん、前町長がプリウスを買って、まだ間がない、まだ新しいと回答してしまいました。と

ころが実際はリースで、議会へは説明もなく購入しております。ましてや７年間のリース契約ということになれ

ば、以後６年間、債務が発生するわけでございます。これらを新規事業として議会へ細部説明をしなかった理

由、これをお尋ねいたします。このようなことが出てきますと、執行部と議会との信頼関係がなくなってしまい
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ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、区長会での町長の発言でございます。 

 防災都市公園関連で、区長の反対している議員は何を反対しているのか、説明してほしいとの区長会での質問

に対して、町長はいろいろ言っておられますが、まず４項目についてお尋ねしたいと思います。 

 ３０年９月の議会でございますが、これは町長の言っている言葉なんです。この事業は８１１万円の概算事業

費をその前、２月の月にご議決をいただいて、全体の事業費、総事業費が２０億円、社会資本整備事業交付金が

１０町歩という縛りがございますとのことですが、あと省略しますが、この８１１万円というのは球場と総合グ

ラウンドの調査委託料でございます。防災都市公園関連の事業費ではございません。 

 次に、南海地震、東南海地震も３０年以内には７０％から８０％の確率で震度６くらいが発生するだろうとい

うことを内閣府が公表しているんです。これを考えたときに、ハウスメーカーの家はもつかもわかりませんが、

もう瓦を上げた日本建築はもちませんよとの、これも町長の発言でございます。和気町の防災計画及び岡山県の

被害想定では、和気町の震度は５強、実際は５．２でございます。そして、揺れによる建物被害は、全壊は１

棟、液状化による建物被害、全壊５棟でございます。こんな情報が流れれば、移住者の和気町を選んだ理由、災

害が少ない町和気町ということが第一位となっているようです。このようなことでいいのでしょうか。 

 次に、反対の議員の意見といいますのは、実はあそこは５メートルから１０メートルの浸水地域だ、防災マッ

プはもう真っ赤だと、いかにも反対議員が言っているようですが、私の知る限り、防災都市公園事業に反対して

いる議員の中には、２メートルから５メートルの浸水地域で青塗りであり、全戸配布した和気町の防災ハザード

マップの浸水地域の防災施設の設置は問題だとのことで反対をいたしております。反対する以上、そこらあたり

の勉強は十分していると思います。 

 次に、野球場は要らない、野球場をやったって誰も使う者はいない、こういうふうに言われる議員もおられる

んです。ところが一人になったら、野球場はもう本格的な野球場ならみんな来てくれるぞと、中途半端なことを

やってもいけないぞと、反対している議員は議場の外ではこういうふうにおっしゃっておられます。その議員に

そんなけんかを売ったりするつもりはありませんとのことであります。この件については、野球人口、野球をす

る人が減少していること、そして学校跡地問題で総合グラウンドを創志学園へ貸与したものの、創志学園の理解

を得て、和気町の大会にも使用可能なこと、また佐伯グラウンドも整備し活用しており、現在の和気町に緊急を

要する問題ではないとの考え、そして高校野球や社会人野球を呼ぶとの提案に対しまして、瀬戸といいますか、

万富に観客席も整備した本格的な野球場があるから、少なくともそれよりもグレードの高いものをつくらないと

町外者は来てもらえないんではないかというような議論は我々も何度もしたところでございます。 

 このような発言が７月１２日の区長会であったそうですが、私は６月議会で町長の間違った発言に対し修正す

るよう副町長と総務部長にお願いし、間違った措置等があれば訂正する旨を約束をしたと思っております。区長

会は行政区の代表者であり、区長会の報告を区民に報告しているかと思います。議会だけでなく、各種団体での

町長の発言は非常に重いものがございます。この件について同席していた執行部の考え方を、まず副町長から回

答願いたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） それでは、山本議員の質問に対して副町長というご指名でございますが、全体的に私に

全権責任がありますので、私の方から冒頭でご説明をさせていただきたいと思いますが、８１１万円の総合グラ

ウンドの調査委託料についてのご質問でございます。 

 これは我々行政マンとして効率のいい事業運営をするためには、そのあたりの専門的な見解を正しく判断をす

るっていう意味の中から、文科省の補助事業では補助基準が低いために社会資本整備事業交付金、これは広場を

整備する場合に対象になるということで、しかも１０町歩という縛りがありますが、その１０町歩の中で、少



- 83 - 

子・高齢化社会の中でこれから管理運営をするために維持管理費が軽減できるような、そういうことが基本にな

ってその１０町歩というのがあるわけでございますが、このために８１１万円の調査委託料を２月の議会で議決

をしていただいて、それをコンサルと委託契約をして計画をつくって、それを今度は国土交通省の方へ、議会へ

も説明をさせていただき、国土交通省の方へも社会資本整備事業交付金のヒアリングをさせていただいて、お認

めをいただいたという経緯でございますから、これはそれで何も私は問題がないというふうに思っておりますの

で、これはそういうふうにご理解をいただきたいと思います。 

 それから、震度６弱、これは内閣府が公表しとることでございまして、今後３０年以内には南海地震、東南海

地震ですか、これが岡山県では７０％から８０％の確率で発生する可能性があるだろうと、この地域では震度６

弱だというふうに公表しとられるの、これは５弱というのは私は初めて今聞いたのですが、これ私の認識不足か

もわかりませんが、私は６弱というふうに聞いております。 

 それで、阪神大震災の時点で瓦を上げた住宅については倒壊が激しかったと、ハウスメーカーの住居について

は倒壊をしていないというような状況が現実にある、そのために最近ではハウスメーカーの家が、どんどん瓦を

上げない家、それが建てられておるというのが現実の問題として私は捉えておりますので、そのようにお話を申

し上げたんであって、決して震度６弱ではもたないというのも、これは私は何かの本で読んだことがあるんです

が、この近辺震度６弱で瓦を上げた古い家はもうもたんだろうというような情報は、私は私なりに認識をしてお

るつもりでございまして、決してでたらめなことを言ったことじゃございませんので、誤解のないようにお願い

をします。 

 それから、防災マップについては、ここへ私も今持っておりますが、国土交通省が出しとる防災マップについ

ては赤塗りなんです、大きな河川のへりは。それで、５メートルから１０メートルっていう、益原のあの地域も

５メートルから１０メートルというのは国土交通省のここへ持っとんです、私は。５メートルから１０メートル

というのははっきり書いとんです。それが和気町が出しておる平成３１年、最初は２９年に出しとんですが、こ

れについては２メートルから５メートルで青塗りだということでございまして、このことを国土交通省の防災マ

ップばっかりを中心に私が見ておりましたから、私の誤解もあったかもわかりませんが、これ決して根拠のない

話をしたわけじゃありませんし、これが反対をせられておられる議員方は、あそこは浸水地域だということはも

うこれ事実でございまして、ただそれが５メートルから１０メートルというのは、これはもしそれを言っていた

のでしたら、前回の区長会でも私は体調を崩して出席をいたしておりませんが、訂正をさせてほしいというので

文書で訂正をしとります。それでご理解をいただかんと、それ以上こういう一般質問の場所で、これがどうのこ

うのというような議論をするような内容じゃないというふうに私は思っておりますので、これもひとつそのよう

にご理解をいただきたいと思います。 

 それから、野球場は要らないというのは、これは野球人口がどんどん減っておるというご発言は、議員の中か

ら実は反対の理由であったんです。それで、中途半端はいけないとかというような話を私がしたというて言うん

ですが、これは私はちょっと記憶にありませんので、この場外でしたこと、一般の仕事外でやったことでしょう

か、それとも勤務の中でやったことでしょうか。 

               （９番 山本泰正君「この中へあります。区長会の会議録へ言うとることし

か、私は言うとりません」の声あり） 

 中途半端はいけないというのを区長会で言うとりますか。 

               （９番 山本泰正君「言うとりますよ」の声あり） 

 いずれにしましても、最初代替施設をぜひやるべきだという発言は、今の９番議員、山本議員の方から発言な

さって、そのことも踏まえながら皆さんがご検討したことでございますから、そのことはご認識をいただきたい

と思います。 
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 それから、区長会で中途半端な施設はするべきじゃないというのは、ちょっと私がもし言っとんでしたら、そ

れは訂正をさせていただきます。 

               （９番 山本泰正君「６ページ目へ書いとります」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） 質問したことが答えられてないし、１の説明がなかったということが……。 

○議長（安東哲矢君） 山本議員、ちょっと立って言ってください。 

○９番（山本泰正君） いや、立ってじゃない。１回目の回答がねえから言よんじゃ。 

○議長（安東哲矢君） いやいや、質問になるから。 

○９番（山本泰正君） ４回しかできんのじゃから。 

○議長（安東哲矢君） 続けてください。 

○９番（山本泰正君） ほかの回答をしてもろうてください。 

○議長（安東哲矢君） 総務部長 立石君。 

○総務部長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、山本議員のご質問でございますが、令和元年度の予算に伴います庁用車リースということでござい

ますが、こちらについては総務費の使用料及び賃借料の中で庁用車のリース料を計上しております。この中で町

長車じゃなく、このことにつきましては来客用の車でありまして、町長車の位置づけではないということはご理

解いただきたいと思います。企業誘致、それから講師等の送迎、イベント等のそういう講師の送迎に対応すると

いうことで、本年の１０月からリースを行っておるものでございます。 

 それから、平成３０年度のドローンの職員研修のことでございますが、このことについては平成３０年度の決

算で、今ちょっと手持ちの資料がございませんので答弁の方ができませんので、後ほどにさせていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 副町長 稲山君。 

○副町長（稲山 茂君） 山本議員の方から６月の定例議会で町長に対する発言が間違ってるとか、そういうこ

とについて執行部としてそのことを訂正をしろと、それにつきましてはそういう対応をさせていただきますとい

うご回答をさせていただきました。 

 ただ、この区長会につきましては、町長のお考えがありますので、そのことを数字が違ってるとか、考え方が

違ってるとかというようなことには、我々として町長をいさめるようなことはいたしておりません。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） 今副町長から回答がございました。 

 １０月１１日、前回区長会での発言の訂正について、前回区長会７月１２日の和気町洪水土砂災害ハザードマ

ップ内河川想定区域に関する説明を、平成２９年に国土交通省が公表した最大規模の雨量による浸水想定Ｌ２を

用い説明したと。Ｌ１、Ｌ２というのは我々にも全くわかりませんし、私が問題視しているのは、反対している

議員が５メートルから１０メートルの浸水地域だと言ったということを言っているのが問題なんです。町長が間

違って５メートル、１０メートルというのは、それはそれで結構かもわかりませんし、町の防災計画、これや岡

山県の被害想定結果、これらにはきっちり、これここを一部読みますけど、町において７つの地震被害想定のう

ち、本町に最も被害を及ぼすと予測される部分、本町における最大震度は５．２と予測されている。最大震度

５．２、最小震度４．４、震度６強、ゼロ、震度６弱、ゼロ、そういう、これをきっちり出されとんですよ。こ

れは執行部は見とらんの。ここら周りを私は信じてますから、町が出したもの、防災マップにしても、和気町の

計画にしても、そんなものをさておいて言われたんじゃ困りますし、防災公園事業を進めるために瓦を上げた日

本建築はもちませんよとか、こういうことをやっぱり議会で言われたとしたら我々も反論もしますけど、区長会
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でさらりと流されて、反対もなかったということは、これ地元へ帰って区長が報告されるおそれも当然ありま

す。この区長会の会議録の中にも、ある区長は、町長が説明されたことを機会あるごとに住民にしているという

ふうなことも言うとられます。だから、区長会での発言もきっちりしてもらわないと困りますし、いろんな流れ

の中で、反対議員は反対議員はでこういうことを言われると、反対議員は、先ほども言いましたが、５メートル

から１０メートルというたら、あそこを１０メートルというと、もうここらあたりもほとんどつかってしまいま

すし、本当に実質に合う数字かどうかもわかりません。そういうこともあるんですけど、段取りが副町長に聞い

てから次をお願いしたいと思うたんですが、先ほどちょっともとへ返ります。 

 ドローンの講習料、これはまた次回に質問もしますが、送迎車、黒塗りで、あれ何というんかな、アルファー

ドというんかな、何か黒塗りで送迎車を買うんですか。そういう余裕があるんでしたら、送迎車に使うんなら、

あいたときにはデマンドタクシーにでも使うてください。 

 いろいろ先に町長の方から反論的な意見もありました。こういうことを議会で十分言ってないことも言われて

おりますし、反対している議員が反対している議員がという形で言われるのは、私たちは非常に不愉快でござい

ます。ぜひ町長も、先に言われたから言いますが、和気町が計画した防災計画、それから和気町が発行したハザ

ードマップ、これを中心に町内には言ってください。我々は５メートルから１０メートルの益原地区が浸水地域

だというのは、後から聞いた話です。事実にもしあるとすれば、何で１０メートルがここへなるんなら、どうい

うときになるんならと、公表をされたとしたら、すぐやかましく言っていく、本当に１０メートルあっこがつか

る可能性がありますか。ましてや１０メートルもつかるとこへ防災の拠点を置く、逆にとんでもない話じゃない

ですか。 

 それで、こうも言っとられるんですよ。浸水地域だということは、益原の地区の人に失礼ですよというような

ことも言うとられます。２メートルから５メートルは失礼で、５メートルから１０メートルは失礼じゃないんで

すか、ほんまとんでもないことを言っておられるように私は思います。それらのことを同席した執行部の方々は

傍観者にならないで、これはだめだということは訂正してください。そうしないと、例えば７月のことを１０月

に訂正しても、その間には間違った情報も流れてると思う。間違ったことがあれば即そこで、町長も勘違いもあ

りましょうし、間違いもあろうかと思います。だから、それはやっぱり直してもらわんとだめです。ということ

を強くお願いしておきます。 

 ちょっと言う順番が違いましたけれど、私の聞いとるところでは今言う町長車、一町民からだけかもしれませ

ん。多くの町民とは言いませんが、そういう声もありましたんで、送迎車かどうか知りませんが、その他のリー

スで買う車等については債務負担が後年度へ残るわけですから、これは必ず説明をしてほしいと思います。とい

いますのが、これだけですか、今年は。町長車だけですか、今年は。何かほかのもあったように聞いとんです

が、各費目で…… 

               （町長 草加信義君「町長車やこう買うてねえ」の声あり） 

 というんが使用料及び賃借料ですか、これでその中へやられると、備品購入で６００万円じゃ７００万円じゃ

というような数字が上がってくれば、我々も質問します。当然します。けど、使用料の中へ５万円や６万円、７

万円、たとえ１０万円増えても、一般管理費の大きい中で前年度との比較はしますけど、５万円や１０万円増え

たのを議会が一々チェックを入れてということにはなりません。そこらあたりは後年度へも債務が継続するわけ

ですから、こういう問題はぜひ議会の方へ報告じゃありません、協議をしていただきたいということでございま

す。何かあったら言ってください。どうせもう１０分ほどしかありません。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） まず、１点目の私の発言に対して職員が訂正をせえというようなご命令をいただくよう

な場じゃございませんし、そういうことにはなっておりませんので、それは議員の発言として、考えて発言をし
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ていただかないといけないということが１点でございまして、それから町長車、町長車と言いますが、私は町長

車というのは今初めて聞いたので、この前も何か町長車をどうのこうのというような、資料を出せとかなんとか

というような、議長から請求があったんですが、町長車というのは私は一遍も聞いたことありませんし、送迎用

の車両として、もう２５年も２０年以上たったような車両ばっかりですから、和気町の役場の中、たくさん乗れ

るのは。ですから、それは和気町の今１万４千少々の町で、岡山県内１５市１２町村ありますが、黒塗りの車、

黒塗りの車、どこの自治体も皆それぞれにやっぱり敬意を表するという意味もあったり、それなりの来客もある

わけでございますから、それは失礼にならないためにもそういう車両の整備はさせていただくのが和気町の信用

問題にも私はなると思っておりますので、それはご理解をいただかないと、執行権の中でご理解をいただかない

と、議会で使用料について説明をせえというような話にはならんのじゃねえかなと私は思っておりますので、そ

れは見解の相違でございますが、そのあたりひとつご理解をいただきたいと思います。 

 それから、和気町が出しとるものを中心に物を言えというて言ようられるんですが、これは訂正をさせていた

だこうということで今協議をしておりますが、ここへ私持っとんです、国土交通省の防災マップを。これには平

成２９年４月に国土交通省が出しとんです。これは赤塗りなんです。ですから、私はこればっかりを中心に検討

しようりましたからそういうことになったんでございまして、そのことについてはこの前の区長会でも文書で訂

正をさせていただいとんですから、それでご理解をいただかずに、まだこれをいろいろなお話をしょうられます

が、それはちょっと理解に苦しむんです、私は。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 山本議員の南海トラフの地震の揺れの想定について、これはちょっと認識を解いていただかないと、間違った

情報が流れる可能性がありますので。 

 和気町のハザードマップでも、和気町の最大震度６弱というふうに記載をしております。これは国のデータを

基に岡山県でふるいにかけまして、それを和気町に当てはめたやつですね。震度６弱、和気町の南部で震度６弱

あります。それから、５強の箇所もありますし、佐伯地域のあたりは５弱ということで、最大震度５弱というこ

とはありません。６弱でございますので、お願いしたいと思います。 

 それから、倒壊被害も、これも国のデータでは面積に対しての６弱の割合等ではじくんですけど、１棟という

ふうに防災計画の方ではなってます。ただ、液状化による建物被害が５棟、それから大規模半壊については６３

棟ございます。それから、半壊も揺れによるものが１１４、液状化によるものが１１５、こういうふうな被害想

定になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ちなみに６弱ですと、木造建物の場合は瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもあ

る。これが気象庁の出している６弱の被害の状況、そういうことになります。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） とんでもない話になりょんですが、町長車を買うた、送迎車を買うたうんぬん言よんじ

ゃないんです。我々にもちゃんと、リースでするんなら次の年度へかかわるんだから、ちゃんとした説明をして

くれにゃいけんよ、なぜせなんだんかなというのが最初の質問であります。 

 それから、町長が間違ったことを言っても、これは職員は訂正する権利がないような意味のことを今言われた

んじゃけど、やっぱり間違うたことは直してもらわんと、間違うた流れが次々に行ったらいけんということと、

５メートルから１０メートルというのを今図面まで国土交通省の出して言ようられますけど、それは自由にやっ

てください。反対しようる議員が５メートルから１０メートルある言よんのが、これは間違いじゃないですかと

いよんですから、我々はそんなことを言った覚えはありません。２メートルから５メートルで、浸水地域へ防災

都市公園の中心を持っていくのはどうかなということは言っております。そのあたり勘違いしないようにお願い
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をします。 

               （町長 草加信義君「ちょっと今の答えをさせてもらわないといけない」の声

あり） 

 ええ、ちょっともう時間がねえ。 

○議長（安東哲矢君） よろしい。時間がねえ。 

               （町長 草加信義君「時間がのうたって、その後、答えを」の声あり） 

 ほんなら、簡単に。簡単に。 

 ええ。 

               （９番 山本泰正君「ええ」の声あり） 

 ほんなら、ええということなんで、はい。 

               （町長 草加信義君「決裁権限についてでございますが」の声あり） 

               （９番 山本泰正君「議長、どねえなっとんなら」の声あり） 

               （事務局長 田村正晃君「議長が許可をしたんじゃから」の声あり） 

 ちょっと、ほんならもう簡単にしてください、ほんなら。ちょっとほんなら山本議員、ちょっと待ってくださ

い。 

               （９番 山本泰正君「議長に言よんじゃ。わしは許可をもろうたから出てきょ

んじゃ」の声あり） 

               （町長 草加信義君「わしも許可をもろうたから発言しよんじゃ」の声あり） 

 ちょっと、町長、ほんなら簡潔にしてください。もう簡潔に。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 使用料等につきましても和気町の財務規則というのがありまして、山本議員、十分ご承

知だろうと思いますが、決裁権限の中でやっておることでございますから、そのあたりはご理解をいただきたい

と思いますし、職員から私が訂正をしたり、指導したりしていただくというような、そんなことを議会の方から

ご指示をされるというのは筋が違うと私は思うとります。もし筋が違わんのなら、それはそれなりにまたご指示

をいただいたら結構です。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） ちょっと時間の方もなくなってきましたが、財政の見通しということで質問をする予定

でございましたが、何にしても厳しい和気町の財政状況は今後続きます。厳しい財政状況の中ですが、高齢化が

進んで後継者不足の農業、そして過疎地域の集落の崩壊というようなことも懸念されます。町道、農道等の整備

促進をぜひお願いしたいということと、町道、農道は交付税措置もありますので、ぜひとも対応を願いたいとい

うこと、また町道の草刈り等、旧佐伯町と和気町との合併当時から２６年３月議会でもこの調整をお願いをして

おりますので、このあたりをぜひよろしくお願いします。 

 それから、町営バスのわけまろ号の利用者、かなり多くなって成果を上げているというふうに私も思っており

ますが、停留所へ行くことが困難な交通弱者、このために山田地域や日笠地域などへデマンドタクシーを週１回

でも２回でも復活できないか、再登場を願う交通弱者の方もおられます。また、一部の有志で運営してきた長寿

フェスタ、この町の支援もぜひお願いし、継続をしていただきたいというふうに思います。 

 これはもうお願いだけになりましたが、今日は私も執行部に対して指摘もし、厳しいことも申し上げました

が、やはり予算の執行、最後に町長も言ようられましたけど、４回目になるから言えなんだんですが、執行は予

算が通ったから自由でございます。しかし、その中でやはり説明責任というのは当然あります。リースにすれば

五、六万円のものが、備品購入で買えば五、六百万円とかというような状況にもなるんかもしれませんが、備品
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購入であれば、やっぱり金額が大きいから我々も質問できます。使用料の中へ組み込んでリースで買うというの

は、手法の違いではありますが、我々にはチェックができないというところがありますので、そのお願いをした

わけでございます。 

 現在の和気町の議会、防災都市公園問題でぎくしゃくした状態が続いております。こんな状態が続けば、町民

にも波及するのではないかというふうに心配いたしております。議会は町民を代表した行政の最高決議機関でご

ざいます。そのことも踏まえ、この事業は議会が６対５、あるいは５対６で賛成したり反対したりするような事

業ではなく、議会も町民も７割なり８割の方の賛成を得てする事業だと思っております。議会の方も議会改革を

目指して、議長とともに頑張っていきたいというふうに健全な議会を目指しておりますので、ラグビーで有名に

なったワンチームを目指して頑張ろうと思いますんで、ぜひとも議会の方もご理解をいただきたいと、そして執

行部の方もご理解のほどをよろしくお願い申し上げて、私の一般質問を終わります。 

○議長（安東哲矢君） これで山本泰正君の一般質問を終わります。 

 ここで場内の時計が、２時３０分まで暫時休憩といたします。 

               午後２時０９分 休憩 

               午後２時３０分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 次に、１番 尾崎智美君に質問を許可します。 

 １番 尾崎君。 

○１番（尾崎智美君） 一般質問の機会をいただき、ありがとうございます。 

 本町でも防災都市公園の議論があり、地震や台風の報道を見聞きする中で、町民の間でも防災や減災への関心

が高まっているように感じます。有事の際に行政がどのような体制で動くように計画されているのかについて質

問したいと思います。 

 現在議会事務局に張り出されてる和気町災害対策配備体制を見ますと、警戒レベルごとに大きく分けて２種類

の人員配置割り当ての体制ができてるように思います。その人員割り当てには、具体的な職員の名前も割り振ら

れていて、実効性のあるものではないかと思います。警戒レベル３以上の組織には、本町が全国に誇る消防団も

組み込まれています。災害の発生が予想される事態とか、災害の発生後の体制についてどのようになっているか

という質問ですが、太田議員への答弁もあり、ある程度わかりましたので、概略や補足で結構ですのでお示しい

ただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 尾崎議員の災害発生時の体制はという質問にお答えをいたします。 

 台風や大雨が予想される場合には、気象台の発表、それから県の防災シナリオを参考に、本町独自の防災シナ

リオというのを作成をしております。そのシナリオに沿って関係部局との調整や河川、それから降雨量の監視体

制の強化、資機材の準備を行います。当然シナリオは変更となる場合がありまして、状況に応じ、随時見直しを

行っております。状況にもよりますが、警戒レベル３となり、避難準備・高齢者等避難開始を発令するに至る場

合は指定避難場所を開設し、特別警戒態勢となりまして、町の災害対策本部を設置し、更に警戒を強めることと

しております。この時点で消防団にも出動要請を行いますが、実際にはこれ以前より区長様の要請等により各地

域で自主的に警戒に当たっていただいております。 

 議員がおっしゃられている和気町災害対策配備体制につきましては、昨年の７月豪雨災害の教訓から警戒態

勢、それから特別警戒態勢、非常態勢における職員への指揮命令系統と役割を明確にするために作成をいたしま

した。特に情報共有と情報伝達について多くの課題が残ったことから、情報の集約と発信は町災害対策本部の担
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当課であります危機管理室で一括管理し、共有することとしております。災害後の被害状況の調査、それから復

旧活動の際は、災害対策本部の職員配置によりまして町民の皆さんが一刻も早くもとの生活に戻れるよう、町を

挙げて全力で復興を目指すこととしております。役場、消防団については、情報伝達体制、指揮命令系統は一本

化されております。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） １番 尾崎君。 

○１番（尾崎智美君） ありがとうございます。 

 有事や大規模災害の際に必要なことは、指揮命令系統が一本化されていて、組織全体として全ての部署が適切

に有機的に機能することです。逆に最も危惧されているのは、指揮系統がばらばらであることです。個人的に危

惧していることは、おのおのの議員がよかれと思って、どこどこが崩落しているから対応してくれとか、土のう

が足りないから持ってきてくれといった連絡を行政にしてしまうことです。情報は貴重ですが、個々の議員がそ

ういった電話をすると、現場の足を止めてしまったり、より緊急の情報が寄せられるのを邪魔してしまったりし

て、避難や復旧をおくらせる可能性すらあります。現場にも議員からのじきじきの連絡だからと余計なそんたく

を生じさせる可能性もあります。 

 このように考えてみると、有事の際の準備は行政や消防団にだけ必要なのではなく、議会も非常時の準備をし

ていくことが必要ではないかと感じています。もちろん議員団としてどのように町民の支援をするかについて

は、行政側の問題ではなく議員側の問題ですので、議員間で話し合っていくことが必要だと思います。そして、

議員団としての体制が整った上で、その次の段階として行政との連携を図っていく必要があるのではないかと思

っています。万が一大規模災害になると、行政と消防団だけでも手が足りないということになるのではないかと

思います。その際には、本町の町民がワンチームとなり、互いに助け合わなければならない状況になると思いま

す。行政、消防団、警察官に加え、議員団、区長会、商工会の青年部や婦人部、その他有志の町民ボランティ

ア、他地域から支援に来てくれたボランティアなども一元的に管理していかなければならないのではないかと思

います。 

 自衛隊が支援に来てくれた場合は、その道で豊富な経験を持つ自衛隊と地元を知り尽くした行政が連携して災

害対策本部をつくり、ワンチームとして復旧に当たることが必要ではないかと思います。災害時の人員割り当て

の表を見てみますと、指定避難所の人員体制が女性のみで構成されているようです。３交代で対応するようです

が、負担が大きくならないか心配にもなります。 

 東日本大震災の翌日、菅 直人首相は福島第一原子力発電所の事故現場に乗り込みました。トップが現地に行

くことによって現場が混乱し、かえって邪魔になることもあります。国会の原発事故調査会の報告書でも、菅さ

んの視察をよい介入ではなかった、指揮命令系統の混乱を拡大する結果となったと結論づけました。原子炉の冷

却作業に関しても、東京電力本店からの海水注入の停止の命令を無視して、現場の判断で吉田所長が注水を継続

させたことが最悪の事態の回避につながりました。有事の際に上からの命令に従うのか、現場の判断を優先させ

るのかという問題は、しばしば遭遇する問題です。先ほどの注水作業の継続は命令に従わなかった現場の判断が

正解でしたが、常にそうであるとも限りません。自然災害そのものは天災であっても、備えをしていなかった行

政、備えを推進しなかった議会、災害発生後の不手際な対応や準備不足などは人災であるとのそしりも免れませ

ん。公務員は公衆への奉仕者、いわゆる公僕であります。議員も特別職の公務員ですから、町民に奉仕すること

が求められます。緊急事態なら、なおさらです。うまく連携していく必要を感じます。 

 災害対策基本法は、自治体に地域防災計画を定めることを規定していますが、現状では各自治体の地域防災計

画の中に議会に関する記述はほぼないそうです。行政側に対して言うことではありませんが、議会として災害時

にどのようにかかわるか、あらかじめ議員間で議論しておくことの必要性を重ねて訴えておきます。 
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 行政、消防団、警察官だけでは人手が足りないときに、議員団、区長会などのグループの力もかりられる体制

があった方がいいのではないかと先ほど発言しました。もちろんそういった訓練されてない人に危険を伴うこと

をさせるということは二次被害にもつながりますので、被害が大規模でない場合はそういった人の手をかりない

のも一つの判断であるかとは思います。このあたり災害発生時の体制ということで、何か補足などありましたら

答弁いただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） ありがとうございます。 

 本町では、区を単位といたします自主防災組織が区長様、それから消防団を中心に現在５２区のうちの５１区

で組織をされておりまして、日々防災に関する研修や訓練を行っていましたり、それから防災資機材の整備を各

地区でしていただいております。昨年の７月豪雨の際も、自主防災組織の判断で住民に声をかけていただき、避

難誘導させたことで安全を確保できたというケースもございました。また、先日も区長協議会の研修で、神戸市

の北部、大沢町というところの自主防災組織の取り組みについて研修をしていただいたところでございます。日

ごろからのコミュニティの形成、これが災害時における住民の安全・安心につながるものと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） １番 尾崎君。 

○１番（尾崎智美君） ありがとうございます。 

 話は少し変わりますが、私は現役の消防団員でもあります。数年前に矢田部消防団の部長をさせていただきま

した。そのころから矢田部消防団では、互いの連絡にＬＩＮＥのグループを活用するようになりました。火事の

ときは告知端末を通しての出動命令もありますが、電話での出動命令が各分団長から部長に来て、部長は各団員

に電話連絡をして出動するというものでした。それがＬＩＮＥによる連絡により、一斉に団員全員に伝わるよう

になりました。それにより伝達がスムーズになり、出動までの時間が短縮されました。火事の現場への駆けつけ

は一秒を争います。情報の一斉送信による数分の短縮で守られる生命と財産は大きいです。そういった報告を部

長会でしましたら、早速部長会でもＬＩＮＥグループをつくり、６分団の部長間の連絡がスムーズになりまし

た。矢田部消防団の場合、その部長が届いたＬＩＮＥメッセージを矢田部消防団のグループＬＩＮＥに転送しま

す。ＬＩＮＥですと位置情報も送信できるので、現場の位置や互いの位置の確認がしやすく便利です。この効果

は、日々訓練して、ホースを手際よくスピーディーに延ばすことで得られる時間短縮効果よりもはるかに大きい

ものです。もちろん訓練を否定するつもりはありません。災害時に情報を効率的に共有する手段は大変有効だと

いうことです。 

 町民にもお知らせする意味で質問したいと思います。 

 各家庭に告知端末があり、毎年９月の避難訓練でも、避難とか要支援のボタンを押して避難することになって

います。要支援のボタンを押したときにどのようになっているのでしょうか。ただ単に矢田部では要支援のボタ

ンを押した人が何人といった数字が出るだけなんでしょうか。誰々さんの家で要支援ボタンが押されたという状

況までわかるようになっているのでしょうか。そして、その情報はどのように伝達されるんでしょうか。消防団

の団長などに電話で伝えられ、そこから各分団に指示が伝えられるようになっているのでしょうか。それともメ

ールのような文章で、必要な人に一斉に情報が伝わるようになっているのでしょうか。ホームページを閲覧する

ような形でサーバーにアクセスすれば、その状況が見れるようになってるのでしょうか。 

 町民は年に１回、消防団や区長を中心に避難訓練をしますが、要支援ボタンが押された家への救護の訓練はし

ていないと思いますが、そういったことの必要性はないでしょうか。近年は個人情報の保護が盛んに言われま

す。個人的には少し行き過ぎてるようにも感じますが、消防団であってもこの家が独居老人のお宅だとか、この

家の人は足が不自由で避難に支援が必要だといった情報マップを持っていないようです。そのあたりの個人情報
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保護と災害時の支援との兼ね合いも考えていくべきではないかと思います。告知端末からの情報はどのように町

に伝わり、その情報はどのように現場につながるかといった点などを中心に答弁いただければと思います。 

○議長（安東哲矢君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 告知端末の要支援ボタンとその後の動きについてご説明をさせていただきま

す。 

 避難準備情報や避難勧告の発令のときに、告知端末の情報というのは役場で集計をしております。集計してい

く中で要支援のボタンを押された方というのは、こちらでどこのどなたが要支援のボタンを押されたかというの

は把握できますので、役場から連絡をとらせていただくようにしています。連絡をとらせていただいて、状況を

確認をしております。また、連絡がとれないご家庭もございますので、そういう方には消防団、それから東備消

防組合が自宅を訪問し、状況確認をさせていただき、対応をしております。実際に防災訓練のときに要支援のボ

タンを使った訓練をしている地区もございます。 

 今回田ヶ原地区では岡山県のモデル事業で避難行動計画の作成を行っておりまして、ほかの方のご質問でも言

いましたが、今月１５日、今度の日曜日にそれを用いた避難訓練を実施することとしておりますので、ぜひごら

んになっていただきたいというふうに思います。この田ヶ原地区の取り組みは、岡山県の中でも非常に注目をさ

れておりまして、この取り組みが和気町全体に広がることを期待しているものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） １番 尾崎君。 

○１番（尾崎智美君） ありがとうございます。 

 告知端末の使い方だけでなく、どのようにそれが役立つかも町民に知らせるよい機会になったと思います。 

 杞憂かもしれませんが、毎年９月の避難訓練は全町一斉での訓練で、日程も時刻もあらかじめわかっていて、

多くの人がその時間帯は留守にすることから、その時間帯を狙った空き巣などが発生しないように、町民や警察

官も注意が必要ではないかと思います。 

 ２項目めの質問に移らせていただきます。 

 議員になって、まず圧倒されたことは配付される紙書類の量が半端なく多いということです。これらの紙の文

書が全てデジタル化され、パソコンやタブレットで自由に閲覧し、検索できるようになれば便利だろうと感じま

した。しかし、紙の方がいいという議員や、そういったデジタル化にはついていけないという人もいます。私は

議会のＩＴ化、ペーパーレス化、タブレット化は推進していくべきだと考えますし、議会だけでなく、役所の

様々な会議のペーパーレス化も推進していくべきだと考えています。遅かれ早かれデジタル化の方向に向かわな

ければならないのだろうと考えています。 

 ここでデジタル化やペーパーレス化のメリットとデメリットを上げて整理してみます。 

 メリットとして、まず印刷のインク代、紙代、保管代などのコストが削減できます。特にカラーインクは高い

です。膨大な紙の量、インク代、コピー機のメンテナンス代が削減できるだけでなく、それにかかわる人件費も

節約できます。ペーパーレス会議を導入した企業のほぼ１００％が、準備の手間が軽減されたと口をそろえて言

うとのことです。紙資料をタブレットで閲覧できるようにすると、資料をカラーで鮮明に表示でき、小さい文字

を大きく拡大して見ることもできます。導入後の感想として、紙の方がいい、タブレットは嫌と渋っていた高齢

の方が、やってみたら、むしろ紙よりデジタルの方が見やすいと意見を変えるケースが多いと聞きます。その他

のメリットとして、間違いがあった際の差し替えが楽ということがあります。紙の場合、ミスがあった場合の差

し替えのコストは膨大です。 

 次に、デメリットを上げます。 

 まず、手書きメモを書き込みにくいということが上げられます。紙資料であれば簡単にできていたメモ書き
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が、ペーパーレス会議だとタブレットにきれいに文字が書けなかったり、書き心地が悪かったりすることがあり

ます。しかし、この点については、ペン操作にすぐれたタブレット端末が昨今多く登場し、飛躍的に手書きの操

作性が上がってきています。画面の大きさに制約されるため、２枚の資料を並べて見比べることができにくく、

一覧性に欠けるという欠点もあります。また、電源を入れてから起動するまでの時間がかかるため、すぐに閲覧

できないという点もあります。これもそのページだけを印刷しておくなどの工夫で改善できます。結局は起動時

間のロスと紙資料を探す時間のロスとの比較になります。 

 最後に、最大のデメリットだと敬遠されがちなのは、ＩＴリテラシーが要求されるということです。これまで

なれ親しんだ紙から、いきなりタブレットやＰＣで会議をするとなると抵抗感がある方も多いと思います。とは

いえ、スマートフォンやタブレットの普及によって、アナログ世代の方でも抵抗感が弱くなっているように感じ

ます。デジタル化するとセキュリティーが心配だ、情報漏えいが心配だという人もいます。確かにデジタル化さ

れたデータは複製が容易というメリットがあり、それが逆に情報が漏れたときに拡散されやすいということにつ

ながります。しかし、紙媒体であっても、それを画像化したり、ＰＤＦ化した時点でデジタルデータとなります

ので、必ずしも紙媒体の方が情報が拡散されないとも言えないと思います。逆に紙の資料は、何枚印刷されて、

誰に渡ったかを追跡することもできなければ、紛失したことにさえ気づかないこともあります。ペーパーレス化

することによって、アクセス制限や閲覧履歴の管理、ログと呼ばれる誰が何時何分にどの資料を閲覧したか、何

回ダウンロードしたかといった記録によって追跡ができるために、情報セキュリティーリスクの低減につながり

ます。 

 極論を言えば、十数年後はほぼ全国全ての議会でペーパーレス化になってるのだろうと思います。つまり時代

の流れとしてはそういう方向で、それを早目にやるか、ぎりぎりまで粘るかの差でしかないと思います。こうい

ったＩＴ化を無理なくできるだけ負担をかけずに推進していくコツとして、一気にＩＴ化しようとするのではな

く、徐々に無理なくペーパーレス化やデジタル化に置き替えていくのがよいと思っています。 

 では、質問に移ります。 

 会議や議会のペーパーレス化に関しての考えをお聞かせください。推進していくつもりはあるか、まだ時期尚

早と考えているかなどお聞かせください。また、ペーパーレス化の会議や議会を実施している自治体の成果な

ど、わかる範囲で手短にお聞かせください。 

○議長（安東哲矢君） 財政課長 永宗君。 

○財政課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 

 それでは、尾崎議員の役所のＩＴ化、省コスト化についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、会議等のペーパーレス化について推進していくつもりがあるかというお尋ねでございますが、民間企業

を中心に、一部の自治体においてももう既にペーパーレス化への取り組みを推進をされておられます。議員より

先にご紹介のとおり、ペーパーレス化の導入によるメリット、デメリットはそれぞれあるというふうに認識をい

たしております。ペーパーレス化の導入につきましては、もはや時代のすう勢であろうというふうに考えており

ます。進め方や方法、範囲、対費用効果などについて、先進事例等を参考としながら今後調査研究を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

 先ほど議員の方からもご提言がございましたように、なかなか一遍にということにはなりませんが、順次でき

るところから円滑な導入に向けて検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 続いて、ペーパーレス化の導入自治体の状況でございますが、岡山県内で申しますと、玉野市で２０１６年

度、専用のタブレット３０台を導入し、明らかな削減効果が認められたとの新聞報道がございました。また、岡

山市におきましては２０１７年度、ペーパーレス会議システムを事業費８００万円で導入をし、幹部会議等に活

用しており、以後３カ年の試行期間中に効果を検証するというふうにされてございます。また、岡山県におきま
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しては本年度、総務部内におきまして同事業を試験導入をして、効果検証を行っていると伺っております。町村

の動きといたしましては、鏡野町の議会におきまして、議会ペーパーレス化事業に２０１７年度より取り組まれ

ておると聞いております。それぞれの団体におきます具体的な効果額等については把握ができておりませんの

で、ご報告いたしかねますのでご了承いただきたいというふうに思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） １番 尾崎君。 

○１番（尾崎智美君） ありがとうございました。 

 私も幾つかの事例を調べたところ、先進的に導入している自治体からの声は、どの自治体も導入してよかった

という声でした。本町でも前向きに検討いただきたいと思います。 

 先ほどＩＴ化は無理なく、できるだけ現場に負担をかけずに促進していくのが望ましいと言いましたが、あす

からでもできる省コスト化について提言したいと思います。 

 現在本町でのコンピューターの導入台数、ソフトウエアの状況についてお聞きしたいと思います。ウィンドウ

ズで動いてるものが何台、ＭａｃＯＳ搭載のＰＣが何台、オフィスソフトとしてマイクロソフト社の文書作成ソ

フトであるワードや表計算ソフトのエクセルがどの程度インストールされてるかなど、お聞かせください。これ

はおおよその傾向を知るためのものですので、正確な数字でなくて構いません。有効数字一桁か二桁の情報で十

分です。お願いします。 

○議長（安東哲矢君） 財政課長 永宗君。 

○財政課長（永宗宣之君） 町所有のパソコンの種類、台数、使用しているソフトウエアについてということで

ございます。 

 まず、台数についてでございますが、住民基本台帳あるいは税情報等の基幹系業務の専用端末として所有若し

くはリースしているパソコン、あるいはタッチパネルディスプレーは３９台ございます。学校現場におきまして

児童・生徒、教員用としてパソコン、タブレットは２２０台、職員等事務用といたしましては２４１台の計５０

０台を所有ないしリースを行ってございます。 

 また、使用しているソフトについてですが、事務用全てでマイクロソフト製のオフィスを、また台数の方は不

明でございますが、一部でオフィスと併用した形でジャストシステム製のソフトを導入をいたしております。マ

イクロソフトのオフィスを利用している理由といたしまして具体例を挙げるとしますれば、国、県等からの調査

もの等におきましてマイクロソフトのエクセルでプログラムのマクロの活用がなされており、他社の類似品では

マクロの反映がなされないなどの事案もあるため、オフィスの導入を基本といたしております。また、ジャスト

システムのソフトの導入については、主に県の教育機関関係部署からの提供様式において一太郎が使用されてい

ることがあるため、必要に応じ導入をしているものでございます。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） １番 尾崎君。 

○１番（尾崎智美君） ありがとうございました。 

 多くのワード、エクセルが利用されてることがわかりました。多くの人が文書を書くのにマイクロソフト社の

ワードを利用しています。しかし、これは結構高価なソフトウエアです。ワードとエクセルがセットになったマ

イクロソフトオフィスパーソナルの価格は約３万円です。本町だけでなく全国の大部分の自治体は、マイクロソ

フト社という海外の民間企業に膨大な利益をもたらしているということになります。こんなことなら政府が国内

のプログラマーに文書作成ソフトや表計算ソフトをつくらせ、それを買い上げ、全国の自治体で無料で使わせる

ようにした方がはるかに経済的です。 

 しかし、そういったことは必要ありません。もう何年も前から無料で使える高機能な文書作成ソフト、表計算
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ソフト、プレゼンテーションソフトが全世界の有志のプログラマーによって開発されています。リブレオフィス

とかオープンオフィスといわれるのがそのものです。パソコンで広報やチラシをつくったりするのに比べて、行

政文書で使う機能は基本的なものばかりで事足ります。文字の中央寄せとか右寄せ、アンダーラインとか太字と

か、少し写真や図表を入れる程度で、ワープロソフトのごくごく基本的な機能の部分しか使っていません。こう

いったことを考えると、高価なワードと無料で使えるリブレオフィスのライターという文書作成ソフトのどちら

が高機能だとかという議論さえ意味がなくなります、基本的な機能しか使っていないのですから。 

 私が提言したいのは、既にワード、エクセルが入ってるパソコンに無料で使えるリブレオフィスもインストー

ルして、徐々にリブレオフィスにも慣れていって、無理なく徐々にリブレオフィスに移行してはどうでしょうか

ということです。ちなみに文書ファイルの形式には互換性があります。ワードで作成したファイルにはＤＯＣと

かＤＯＣＸという拡張子がファイル名の末尾につきます。リブレオフィスで作成したファイルの拡張子は標準で

ＯＤＴとなりますが、ワードの形式でも保存できるので困ることはありません。逆にワードでも２０１０以降の

バージョンではＯＤＴ形式のファイルが開けますし、それ以前のバージョンのものでも無料のアップデートで対

応できるので、それも問題ありません。 

 コンピューターが苦手な人にとってみてはややこしいことを申し上げましたが、要は無料で使えるソフトウエ

アですし、相互に互換性があるということですので、特に問題はないということです。ちなみに拡張子のＯＤＴ

というのは、オープンドキュメントテキストの略です。プログラマーの世界でオープンというのは、ソースコー

ドがオープン、つまり公開されてるということです。ソースコードというのは、プログラムの設計図のようなも

のです。そういった設計図が公開されていて、原則無料で使えることができるのが今回紹介しているリブレオフ

ィスです。ワードは営利企業であるマイクロソフト社製ですので、そのソースコード、つまり企業秘密に当たる

部分を公開することはありません。ソースコードが公開されていることにより、全世界のプログラマーがそのプ

ログラムの改善をすることができます。不正なプログラムを入れようとしてもすぐにばれてしまうので、そんな

ことは起きません。それだけでなく、リブレオフィスを採用することは国際標準規格ＯＤＦという、つまりオー

プンドキュメントフォーマットという国際標準規格のファイルフォーマットを採用することでもあります。全世

界的なシェアを持つマイクロソフト社のワードですが、その保存形式は私企業が決めたものです。公文書という

性質上、私企業の規格に縛られるより、国際標準のファイルフォーマットを採用するのが適切ではないかと思い

ます。 

 もう一つつけ加えますと、公的機関がホームページ上で各種申請書をオンラインで配布している場合がありま

す。そういった文書の多くはＰＤＦ形式で配布されていますが、ワードの文書の形式であるＤＯＣ形式やエクセ

ルの形式であるＸＬＳ形式で配布されてる場合もあります。ＰＤＦは無料で利用できますが、無料版だと閲覧、

印刷のみが可能で、編集はできません。編集するには有料版を購入しなければなりません。そのために利用者の

利便性を考慮して編集可能なワード、エクセルにして、各種申請書をダウンロード可能にしてると思います。し

かし、自治体のサービスを利用するのに特定企業の有料ソフトを利用者が購入することを前提とするのは果たし

て適当なのだろうか、一太郎ユーザーは、他の文書作成ソフトの利用者はどうなのだろうかといった疑問も生じ

ます。 

 誤解している方も多いので補足しておきます。 

 パソコンに最初からワード、エクセルが入ってるから、どちらも無料だと思っている人がいますが、パソコン

代金の中の約２万円はマイクロソフトオフィスと呼ばれるワード、エクセルの代金です。ちなみにスマートフォ

ンやタブレットなど、画面サイズが１０．１インチ以下といった条件でのみ無料で使えるワード、エクセルもあ

ります。 

 話を戻しますと、ホームページからのダウンロードサービスとして国際標準規格のファイルフォーマットを採
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用することで、無料で編集可能な環境を利用者に提供できます。もちろんワード、エクセルを持っている人も利

用できます。様々な背景や環境の人に公平にサービスを提供するべき自治体としては、リブレオフィスのような

ソフトウエアを採用する方が適切なのではないかと考えます。 

 ちょっと行政での導入事例を紹介します。 

 ２００８年平成２０年に、福島県の会津若松市はオープンソースのオフィスソフトであるオープンオフィスを

市役所の全庁に導入することとしました。現在はその派生ソフトであるリブレオフィスを利用しています。その

２つのソフトの使い勝手はほとんど変わらないので、移行もスムーズに行えました。徳島県庁でも２０１４年平

成２６年から、それまで使っていたオープンオフィスからリブレオフィスに移行しました。マイクロソフト社の

製品を使っていたときに比べて、ライセンス料で約１億円軽減できたと報じられました。そのほか全国で既に数

十の自治体が導入しています。決して先進的過ぎる事例ではありません。 

 アナログ世代の方には難しい話が続いたかもしれませんので要点をまとめますと、ワード、エクセルをアンイ

ンストール、つまり削除しろということではなくて、今までのワード、エクセルを使いながら、無料のリブレオ

フィスもインストールしてみて、試してみてくださいということです。やはり慣れたやり方を変えるのは面倒だ

とか、大変だとかということはわかりますが、税金を有効に使うためには必要なことです。厳しいことを言いま

すが、自営業だとパソコンソフトはもちろんボールペン１本も売上利益の中から支払います。数万円のソフト代

が浮くのならとリブレオフィスに挑戦する人もいます。ワードを使おうが、リブレオフィスを使おうが、自分の

懐には関係ないと思わず、前向きに取り組んでいただきたいと思います。役所にリブレオフィスが広まることを

通して、一般企業にもこの流れが広まってほしいという思いもあります。一般企業の会議資料も似たようなもの

ですから、この流れが一般企業に波及すれば、全国各地で膨大なライセンス料の軽減につながります。その分純

利益が増え、結果的に支払う法人税も少し多くなり、税収アップにもつながります。 

 無料で使えるとさんざん言いましたが、リブレオフィスの開発には全世界のプログラマーがボランティア的に

かかわっています。使ってみて有益であれば、少額でよいのでその団体に寄附することをお勧めします。ホーム

ページの端の方に寄附のボタンがあります。ＩＴというだけで苦手意識を持つ人も多いですが、徐々にできると

ころから取り組んでいただきたいと思います。 

 質問させていただきます。 

 ソフトウエアのコスト軽減のためにオープンソースのソフトウエアの利用も検討してみてはどうかと思います

が、どうでしょうか。 

○議長（安東哲矢君） 財政課長 永宗君。 

○財政課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 

 オープンソースのソフトウエアの利用についてでございますが、これにつきましてはコストの削減、ベンダー

ロックイン、特定メーカーへの独占的な依存の解消など、様々なメリットが考えられます。しかしながら、地方

自治体、中でも和気町のように一小規模な団体でのオープンソースの利活用につきましては、多くの課題がある

と考えております。 

 まず、システム構築に必要な技術面についてでございます。 

 オープンソースを活用するということは、町の職員がソフトウエアのコードソース、プログラムを改良し、町

の仕様に合ったシステムを構築できるメリットがある反面、職員がソフトウエアのソースコードを十分に理解す

る必要があります。また、エラー発生時等の対応につきましても、十分な知識を持っていなければ突発的なエラ

ーに対応できないなど、業務に支障を来す可能性も高いと考えます。また、一般職の行政職員は専属的ではな

く、数年で部署移動があることから、ソフトウエアの開発者が異動あるいは退職した場合に修正が困難となりま

す。仮に専門的な知識を有する職員、システムエンジニア等を採用した場合にも人件費などが発生し、緊急対応
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が主な業務となるため、メリットは少ないというふうに考えます。 

 次に、セキュリティーについても問題があるというふうに勘案しております。 

 オープンソースの場合には、セキュリティーに欠陥が生じ、情報漏えいの起因となり得ます。オープンソース

の脆弱性を突いたサイバー攻撃による個人情報の漏えいなどの被害は多数報告をされ、社会的な問題となってい

るところでございます。また、現在和気町では総務省から出されました情報セキュリティーの強靱化方針にのっ

とりまして、平成２９年７月、ＬＧＷＡＮ接続ですね、庁舎内ＬＡＮと外部インターネット接続系を分離をいた

しております。セキュリティー上の問題から、外部ソフトのダウンロードに制限をかけております。 

 以上、システム構築の技術面、あるいは情報漏えい等の危険性、こういった観点からオープンソースの利活用

については課題が山積しており、現段階の和気町の現状では、なかなかハードルが高いというふうに考えてござ

います。しかしながら、情報、電算に係る行政コストは町全体では膨大となっておりますので、このコストの削

減は重要な課題と認識をしておりますので、こういったところにつきまして、議員におかれましてもぜひ専門的

な立場から、知見から職員に対しまして許す範囲でご指導いただけたらと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（安東哲矢君） １番 尾崎君。 

○１番（尾崎智美君） ありがとうございました。 

 もう時間がないので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（安東哲矢君） これで尾崎智美君の一般質問を終わります。 

 次に、４番 若旅啓太君に質問を許可します。 

 ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） 議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 久しぶりにこの最後の最後まで８人出る、１日で終わらせるというのは多分久しぶりなことで、議員の皆さん

方も職員の皆さん方もすごいお疲れのことと思いますが、これで終わりますんで、どうか最後までよろしくお願

いいたします。 

 きょうは通告させていただいた治水についてということと、あと水道っていう水のことに関して今回一般質問

させていただきます。 

 まず最初に、通告させていただきました河川について、治水という表現で通告させていただいたんですが、治

水っていうのはかなり広い言葉ですんで、あえてちょっと河川の方に限定させて聞かせていただきます。 

 和気町の今河川の改修でしたりとか、治水、命を守るために水の流れをどうするんですかという話、これを和

気町の今の現状と、そして課題というものを前提としてご説明いただけたらと思います。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 失礼いたします。 

 それでは、若旅議員の治水についてのご質問にお答えいたします。 

 さて、和気町内の河川の整備の現状でございますが、和気町を南北に流れる吉井川の河川改修につきましては

ほぼ完了しておりますが、懸案となっていました新田原井堰の下流約４００メートルの右岸側の堤防かさ上げ補

強工事について、平成３０年度末一部着手され、本年度本格的に工事が進み、来年度末で完成予定であり、完成

後は地域住民の皆様の安全・安心に寄与するものと期待をしているところでございます。 

 また、平成２年９月の台風１９号で福富、衣笠地内で堤防が決壊した初瀬川につきましては、平成５年度から

事業が着手され、長い期間を要しましたが、本年度稲坪橋付近までの計画区間が完了しております。 

 更に記憶に新しい昨年７月の西日本豪雨災害の際に堤防を越流し、町営塩田団地に甚大な被害をもたらした塩

田地区の大前川の堤防改修については、管理者の岡山県に要望し、早急に応急工事を実施してもらっております
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が、堤防かさ上げに伴い用地買収が発生することから、工事については来年度末の完成を予定しているところで

ございます。 

 昨年の西日本豪雨災害や全国で発生しております河川災害の状況から、国、岡山県も河川浚渫に予算措置を行

い、本年度吉井川を初め、管理河川での浚渫工事、伐採等の事業が進んでいるところでございます。課題といた

しましては、浚渫土の捨て場確保に苦慮しており、和気町といたしましても町営の処分場の候補地を探しており

ますが、適地がなかなか見つからない現状となっております。町河川については財政上の問題もあり、改修が進

んでいないのが現状でありますが、地元要望や地域の意見を十分聞きながら、現時点では限られた予算で緊急性

の高い場所から事業に取り組むように検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（安東哲矢君） ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） ありがとうございます。 

 吉井川でしたりとか、堤防の浚渫でしたりとか、河川の改修っていうことをやられている。でも、ご説明あり

ましたが、最悪もう最終的に人の命が助かればいいと思ってるんです。多分皆さん同じだと思うんです。河川の

浚渫、その河床を下げるでしたりとかってその手段でしかなくて、手段の一つだと思ってるんです。それをやっ

ていただけてるのはとてもありがたいことなんですが、そんな中でやっぱりどんどんどんどん、ただじゃないで

すからね、土木工事もかなり多額のお金がありますし、うちの財政状況ではやっぱり自前で賄うことは無理でし

ょう、これは現実。だからこそ、県と国の方々にお願いをして、お金をいただいてやらせていただいてるという

ことだと思うんですが、その中でやっぱりお金は限られてると。水を治めましょうということに関してのリソー

ス、財源だったりとかっていうものもどんどん限られていく中で、今の財政状況や、今のこういった環境の中

で、いろいろまだ方策はあると思うんです。例えばどうやって逃げるかとか、その危険を早く察知するにはどう

すればいいかとか、そういった方面からもお伺いしたいのが町民の生命と財産を守るための総合的な最適解とい

いますか、河川改修だけではない、ほかの視点からの解決策といいますか、そういったものがございましたら伺

えたらと思います。お願いします。 

○議長（安東哲矢君） 都市建設課長 久永君。 

○都市建設課長（久永敏博君） 失礼いたします。 

 治水に関するリソースの件でございますが、町民の生命、財産を守るために最適解は何と考えているかについ

てでありますが、治水事業については完全なことをするのは不可能に近く、これからも永遠に続く行政課題だと

認識しております。また、全ての河川を改修していくことは莫大な予算と期間を要すると思います。とは言いな

がら、昨今の地球温暖化による台風や豪雨により、全国で河川の氾濫が相次いでいることから、河川改修や河川

浚渫は重要で、住民の安全・安心の観点からも、今後も優先的に取り組む課題であると認識いたしております。

しかしながら、予算の制約や住民の要望、意見、他の事業との兼ね合いから、なかなか進んでいくことは困難で

あると考えておりますので、住民の意識の改革や避難経路、避難場所の整備、物資の備蓄が重要であると考えて

おります。 

 今後は岡山県や町河川にも水位計や監視カメラ等の設置も要望、検討し、速やかな早期の避難勧告、地域の防

災組織を通じた避難の呼びかけ、避難場所の再検討等、ソフト面の整備に力を入れていくことが重要だと考えて

おります。今後も河川改修や河川浚渫に対し、国や県に対し予算の増額を強く要望することや、和気町管理河川

の整備についても有利な財源措置を国や岡山県に対して要望するとともに、町民の意見や要望を取り組み、反映

していくことが重要であると考えております。 

 以上で治水に関する答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） ありがとうございます。 
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 先ほどの答弁の中で、ソフト面に対してハード面では莫大なお金がかかるのは事実、そしてソフト面での充実

を図っていくことも必要だという話は本当におっしゃるとおりだと思います。きょうの一般質問でも神﨑議員と

太田議員と尾崎議員もそういったお話をされておりましたが、やはりソフト的な、やっぱりどうしても今までの

治水行政って、私も個人的にちょっと勉強してみたりもしたんです、これまでの江戸の時代からの治水ってどう

なってたんでしょうかっての。やっぱりどうしても今日本、平和な時代とか続いたから、ハード面を整備した

ら、もうそれで何とかなるでしょうっていうので油断して、ちょっと危ないことになっちゃったりっていうの

が、歴史を見ても多いなって思うんです、やっぱり。 

 だから、ソフトのところでも、しっかり堤防の浚渫もしますよ、河床も下げますよ、それより更にもう一歩奥

深く進んだソフトのところっていうのをちゃんとやっていただけたらなと思うんですが、１つだけ、和気町の平

成２年ですね、私生まれた年なんですけど、初瀬川が決壊をして福富と駅前が当時つかったと。２メートルぐら

いつかったんですか、私はそう聞いてるんです、駅前の人にも。うわ、すごいことになったんだなと思うんで

す。そして、実際に去年の７月でのもう本当に残念なことに、この塩田住宅の方々が浸水被害に遭われてしまっ

たということ、これやっぱり原因っていうのはバックウオーターで間違いないですよね。吉井川の川の水が吐け

なくてあふれてしまって、大前川の堤防が決壊してしまってって私は聞いてるんですが、間違いはないですね、

そうですね。となると、実際に完璧ではないですよ。当然完璧ではありませんが、吉井川さえちゃんときれいに

流れてくれれば、支流は何とかなるかもしれないっていうのがやっぱり和気町の現状だと思うんです。 

 だから、今国土交通省の方で、田原井堰から下が国土交通省ですもんね、そうですよね。その方が１５万トン

ですか。１５万立米分の、立米ってわかりにくいんですよね、見てる人って、１５万トンですね。１５万トン分

の土砂を今川底からとって、水を流して、きれいに流れるようにってしてくれてると。ああ、なるほどなと、私

そのことを聞いて思ったんですが、ただそれにしてもどうでしょう。金剛川ってどうなんでしょう。吉井川を今

国土交通省の方でもがんがんやっていただいてるっていうのは本当にありがたいことです。和気町っていうの

は、やっぱり全国を見ても一級河川が町のど真ん中をぶち抜いてる町ってなかなかないんですよ。本当になかな

かないんです。和気町にずっと住まれてる方って、地域の特殊性になかなか気づけないと思うんですけれども、

ど真ん中をぶち抜いてるって、なかなかないんですよ。だから、吉井川を守るためにやっぱりどうにかしなきゃ

いけないっていうことと、支流といえどやっぱり金剛川が気になるんです。というのも旧和気地域の方、曽根地

区の方から、金剛川は大丈夫なんだろうかっていう話も心配もよく聞くんです。土砂をとってるのかいとか、土

砂が結構見えてるし、木も結構ないかいっていうことは、結構私聞くんです。必要ないのであれば、必要ないっ

てこともないと思いますが、吉井川をやっていただいてますが、それと同時に金剛川の河川の改修でしたりと

か、国や県の方にも要望を出すというか、必要があるのではないかと思うのですが、そのことをどうお考えなの

か、よろしくお願いします。 

               （町長 草加信義君「どっちが答える」の声あり） 

 どちらでも、はい。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 河川の浚渫のお話も出とんですが、吉井川の支流で金剛川なんですが、実は金剛川は日

笠川との合流点、田ヶ原の日笠川との合流点までは国管理になっております。そこで、とりあえず今回本年度、

富士見橋まできれいに浚渫をするという約束を私しているのです。 

               （４番 若旅啓太君「そうですか」の声あり） 

 はい。しているのですけど、ただ残念なことにちょっと処理する場所がないんです。 

               （４番 若旅啓太君「土砂のですか」の声あり） 

 はい。それで、あれは入札がまだ済んでないんですが、これ何とか処理する場所を確保したいなと、する努力
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をしないといけないのですが。 

 それからもう一つ、大前川っていいまして、塩田へ流れて出とる、吉井川へ流れて出とる、これは実は未堤の

部分があるんです。それで、一昨年水害が発生しまして、住宅が浸水しました。その要因といいますのは、未堤

のその部分から越水したんです。ですから、これを早急にということでお願いをしているのですが、今回も知事

と土木部長に私は直談判でお願いをしとんです。ところが用地の購入がまだできてないんです。とりあえず今ト

ン袋を並べておりますから、少々のことなら今度は越水しないとは思っとんですが、そのトン袋を並べとる区間

を何とか用地買収をしていただいて、未堤の部分を改修していただくというお願いを今しております。 

 その他、王子川とか、日笠川とか、和意谷川、それから初瀬川等についても、ほとんど去年、私が就任してか

ら県の方で浚渫をしていただいたんです。それで残っておりますのが金剛川の和意谷川から出てきた部分、火葬

場の部分から日笠川の合流点、ここまでが何万立米、かなりな立米になるんです。処理するのに何億円というて

かかるというて県が言っているんですけど、これを何とかしてほしいというお願いを今しております。決しても

うこれほっとったらいけん、低水護岸より高くなりつつありますから、これは早急にやっていただこうと思って

おります。 

 それから、河川に河川カメラを今初瀬川とそれから日笠川へこの前つけてもろうたんです、１カ所。増水のと

きにカメラで確認ができるっていう。それで、今それは旧吉井町と和気町との境にも１カ所あるんです、カメラ

が。それで、国土交通省は確認をして、警戒水位に来たら私のところへ、私の携帯電話へ電話してくることにな

っとんです。そういうような治水対策を今やっておるんです。 

 それから、吉井川中流促進協議会っていうのがありまして、これも実は国土交通省に、国へ対して今陳情は毎

年やっております。ほとんどこれも、今佐伯をやっておりますが、これも大体大筋では、大枠では整備が済んで

おるというような状況になっております。そこで、河川の状況はそういう状況で、流れを変えないといけないと

思っております。 

 それとあわせて、先ほどから太田議員もおっしゃっておられますように、例の避難がもう一番でございますか

ら、今度避難情報が変更になりまして、第４次になりますと避難勧告、避難指示、あわせてもう避難に移ってい

ただくというような状況があるわけでございますが、それを適切に私が誤らないようにやらないといけないので

す。ですから、これがなかなか避難の勧告、指示というのが決断がしにくい部分がありますが、これはよく指導

していただきながらやっていこうと思っておりますが、ただその避難をするのに行政区が、基本的に私は５２あ

る行政区の区長方、一番身近なところで一番安全なところは地域に精通されとる区長方、一番認識しとられるわ

けですから、ここが私は一番じゃと思うんですけど、ただ第１次です、それは。 

 それから、第２次で避難所を指定すると、今度は職員を派遣して運営をしていかないといけないということに

なってきます。これが１７カ所と言っていたのが、山田の学区、それから塩田の学区、あのあたりがちょっとや

やこしい部分がありますので、これを集約をして見直しをする、それの作業も早急にやらないといけないという

のを担当課長が話しておりまして、これも早くやらないといけません。 

 それから、避難所へそれなりに、今ごろ段ボールでプライバシーを守っていける１区画が２平米の、何という

んかな、あるんです。それも整備していこうというんで、そういうことも考えておりますし、それから拠点にな

る役所の中が７２時間、電気を確保しなさいっていうことも言っておりますから、こういうこともあわせて来年

度の予算にも反映させていかないといけない部分があるんかなと思っておりますので、またご検討いただかない

といけないと思っておりますが、何にしてもここの役所の中だけを７２時間電気を確保しなさいということにな

ってきますと、太陽光とかいろんな方法があるんですが、億の金がかかるような事業でございますから、これは

財政的な裏づけがあるように考えながらやっていこうと思っておりますので、どうぞご協力をよろしくお願いい

たします。 
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○議長（安東哲矢君） ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） 町長、答弁をありがとうございました。 

 次、通告させていただいた２点目、水道について、山﨑上下水道課長とお話しさせていただけたらと思いま

す。 

 今回水道って一口に言ったんですけれども、今回は時間もあれですから、上水道に限ってご質問させて…… 

               （「上水、簡水」の声あり） 

 上水、簡水です。下水はやりません。上水、簡水です、はい。 

 上水道と簡易水道に関して今回はやらせていただきます。 

 まず、先ほどと同じになりますが、上水道と簡易水道の今の現状と課題について、まずご説明いただけたらと

思います。 

○議長（安東哲矢君） 上下水道課長 山﨑君。 

○上下水道課長（山﨑信行君） それでは、若旅議員のご質問の和気町の水道行政の現状と課題は何かという１

点目のご質問にお答えいたします。 

 和気町の水道行政の現状と課題についてでありますが、和気町には上水道事業と簡易水道事業の２つの水道事

業で、町民の皆様に日々安全な水を供給しております。 

 上水道事業は、区域の給水人口が５，０００人以上を対象とした事業であり、本町においては和気地区、藤野

地区、吉田地区は除きます。本荘地区の一部を給水区域としており、水源地４施設、配水池４施設、加圧ポンプ

場１施設を有しております。 

 簡易水道事業は、区域内の給水人口が１０１人以上５，０００人未満を対象とする農村地域や漁村地域なども

対象とする事業でございまして、本町におきましては佐伯地域全域、日笠地区、石生地区、本荘地区、清水、大

中山、福富、衣笠地区、藤野の一部を給水区域といたしまして、水源地を８つ、配水池を４５施設、加圧ポンプ

を２５施設有しております。 

 財政面につきましては、上水道事業におきましては、１立方メートル当たり供給単価が１３０．６２円、給水

原価が１２７．４０円となっておりますが、簡易水道事業につきましては供給単価が１４２．２６円に対しまし

て、給水原価が１７８．０７円という３０年度の数値になっておりまして、改善の方策を検討しております。 

 今後の課題につきましては、財政面の課題もございますが、何より急な課題はやはり老朽化でございます。ポ

ンプ、配水管の一部、通信施設等の更新等、水源不足が発生する水源地の水量確保が一番の課題でございます。

水道施設の設備や給水管は築２０年から３０年を経過したものが大半であり、近年は修繕費に多くの費用を要し

ております。財源につきましては、国、県からの補助金や起債等、和気町にとって有利な資金を利用して整備を

行っておりますが、大変多くの施設を抱えており、今後の総合的な修繕や改築も必要となってまいりますので、

資金の確保や改善計画等が課題となっております。 

 次に、最大の課題につきましては水源の確保でございます。和気町においては、岡山市や倉敷市のように大き

な河川から水をくみ上げ、浄化する浄水場はありません。町の一部においては岡山県広域水道企業団からの給水

を受けておる地域もございますが、町の中心部は地下水をくみ上げる水源地からの給水に頼ってございます。地

下水の水位は自然現象でございますので、季節によって水位は変動いたします。水が豊富な時期は少なく、冬場

には水位は低下し、水源不足が余儀なくされます。また、大きな漏水や古い水道管の破裂などが起きた場合も水

源不足となります。しかし、このような状況になっても、町民の方々に水を供給しないわけにはいきません。複

雑に入り組んだ地下に埋設した水道管のバルブを開け閉めし、他の水源からの水を確保して供給しているのが現

状でございます。このような現状を解決するのが第１の課題であり、解決策には岡山県広域水道企業団からの給

水管を延長するやら、水源地に新しい水脈を確保するなどの改善策があると思いますが、多くの資金が必要と予
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想されております。 

 これが和気町の水道の現状と課題でございます。 

○議長（安東哲矢君） ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） 説明ありがとうございます。 

 急に話がちょっと変わるんですが、ご説明いただいて、南部水源の話です。 

 南部水源、多分今中継だったり、ユーチューブとかで見てくださってる方とかは、南部水源って何のことか多

分さっぱりわからないと思うんですけれども、南部水源、駅の南側ですよね。駅の線路の南側、福富から清水に

かけての３，０００人ほどの方々が使ってる水源地ですよね。南部水源を中心に、南部水源の地域、駅の線路の

南側ですよね。そこにお住まいの方々を中心に、ほかの地区でも実は数人いるんですけれども、水が青いんだっ

ていう相談を受けるんです。水が青いと、そんなことあり得るのかなと思ったんですが、どうもいろいろな方が

水が青いと言うということなんです。そのことの実態として、水が青いっていう話なんですけども、そのことに

ついて上下水道課の方としてはどういう受け止め方をされてるのかっていうことをまず伺いたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 上下水道課長 山﨑君。 

○上下水道課長（山﨑信行君） 南部水源というものは、先ほど議員おっしゃられましたとおり、体育館からＪ

ＲにかけてのところのＪＲの横にある水源で、和気町で一番多くの水を供給している水源でございます。南部水

源の水が青いという声を私も聞きました。 

 原因は何と考えているのかについてでありますが、水に光を当てますと赤い光が吸収されて青い光が散乱され

るという現象がございます。これ海や湖の水が青く見えるのも同じ理由です。家庭でも風呂等に大きな容器に水

をためた場合は、このような現象が起こります。水が青い原因としては、銅の混入とかということも心配されて

いるんですが、肉眼で水が青く見えるほど銅が混入するっていうことは基本的にはございません。青く見えるに

は、１リットル当たり１００ミリグラム以上の濃度が必要ということが言われております。ですので、安全性に

つきましても青く見える水の原因は光の原因だと思いまして、光の乱角による原因だと考えられますので、水の

数値には異常はございませんし、また１１月の終わりですかね、議員立ち会いのもと水質検査もさせていただい

ておりますので、水質検査の結果等が来たら、またお伝えしますので、青く見えるのはやっぱり光の現象だと思

います。水質に関しては異常はないと思っております。 

○議長（安東哲矢君） ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） ありがとうございます。 

 私の伝え方がちょっと語弊があったんですけど、水が青いというのは、当然光のかげんで水が青く見えるって

いうのは当然なんですけど、何が青くなるかって、例えば風呂を抜いて、浴槽を抜いて、恐らく水面がここら辺

だろうなって思えるようなところ、浴槽のラインですね、そこが青くなるでしたりとか、歯磨き粉でいつも口を

ゆすぐコップが青くなるんだ、入浴剤も何も使ってないのにっていうことをおっしゃる方がとても多いんです。

これ事実なんです。これ例えばこの間、そのことを課長に相談して、南部水源のところで数軒のお宅、朝８時半

ぐらいでしたか、朝早くちょっと僕立ち会いさせてもらって、止水栓からお水をとらせていただいて、今検査し

ていただいてると思うんですけれども、実際にこれ何で私やった方がいいかなっていうのも、私まずい水道、よ

くない水を出してるはずがないと思ってるんです。そうなったら営業停止っていうのは当然ですし、聞くところ

によると、上下水道課の方で常に毎月、全ての水源地とあと例えば南部水源地でしたら清水の消防機庫の止水栓

から、出っ発のところから水をとって、ちゃんと飲み物としても全く問題がないっていうことをやってるから、

実際に皆さん水を飲めてるわけで、全く飲み物としては問題ないと思うんです。 

 当然止水栓から水を採取しましょうって話も、水が青くなるっていう現象が、住宅側に責任があるのか、行政

側に責任があるのか、どっちに責任があるのかっていう、止水栓で分岐、多分責任分岐になるんですよね、恐ら
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く。そこから家の中へ入るわけですから。安全なんでしょう、安全なんですよ、絶対に。これは間違いないんで

す。飲んで問題ないんです。ただ、そういうふうに声を上げる人が本当にいるんですよ、実際。実際いるんで

す。何でそれ行政とかに相談しましたっていうことを聞いたら、いや、もう慣れちゃった、こういうもんだって

思ってるんです。だからわざわざ今さら電話することもないかなと思ってってなって、でも私これよくないなと

思ったんです。安全なんですよ、和気町の水は、間違いないんです。飲んでも安全。赤ちゃんに粉ミルクをあげ

ても安全なんですけど、安心のところで傷がついてしまってるんじゃないかと思うんです。これいつぞやか築地

の移転の問題で、あれと構造は一緒だなと思ったんです。安全なんですよ。でも風評が流れると、安心っていう

ところで傷がついちゃうんですよ。僕そういうの嫌なんですよね。ちゃんとした仕事っていうのをやっぱり評価

されるべきだし、そういう不安をあおるとか、そういうつもりはないけれども、そこは私はっきりするべきだと

思うんです。 

 もちろん例えばいろんな話を聞きます。例えば銅管を使ってるおうちが青くなりがちなんじゃないかとか、例

えば私の地区のとある方とかは、去年百何万円かかけてシステムキッチンをいろうたんやけど、今年一年も使っ

てないのに水回りが壊れたんだっていう話で、いろいろ水道屋に聞いたら、これはちょっと水がよくないんじゃ

ないかみたいなことを言われてしまったそうなんです。でも、そんなことあり得ないんですよ、そんなこと。飲

んで、まずいみたいなものが出るはずがないんですよ。そこははっきりさせないといけないと思って、私はこの

場に今立ってるんですけれども、水が青いっていうこと、いろんな考えられるのがあるんです。銅イオンの話と

か、銅イオンってものが何かせっけんかすとかアルカリ性のものを付着すると青く反応したりもするんだよと

か、いろんな話が出てるんですけど、まだはっきりしてないんです。はっきりしてないんです。だからこそ、責

任分岐点から水をとって、問題ないのはもう絶対間違いないと思います、まだ検査中ですけれども。 

 今度は実際にお宅の水からもとるべきだと思います。とるべきで、実際問題が何なのか、そこまでしなくても

いいんじゃないかって声もあると思うんですよ。というのも止水栓から水をとって問題ないんだったら、行政側

にもう責任はないんですね、実際に。そこからおうちの家主とか施工主の問題でしょうっていうことになるって

いうのはわかるんですけれども、やっぱりこういうご時世ですから、こういう現象で多分青くなるご家庭はこう

なるんだと思いますとか、行政はやらなくてもいいのかもしんないけれども、そういうのをやる必要がある。や

るっていうのが私は信頼される行政だと思います、私は。これすごい信頼されるんですよ、そういうことをやる

と。ああ、和気町役場はそこまでちゃんと、和気町役場は責任ないらしいけれども、ここまでちゃんと見てくれ

てんだなって。水って命に係ることですからね、本当に。これだけ本当にデリケートな部分だからこそ、説明を

すると。うちには問題ないんですけど、青くなりがちなご家庭っていうのはこういう原因なのかもしれませんね

と。そういうのをやっぱり広報「わけ」とかでぽんと出してあげるだけで、安心するんですよ。信頼するんで

す。ああ、やっぱり私たちの生活をちゃんと考えてくれてるんだな、和気町役場はと。私はそういうことが必要

だと思ってるんですよ。 

 だから、どっちに問題があるっていうのも見る上で、やっぱりこの間は止水栓から数件のお宅をとっていただ

きましたけれども、まだご家庭内の蛇口の方からも調査する必要っていうのもやってもいいんじゃないかなと思

うんですが、ちょっと通告もしてませんけれど、お答えいただけたらと思います。 

○議長（安東哲矢君） 上下水道課長 山﨑君。 

○上下水道課長（山﨑信行君） 止水栓までが町とか、家庭の蛇口が個人とか、いろいろありますが、人間飲む

水に対して健康が一番でございますので、幾ら家庭の中の配管とかが問題があっても、そりゃあ飲んだらいけな

い水とか、そういうことがあればいけないんで、今出しとる検査の結果によりましては、もう個人の家の蛇口か

らまた水をとって検査をやるということも考えていきたいと思います。 

 銅につきましては、家庭内は温水器とか、そういうとこで銅管を使ってる器具もございますので、そういうこ
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とが原因かもしれませんので、一度個人の蛇口でもとれればとって、検査をいたしたいと考えております。 

○議長（安東哲矢君） ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） ありがとうございます。 

 ぜひ前向きにご検討願えたらと思います。やっぱり水っていうのは、水がなかったら経済活動も生命活動も維

持できない本当に大切なものですから、ぜひ強くお願いします。やっぱり水だけはちょっとどうしても。 

 私、問題がない水道、間違いないんです。僕もがぶがぶ飲むし。地元とか帰ると、うわ、水まずうって思った

りもするし、おいしいんですよ、水が。なのに、やっぱり青くなったりとかっていう現象のせいで、確かにある

んです、本当に。その現象のせいで、和気町の水道大丈夫なんならっていうのを私は聞きたくないし、そういう

のはよくないと思うから、やっぱりそこは説明責任を果たしていただきたいと思いますし、と同時にもう時間が

あれですから下水道の話はしませんが、上下水道管、下水道管でしたりとかも更新時期が近づいてきているのだ

と思います。上水道は厚生労働省でしたね。下水道が国土交通省ですもんね。やはり下水道の方でも下水道管の

方でも償還期限が近づいてくるとはいえ、もう更新の時期に近づいてきているでしょう、恐らく。となったとき

に、やはり更新を考えなければならないんじゃないかと。財源もありますけれども、やっぱりこれイの一番に考

えて、だってこれからどの自治体でも、１，７００ある地方公共団体どこでもやっぱり同じ問題が起こってくる

でしょう、上水道、管をどうする。下水、簡易水道も水道管どうするんだって話。 

 私も何か調べ物をしてたときに、人間の血管を例えば全部細かくつなげたら地球何週分になるみたいな、そん

な話もあったりしますけど、そのように水道管をつなげて１キロ修理するのに、改修するのに、一、二億円かか

るみたいな、そんなデータを私見たことがあるんです。だとしたら、和気町の財政だけではやっぱり絶対無理

で、当然の話、国や県のお世話にもならなきゃならないと私は思ってるんです。予算の奪い合いが始まるんじゃ

ないかって、この十数年後とかに。もう本当に近い未来に予算の奪い合いが起こるんじゃないか、それを見越し

た上での去年ですか、法律の改正だったんじゃないかなって思うんですよ。コンバージョン方式っていうのと水

道の民営化、あれは運営権を渡すだけで、まずいことをしたら取り上げられるんですけどね。そういうこともあ

り、これからの上水道、下水道、簡易水道っていうことは、やはりこれからの行政も政治もしっかり考えてなき

ゃいけない問題だと思うんですが、そこで最後、草加町長のお考えを伺わせていただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 安全な水を供給するっていうのは、これはもう必ず必要なことでございますから、青い

水が出るっていうお話、今私もちょっと申しわけないんですが、初めて聞いている話…… 

               （４番 若旅啓太君「水が乾いたら青くなるんです」の声あり） 

 ああ。大体水は太陽光が差すと青くなるんですけど、それはいろんな理由があると思うんですが、いずれにせ

よ義務づけられた検針っていいますか、検水をやっておりますから、かなりの費用がかかりますので、費用のこ

とは余り言えれんのですが、青い水が実際確認をされたご家庭の止水栓から奥等については十分検討しながら、

検査をさせていただくということはもう約束させていただきます。 

 それから、今の水道送水管、それから配水管等についても、かなり年数がたってきておりまして、たださっき

も申し上げましたが、下水道をやったときに下水道の管を布設する段階で上側へ水道管が入っておりますから、

配水管については下水道が行っとるところは全部替えとんですが、そうでない場所がありますから、それは優先

的に今後修繕をしていかないといけない、取り替えていかないといけない部分があると思います。 

 それから、私はちょっとあれかもわかりませんが、下水道、圧をかけませんから、自然流下ですから、私は下

水道の管は自然流下で半永久じゃというふうに思うとんです。ただ、それを添架とか、橋の圧送管とか、このあ

たりはかなり修繕が必要になってくるというふうに思っておりますが、一般的な自然流下の部分については半永

久だというふうな認識をしとんですが、違うんでしょうか。そのあたりのこともよく勉強させていただきます。 
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○議長（安東哲矢君） ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） 本日は、河川と水道という水に関する２点について質問させていただきました。 

 水っていうのは命を育むことにも欠かせないものですし、一たび牙を向けば全て、命も物も何もかも全てを奪

っていくという、水はそういうものでございます。これからの世代を担う次世代の方々に対して、やっぱり水っ

ていうものをいま一度考えることは、これからの地域社会を考える上で避けられない課題だと思いますので、私

も私なりに勉強して、行政の皆様方とこういうふうにお話、教えてもらいつつ、そういうふうにさせていただけ

たらと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

 皆様、よいお年をお迎えください。ありがとうございました。 

○議長（安東哲矢君） これで若旅啓太君の一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問は全て終了しました。 

 あす１２月１２日は休会とし、１２月１３日の午前９時から本会議を再開しますので、ご出席方よろしくお願

いします。 

 本日は、これで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

               午後３時５１分 散会 
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               午前９時００分 開議 

（開議の宣告） 

○議長（安東哲矢君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、１２名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

（議事日程の報告） 

○議長（安東哲矢君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承を願います。 

 ここで、去る１２月１１日、議会運営委員会を開き、協議した結果を委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長 山本君。 

○議会運営委員長（山本 稔君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、１２月１１日水曜日、本会議終了後、本庁舎３階第２会議室において、委員全員、執行部より町

長、副町長、総務部長、財政課長出席のもと、議会運営委員会を行いました。その内容でございますが、付託案

件の審査結果を各委員長に報告していただきました。それから、討論の申し出８件、修正動議１件、追加議案１

件について協議をいたしました。内容については、お手元の方に配付のとおりでございます。 

 閉会中の調査研究は、各委員会より出ております。 

 以上、議会運営委員会の協議結果の報告といたします。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

（日程第１） 

○議長（安東哲矢君） 日程第１、議案第１０５号から議案第１１９号までの１５件及び請願５件並びに陳情１

件を一括議題とし、各常任委員長及び各特別委員長に審査結果の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長に報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 万代君。 

○総務文教常任委員長（万代哲央君） 皆さん、おはようございます。 

 総務文教常任委員会の委員長報告をさせていただきます。 

 去る１２月９日月曜日午後１時から和気町役場３階第１会議室において、委員６名全員出席、執行部より町

長、副町長、教育長並びに関係部・課長出席のもと、当常任委員会に付託されました議案３件と陳情１件の審査

をいたしました。その結果をご報告いたします。 

 まず、議案第１０５号和気町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例についてであり

ますが、全会一致で原案可決といたしました。 

 審査の過程で、委員より、学識経験者の報酬の額がほかの委員より高いのはなぜかという質疑に対しまして、

学識経験者については法令で定めがある。国の運用を基に地方自治体も報酬の額を決めている。和気町の日額１

万１００円は、他の自治体と比べ抑えていると答弁がありました。 

 次に、議案第１０６号和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてでありますが、全会一

致で原案可決といたしました。 

 審査の過程で、委員より、この条例が改正されると人件費が幾ら増額になるかという質疑に対し、月例給が１

３０万円増額し、特別給の勤勉手当が２８１万円増額して、合わせて４１１万円の増額である。 
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 また、特別職の期末手当が１２万４，０００円増額になる。これらに伴い、福利厚生費も少し変わってくると

答弁がありました。 

 同委員より、改定に関し、若年層や子育て世代の職員から異論はないかとただしたのに対し、異論は聞いてい

ない。若年層との年齢幅や間差の幅もかなり狭まってきたのは事実である。３６歳以下、初任給のあたりが上げ

られており、３７歳以上の給与改定がないので、年々間差が詰まっていると答弁がありました。 

 次に、議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）についてでありますが、賛成多数で原案

可決といたしました。 

 審査の過程で、財産収入の庁用車売払収入に関し９台の売り払いということだが、プレートをいったん破棄し

て新しいプレートにすることを条件に売り払いしているのかとただしたのに対し、そのようにしている。庁用車

を廃車、下取りする条件としてプレートを返していただいていると答弁がありました。 

 次に、陳情第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための２０２０年度政府予

算に係る意見書採択の要請については、全会一致で採択といたしました。 

 以上、付託案件の報告とさせていただきます。 

 その他といたしまして、草加町長から、本会議で指摘のあった国民健康保険運営協議会の委員報酬の件で次の

ような発言がありました。調査した結果、和気、佐伯合併前は佐伯が日額３，０００円で、和気が年額２万円と

いうことだった。合併協議のすり合わせを経て、年額２万円が決定され、条例化されていた。当時は、ほかにも

いろいろな合併の協議をしていたこともあり、結果的に今回の指摘によって初めて気がついたというのが実態で

ある。大変申しわけなく、深くおわびする。対応策として、時効の関係上、過去５年間の委員報酬に係る財源を

調整して、今期定例会の最終日に追加議案として上程したいと考えている。また、来年度以降については、慎重

に検討して、提案申し上げたい。今後は、このようなことが起こらないよう、条例を遵守し、適正な運営に努め

ていくので、ご了解いただきたいと発言がありました。 

 この発言を受け、今後町当局は、条例のダブルチェックも行って、条例に反しないことを条件に委員会として

了承いたしました。 

 以上で総務文教常任委員会の委員長報告といたします。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 次に、議案第１０５号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 これから議案第１０５号和気町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

てを採決します。 

 議案第１０５号に対する委員長の報告は、原案可決であります。議案第１０５号は、委員長の報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１０５号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０６号和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての討論を行います。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 １０番 西中君。 
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○１０番（西中純一君） 議案第１０６号和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、反

対でありますので、討論をさせていただきます。 

 この給与改定の条例では、初任給から３０代半ばまでの職員だけについて号俸改定で、それ以外はほとんど変

化なしで、またそれから能力主義、実績主義の給与体系にどんどん変えているというふうに思います。特に高齢

者の俸給がほとんどもうゼロというふうなことで、これではほとんどの階層の役場職員の方が、消費税アップに

より実質賃金は大きくマイナスになっていくと思います。また、高卒初任給は時給に換算すれば８９７円であ

り、この岡山県の最低賃金は８３３円ですので、和気町では何とか上回っておるようでございますが、全国的に

は最低賃金の全国加重平均にも届かないというふうな場合が多いようでございます。全国を見てみると、最低賃

金割れとなる地域が年々増加している状況であります。これでは優秀な人材確保が困難になるのではないかとい

うふうに思っております。ひいては、良質な公務・公共サービスの安定的運営に支障を及ぼしかねないのではな

いかと思います。 

 また、平成２８年から３１年――３１年というのは令和元年でございますが――今年までの給与アップ率は全

て０．２％でありますが、値上げのための財源を見てみますと、この４年間で、一般職の分ですが、最低で約４

１１万円ですので、それだけしかお金が回っていかないということですので、経済の波及効果はこの４年間では

一番少ないのではないかと思われます。このことは、もうまさに消費税が１０％に上がった中で、この東備地

域、和気町の購買力が大変落ち込んでいる中で、給与改定が和気町や東備地域の病院や福祉など、中小企業の労

働者にも波及し、地方経済にも暗い影を落とし、不況を更に悪化させるものであるというふうに思われます。そ

ういうことで反対であります。できたら、人事院勧告に準拠とはいうもののもう少し町としても考えてもらいた

いというふうに思っているので、この反対の討論をさせていただきました。 

 以上、反対討論とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１０６号和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１０６号に対する委員長の報告は、原案可決であります。議案第１０６号は、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（安東哲矢君） 起立多数です。 

 したがって議案第１０６号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、陳情第２号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 これから陳情第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための２０２０年度政府

予算に係る意見書採択の要請についてを採決します。 

 陳情第２号に対する委員長の報告は、採択であります。陳情第２号は、委員長の報告のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって陳情第２号は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定されました。 

 次に、厚生産業常任委員長に報告を求めます。 

 厚生産業常任委員長 居樹君。 

○厚生産業常任委員長（居樹 豊君） それでは、厚生産業常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る１２月９日午前９時より和気町役場３階第１会議室において、厚生産業常任委員、町執行部からは町長、
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副町長、関係部・課長出席のもと、本委員会に付託されました１２議案、請願３件について慎重に審査をいたし

ました。 

 まず、議案第１０７号和気町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、特に意見もなく、全会一致

で原案可決されました。 

 次に、議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）については、賛成多数で原案可決されま

した。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑と答弁がありました。衛生費の生ごみ処理費についての質問には、夏場

に増えた生ごみの臭いを防ぐため、夜間にも脱臭機を稼働させたことにより、電気代の不足が生じたためとの回

答がありました。また、生ごみ資源化センターの現状について、年間生ごみの処理量約５００トンで、生ごみ肥

料として年間５０トンを作製、販売し、七、八万円の歳入があるとの説明がありました。 

 農地費、耕地事業維持工事費についての質問には、泉の野吉水路、日笠上の明神池の水路、矢谷水路等、来年

度営農に支障のある箇所についての工事費を補正しているとの回答がありました。 

 住宅修繕費と塩田住宅の空き状況についての質問には、昨年同時期の給水管や給湯器等の修繕件数６件を見越

したものと、父井、長楽、石生、日笠団地の退居予定者の退居修繕を見越した額を計上していること、また塩田

住宅については３軒の空き家があるということの答弁がございました。 

 次に、藤公園の管理費についての質問には、予算ベースで１８２万円の赤字状況にあるが、昨年に比べ来客

数、収入額も増えており、観光面でのＰＲ、吉井川流域ＤＭＯの広域連携でのＰＲを更に広げていくことや、歳

出の面でも効率よく作業等ができるよう、管理面での縮減を図っていければとの答弁がありました。 

 河川工事修繕料についての質問には、大田原ラバーゲートの経年劣化による修繕費で、冬場年１回の点検時期

に合わせて修繕を行うものとの答弁がありました。 

 農業振興費、大型ドローン購入についての質問には、財源確保の意味で、農協の事業を利用することにより１

００万円の補助を受けることができること。また、５００万円ほどかかるが、オプション機能をつけていくこと

により、農薬散布以外にも防災の、災害発生時の災害状況把握、行方不明者の捜索、航空写真撮影等、今後行政

の中で多用途に利用できるため、ご理解をいただければとの答弁がありました。 

 また、購入業者については、ＤＪＩの機体を取り扱われている業者があれば、競争見積もりの契約という形に

なろうという答弁でした。 

 次に、議案第１０９号令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、賛成多数で原案

のとおり可決されました。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑及び答弁がありました。電算事務委託料１４７万４，０００円につい

て、マイナンバーで健康保険証として使えるという事実があるかとの質問に、９月に行われた政府会議で、政府

の予定では令和３年３月から進めていくと公表されており、それに向けて国保の対応をしていくためのシステム

改修委託料を上げているとの答弁がありました。 

 次に、議案第１１０号令和元年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）については、特に意

見もなく、全会一致で原案可決されました。 

 次に、議案第１１１号令和元年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）については、特に意見もなく、

全会一致で原案可決されました。 

 次に、議案第１１２号令和元年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）については、特に意見

もなく、全会一致で原案可決されました。 

 次に、議案第１１３号令和元年度和気町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）については、全会一致で

原案可決されました。 
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 次に、議案第１１４号令和元年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

は、特に意見もなく、全会一致で原案可決されました。 

 次に、議案第１１６号令和元年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第３号）については、全会一致で原

案のとおり可決されました。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑と答弁がありました。順調に設計の方はできているかという質問に対

し、現在開発許可申請の段取りをしており、許可申請すれば７０日で許可がおり、来年４月からは造成工事に移

る予定になるかと思うが、議会案件になると思うため、４月１日以降になるとの答弁がありました。 

 また、水道企業団の水道移設のための調査期間についての質問に、３月中にはでき上がるとの答弁がありまし

た。 

 次に、議案第１１７号令和元年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）については、全会一致で原案のと

おり可決されました。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑と答弁がありました。宮田の配水管修理費２１５万８，０００円につい

ての質問があり、宮田の配水管と益原の加圧ポンプの修繕費との答弁がありました。 

 次に、議案第１１８号令和元年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第２号）については、全会一致で原案の

とおり可決されました。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑と答弁がありました。工事負担金で、支障移転負担金についての質問が

あり、矢田地内の自転車道に入っている水道管の移設に伴う設計委託料との答弁がありました。 

 次に、議案第１１９号和気町道路線の認定については、全会一致で原案のとおり可決されました。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑と答弁がありました。先日の本会議の説明では、町道認定がなければＪ

Ｒが土地を売ってくれないという説明はどういうことかとの質問に対しまして、土地収用法に係る土地にしてく

れないと、５，０００万円、３，０００万円のいわゆる控除が受けられないということで、ＪＲの方から道路認

定をしてくださいと。いわゆる税控除が受けれる形にしておきたいということでございます。税務署の方も、道

路認定していないと、そういう土地には税控除の対象にはしませんと、そういう状況でもあります。 

 次に、請願第４号国民健康保険の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入を求める国への意見書の

提出についての請願について採決した結果、趣旨採択となりました。 

 次に、請願第５号看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願について採決した結果、趣旨採

択となりました。 

 次に、請願第６号介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願について採決した結果、趣

旨採択となりました。 

 失礼しました。議案第１１９号の方ですけれども、これについては賛成多数ということで、これを訂正させて

いただきます。 

 以上、厚生産業常任委員会の委員長報告とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 次に、議案第１０７号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 これから議案第１０７号和気町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 議案第１０７号に対する委員長の報告は、原案可決であります。議案第１０７号は、委員長の報告のとおり決
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定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１０７号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０９号令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についての討論を行いま

す。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 議案第１０９号令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て、反対でありますので、討論をさせていただきます。 

 この和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）には、マイナンバーカードを今後――令和３年度予定で

ありますが――国保の保険証に使えるようにするためのシステム改修のための予算１４７万円余りの予算が計上

されております。これによって、和気町で現在１０％程度になっております政府が進めているマイナンバーカー

ド、この普及を推進しようというものでありますが、そもそもこのマイナンバーカードというものは、これ保険

証とマイナンバーカードが一緒になると、それを紛失すればいろいろなリスクが個人情報が漏れて大きくなると

いうふうに思います。税務当局やあるいは国保担当者、社会保険の収納の方法改善というふうなことがあるんで

しょうけど、それは当局を喜ばせるだけであって、税金と社会保険料などの値上げを助けるものであり、納税者

や被保険者である町民のためにならないというふうに思います。くしくも今回の議会初日に、町長が令和３年度

から国保税の値上げを検討されているというふうなことを言われておりますが、今和気町の国保の給付費が岡山

県下で１番になっているということであります。そのことによって、値上げと言われますが、今基金も５，００

０万円以上ある中で、今国保の財政で起案すべきは、特定健診が今３０％台であるこういうものを早く６０％台

に上げると、これは政府も言っていることでございまして、そういうふうなことを起案して和気町民の健康を守

っていく、そういうふうなことをこの国保財政で起案すべきだというふうに思います。 

 以上、反対討論とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１０９号令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１０９号に対する委員長の報告は、原案可決であります。議案第１０９号は、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（安東哲矢君） 起立多数です。 

 したがって議案第１０９号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１０号から議案第１１４号まで及び議案第１１６号から議案第１１８号までの８件は、討論の

申し出がありませんので、討論を省略します。 

 お諮りします。 

 議案第１１０号から議案第１１４号まで及び議案第１１６号から議案第１１８号までの８件を一括して採決し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第１１０号令和元年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）について、議案第１１１号
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令和元年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、議案第１１２号令和元年度和気町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第１１３号令和元年度和気町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）について、議案第１１４号令和元年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について、議案第１１６号令和元年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第３号）について、議案第１

１７号令和元年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第１１８号令和元年度和気町簡易水

道事業会計補正予算（第２号）について、以上８件に対する委員長の報告は、原案可決であります。８件は、委

員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１１０号から議案第１１４号まで及び議案第１１６号から議案第１１８号までの８件は、委

員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１９号和気町道路線の認定についての討論を行います。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 議案第１１９号和気町道路線の認定について、反対でありますので、討論をさせてい

ただきます。 

 通常、この道路線認定といえば、これまで町道に認定されなかった私道や農道というものを町道に格上げし

て、和気町で管理し、町民の利便性に寄与しようというものがほとんどでありましたが、これは異なるというこ

とで、まだそういう私道にもなっていない水田も含めて購入して、観光というんですか、和気清麻呂公の碑のと

こにバスも入れるというふうなそういう目的もあってやるということでございます。以前、和気清麻呂公の碑の

南側の田んぼを購入するときも私は反対したものでありますが、観光客に見せるためにバスが直接乗り入れるこ

とができるようにという特別な理由のようでありますが、それならもう既にその碑をある程度拝んでいるという

か、そこへ参っている人がいるからそういうふうにするんだというのが当然だというふうに思いますが。私は

時々あの辺は行きますが、ほとんど私が行ったときにはそういう方は見受けられていない。何人か散歩をしてい

る方を見る程度であって、この道路の必要性について私はよくわかりません。購入先のＪＲの税金対策のためあ

るいは町民のために、わざわざ収用法の適用にして譲渡所得税がかからないようにしてあげるというのが目的だ

と思いますが、そこまで急いでこれをする必要があるのか、本当に疑問があるところで、以上のような理由でこ

の道路線認定には反対であります。 

○議長（安東哲矢君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１１９号和気町道路線の認定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１１９号に対する委員長の報告は、原案可決であります。議案第１１９号は、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（安東哲矢君） 起立多数です。 

 したがって議案第１１９号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、請願第４号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 これから請願第４号国民健康保険の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入を求める国への意見書

の提出についての請願についてを採決します。 

 請願第４号に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。請願第４号は、委員長の報告のとおり決定するこ
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とにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって請願第４号は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに決定されました。 

 次に、請願第５号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 これから請願第５号看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願についてを採決します。 

 請願第５号に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。請願第５号は、委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって請願第５号は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに決定されました。 

 次に、請願第６号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 これから請願第６号介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願についてを採決します。 

 請願第６号に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。請願第６号は、委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって請願第６号は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに決定されました。 

 次に、和気鵜飼谷温泉事業特別委員長に報告を求めます。 

 和気鵜飼谷温泉事業特別委員長 居樹君。 

○和気鵜飼谷温泉事業特別委員長（居樹 豊君） それでは、和気鵜飼谷温泉事業特別委員会の委員長報告をさ

せていただきます。 

 去る１２月６日午前９時から和気町役場３階第１会議室において、和気鵜飼谷温泉事業特別委員会委員全員、

町執行部からは町長、副町長以下、関係部・課長出席のもとに、本委員会に付託されました議案１件について慎

重に審査いたしました。 

 まず、議案第１１５号令和元年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第２号）について、審査の結

果、全会一致で可決されました。 

 なお、審査の過程で、人件費の関係、省エネ化事業等についての説明がありました。 

 また、その他事項で、温泉事業会計の収支の状況、イベント等の計画状況等の質問、ホームページドメイン取

得、小・中学生を対象とした無料券の提案、施設の明るさ、接客態度、レストランの営業時間などについての意

見がありました。 

 以上、まことに簡単ですが、和気鵜飼谷温泉事業特別委員会の委員長報告とさせていただきます。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 次に、議案第１１５号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 これから議案第１１５号令和元年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第２号）についてを採決し

ます。 
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 議案第１１５号に対する委員長の報告は、原案可決であります。議案第１１５号は、委員長の報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１１５号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、防災都市公園整備事業特別委員長に報告を求めます。 

 防災都市公園整備事業特別委員長 万代君。 

○防災都市公園整備事業特別委員長（万代哲央君） それでは、防災都市公園整備事業特別委員会の委員長報告

をいたします。 

 去る１２月６日金曜日午前１０時から和気町役場３階第１会議室において、委員１２名全員出席、執行部より

町長、副町長、教育長並びに関係部・課長出席のもと、当特別委員会に付託されました議案１件と請願２件の審

査をいたしました。その結果をご報告いたします。 

 まず、議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）についてでありますが、賛成多数で原案

可決といたしました。 

 審査の過程で、委員より、基本計画に示されている野球場建設一つとってみても、野球規則の方向と逆方向に

なっている。また、浸水地域であることはどうにもならない。今年の３月、６月、９月と関係予算は否決されて

いる。こういう事態をどう受け止めているのかとただしたのに対し、野球場建設の方角については、野球規則に

よると、観客本位を重視し、センターは北向きとなっているが、基本計画に示しているのは、センターが南向き

で選手がプレーしやすい選手本位の球場としている。また、場所に関しては、既存の施設を含めて１４．６ヘク

タールの公共施設をコンパクトにまとめる形で計画している。財源の確保に努め、約１０億円の交付金が見込ま

れる有利な事業である。野球場は要らないという声もあったので、総合グラウンドとして使用し、平常時は長寿

を目指した健康づくりや社会教育の充実を図り、有事の際は防災機能を持たせた防災拠点にする。交流人口の増

加、温泉周辺の活性化につながり、和気町の将来が展望でき、発展につながると答弁がありました。 

 同委員より、基本計画の変更については、軽微変更ということだったのではないか。また、補助申請をして

５，２００万円が決まったということだが、議会軽視に近い状況でスタートした事業である。また、先般の区長

会でも、反対している議員は、計画地は５メートルから１０メートルの浸水地域だと、事実と違った発言をして

いることが会議録に出ている。どういうことかとただしたのに対し、平成３０年１月の段階でこの事業の申請を

することを議会で話している。その記録がある。また、区長会での発言の件は、国土交通省が出している防災マ

ップのことが頭にあり、その話をしたが、町の青塗りの防災マップと勘違いしていた。その後の区長会で訂正文

を配付し、陳謝したと答弁がありました。 

 また、別の委員より、平成３０年度の決算見込みでは、経常収支比率が９５．５％で、将来負担比率が７７．

８％ということだ。この事業は約２０億円の事業で、起債が１０億円近い事業である。国民健康保険税のことだ

が、令和３年度から値上げということを言っている。防災事業をやることによるしわ寄せを町民は心配してい

る。福祉が削られることに対する危機感を持っている。大きなプロジェクトをやって大丈夫かとただしたのに対

し、公共下水道の償還が令和元年度で約１０億２，０００万円、それが令和２年度で約８億９，０００万円であ

る。令和元年度と比べて約１億２，０００万円減ってくる勘定だ。令和３年度以降も減ってくるので、経常収支

比率は回復してくる。下水道事業の繰出金が減ってくるので、防災事業の償還は可能と考えていると答弁があり

ました。 

 別の委員より、配られた資料に載っている基本計画図に関して、予算が通れば町民の意見を聞いて上物は変更

していくと町長は最近言っているが、配られた図は今までどおりの図である。これから新たに考え直していくと
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いうことでいいのかという質疑に対し、変更申請をかけることになるが、当然皆さんの意見を聞かせてもらう場

を持った方がいいと考えていると答弁がありました。 

 また、別の委員より、基本的にこの事業に賛成だが、今民意は揺れ動いている。町民を交えて検討する必要が

ある。財務比率の件だが、県内で２番目に悪いと言うが、どこも似たり寄ったりであって数字はつながってい

る。それよりも、事業を実施した場合の経常収支について議論すべきだ。また、この事業をやる、やらないは皆

で相談して決めることであって、これで終わりというのは時期尚早と考える。また、基本計画の野球場ありきに

ついては、変更ありきで考えていこうということになっていると、賛成の立場からの発言がありました。 

 また、別の委員より、約２０億円の事業であるが、実質１０億円以上の町民負担が要る。この観点から考えな

いといけない。経常収支比率は、財政問題を語る上で重要な指標である。現在、繰り出している借金が減るから

大丈夫ということにはならない。また、町が掲げている振興計画の中には、防災公園の「ぼ」の字もないはず

だ。防災に強い町をつくるというなら、中小河川の整備や７７カ所のため池整備点検が先であって、災害発生後

のことも大切だが、事前の防災力の強い町、これを目指す必要がある。この事業がどうしても必要不可欠かと町

民に問えば、町民ニーズは少ないし、低い。３万９，０００人の利用客が見込めるということも宙に浮いた話と

捉えている。日本一の防災公園は２０億円ではできないし、やってはいけない。将来負担が増して、将来に禍根

を残すことになる。議論は尽くしてきている。ここは立ち止まってどうかなと英断ができないかと町長にただし

たのに対し、東南海地震については、発生の確率が３０年以内に７０％から８０％と言われている。また、昨今

の異常気象のもたらす集中豪雨による被害も多発している。和気町でも、昨年７月の集中豪雨で床上浸水が３０

戸以上発生、床下浸水が５０戸以上と、被害が出た。今年、新見では時間当たり２００ミリに近い豪雨も発生し

ている。防災公園をつくって、平常時は総合グラウンドに使って、有事には防災公園として機能するようぜひ整

備したい。計画地の近くに焼却場もあり、災害廃棄物の処理もできる。町民の安全を守るためには必要な事業で

ある。補助率のよい事業で、有利な財源を確保してぜひ整備したいと答弁がありました。 

 最後に、別の委員より、費用対効果４．１９ということで、４以上の数字が出ている。４倍上がるということ

だからやったらいいと発言がありました。 

 以上が議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）についての報告であります。 

 次に、請願第７号大規模災害時における災害廃棄物の仮置場として活用できる「防災都市公園」の早期整備に

関する請願書についてでありますが、特に意見もなく、採決の結果、賛成多数で採択といたしました。 

 次に、請願第８号和気町防災都市公園整備事業を早期に建設することを求める請願書についてでありますが、

採決の結果、賛成多数で採択といたしました。 

 意見として、不用額を返すと、国に対しての信頼が大分崩れる。町当局は、基本計画を変更していく考えがあ

ると発言がありました。 

 また、別の委員より、国の信頼が崩れるという点について、国の担当課長と話をした。そういうことはない。

ただ、同じ問題を持ち込まれたら、順位は下がる場合があるということだったと発言がありました。 

 その他といたしまして、委員より、先般の台風１９号の際に起こったダムの緊急放流の件について資料を配付

し、国は今後相当量の雨が降っても緊急放流しないで済む対策を講ずることにつきましての説明がありました。 

 以上で防災都市公園整備事業特別委員会の委員長報告といたします。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 
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 次に、議案第１０８号に対しては、太田啓補君から配付しました修正の動議が提出されております。 

 したがってこれを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。 

 ２番 太田君。 

○２番（太田啓補君） それでは、議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）の修正動議に

ついてであります。 

 この修正案は、歳入では土木費国庫補助金５，２００万円と雑入のＪＡ地域貢献活動支援助成金１００万円と

町債の土木債９，３６０万円、また歳出では農業振興費の農業用ドローン購入費２７０万円と防災都市公園費１

億５，６５０万２，０００円を減額し、予備費で調整するものでございます。 

 まず、動議の提出理由でございます。 

 まず、１点目の農業用ドローン購入費についてでございますが、和気町におけるドローン事業は、現在におい

ても実証実験の段階にあり、先行きは不透明であります。今回の農業用ドローン購入についてもとりあえずＪＡ

地域貢献活動支援助成金を活用してドローンを購入し、その後オプション部品を購入していくという説明で、何

を目的として何をしようとしているのか理解できる説明がされていません。 

 また、農薬散布においては、既に民間業者が営業を行っていることもあり、町内業者の市場圧迫にもなりかね

ません。同時に、農薬被害などの検証もされていない状況の中で、自治体として取り組むべき事業であるとは言

えないと思います。 

 防災都市公園整備事業については、既に議論が尽くされていると言ってよいと思います。３月と９月の定例会

で予算が削減され、６月の定例会でも検討委員会設置に関する条例が否決をされています。３度に及び防災都市

公園整備事業関連の予算が否決をされているのが実態です。今定例会においても、防災都市公園整備事業の必要

性に関する特段の事情もありません。したがって、双方に関連する補正予算を削除するものでございます。 

 それでは、詳細に説明させていただきますので、配付をされている資料をご参照ください。 

 議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）の一部を次のように修正する。 

 第１条中、１億８，５４６万３，０００円を３，８８６万３，０００円に、８０億９，１７０万１，０００円

を７９億４，５１０万１，０００円に改める。 

 第１表中、歳入歳出予算の一部を次のように改める。 

 第３表を次のように改める。 

 ということで、歳入でございます。 

 国庫支出金、国庫補助金０円、諸収入、雑入８２９万９，０００円、町債、町債、補正額が２，３３０万円、

歳入合計が補正額で３，８８６万３，０００円、合計が７９億４，５１０万１，０００円でございます。 

 ２ページ目をごらんください。 

 歳出でございます。 

 農林水産業費、農業費、補正額６０７万５，０００円、土木費、都市計画費０円、予備費、予備費５，９６４

万８，０００円、歳出の合計が補正額で３，８８６万３，０００円で、７９億４，５１０万１，０００円でござ

います。 

 ３ページ目をごらんください。 

 地方債の補正でございますけれども、起債の目的が公共事業等債、土木債が全て削除ということでございま

す。 

 ４ページにつきましては、先ほどご説明させていただきましたので、総括表については省略をさせていただき

ます。 

 ５ページをごらんください。 
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 歳入でございます。 

 土木費国庫補助金、補正額０円、社会資本整備総合交付金を０円にするものでございます。 

 諸収入、雑入、補正額８２９万９，０００円、その他雑入も８２９万９，０００円で、ＪＡの地域貢献活動支

援助成金が０円ということでございます。 

 町債、土木債、補正額０円、公共事業等債、防災都市公園整備事業の充当が０円となります。 

 それでは、７ページでございます。 

 農業費、農業振興費、補正額１１２万４，０００円、特定財源でその他が０円、一般財源が１４万４，０００

円ということで、農業用ドローン購入費の２７０万円が０円となります。 

 ８ページ目をごらんください。 

 土木費です。防災都市公園費、補正額０円、特定財源の国、県の支出金が０円、地方債も０円ということで、

全てが０円になります。 

 予備費、予備費で５，９６４万８，０００円を減額し、調整をするものとなります。 

○議長（安東哲矢君） これから修正案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 なお、討論の順序は、まず原案に賛成の方、次に原案に反対の方、次に原案に賛成の方、最後に修正案に賛成

の方の順に行います。 

 まず、原案賛成の通告がありました神﨑君に発言を許可します。 

 ５番 神﨑君。 

○５番（神﨑良一君） 私の方で、議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）、先ほど修正

動議が出されましたが、５，２００万円の防災都市公園整備事業の方とそれからドローンの事業の分、この２つ

について削除の動議が出されましたが、私は原案賛成ですので、どうしてもこの５，２００万円を生かし防災公

園をやる、それからドローン事業もやっていくということで、賛成の討論をさせていただきます。 

 次のような観点から。 

 私は、この事業については、毎回といいますか、３月議会だとか６月議会、それから９月議会と賛成の意見を

述べてきております。きょうはそれでも若干見方を変えて。さっきの財務内容うんぬんの話もありましたが、そ

こらあたりも委員会の方では述べておりますので、また委員会の委員長からの報告があったとおりでありますの

で、違った観点といいますか、町民の夢を語るとすぐ議員が夢なんか語ってどうだって言われるかもしれないけ

れども、町がそういう大きな事業をして町民に夢も与えられないような町がどうするかと、こういう話です。 

 まず行きます。 

 この防災都市公園事業は、先ほどもご説明があったとおり、災害時は救済活動の拠点だと。その救済活動がう

んぬんて言われますけど、１００年から１５０年に１回あるような大雨で浸水するというお話の中で、そこのポ

イントをしっかりと、浸水はするだろうけども、それが１００年だとか１５０年なのが本当に議論の前に来てい

いのかということがあって、私はそれよりはやっぱり平常時に総合運動場として使える、ここにポイントを置い

てます。町民のための総合運動場として活用されれば、私が一番望んでいる佐伯町と和気町が合併になってから

総合的な大体育大会といいますか、そういうのが行われていない。非常に寂しいなと。河川敷でやろうとしたよ

うなこともあるように聞きましたが、私としては、和気町１万４千数百名の方が一緒になった町民体育大会、こ

ういうのをやられると、やっぱり何かにつけて旧和気町、旧佐伯町というようなことになったりいろんなことが
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ありますけど、何か町民として一体感、融合が図られるんじゃないだろうかと、こういうところです。だから、

観点を変えております。それから、町民の中で触れ合うことによってコミュニケーション、意見だとかこういう

ことが図られる。非常にいい場所になるんではないかと、こう私は推察をしてやみません。 

 それから、大きな２番目としては、前々から私は歩くことを奨励しております。とにかく歩いてみんなが健康

になるんだと。歩いて足腰が強くなってくると、走りたくもなる。走れてくると、いろんなスポーツもできる

と。こういうことで、歩くこと、走ること、各種スポーツをする場所を、この総合運動公園が提供してくれる

と。そうすれば、町民の体力増強、健康増進、ひいては健康寿命の引き上げになる。この健康寿命の引き上げが

大切なんです。人生１００年時代といわれて、病気、薬で長生きしてもそれは寂しい。もっと楽しく生き生きと

１００歳まで生きたい、また１００歳以上も生きたい、こういうように思って、それが人間の純粋な気持ちで

す。皆さんが健康になれば、自分たちの個々の幸せも来ますが、あと町財政的にも、先ほどもお話がありました

が、和気町の国民健康保険の保険料、医療費が非常に高いというのを、逆ですよね、自分たちが健康になって一

歩歩けば何銭医療費が安くなるというこういう観点ですよ。ここに持ってきてしっかり運動するんです。健康に

なって年間数千万円というようなことで、どんどん医療費を削減していく。そうすれば、扶助費も減り、さっき

言ってた経常収支比率なんてあっという間ですよ。そういう観点で、どうしてもこの事業はやっていただきたい

と私は思っております。 

 それから、第３点目は、またがらっと観点を変えまして、和気閑谷高校のサブグラウンドとしても活用できる

んじゃないだろうか。これは、当然いろんな意見、それから県との協議もありましょうけども、前にも申し上げ

ましたが、女子硬式野球部を和気閑谷高校は検討されているやに聞きます。それから、今回新聞紙上でも皆さん

お聞き及びと思いますが、県下で高校としては初のコミュニティ・スクール制度、要は地域住民と一体となって

学校の勉学、それから活動にかかわっていこうと、こういうふうに導入、指定が決まりました。香山校長を責任

者として、今度２３日ですか、委員会も開かれるというようなことで、非常に和気高校とのコラボというような

ことで、ここの総合公園の活性化も図れる。はたまたそういうことで話題性が出てくれば使ってみたいという町

外の方も増えるだろうという、こういう意味合いも出てくる。 

 だから、和気町の活性化という観点からいくと非常に大きな寄与が期待できると、こういうことでございま

す。これが防災都市公園事業を進めたい、といっても本当は前々から私は言ってますが、私が言っている意見と

反対される方の意見がどうなのかというのをみんなに聞いていただきたい。さっきのお話で、もう３回否決した

んじゃないか、それから決まったことじゃないかというような言い方をされるけども、本当にそうなのかなと私

はもう一回問いたい。そのために、私はぜひとも今回の５，２００万円を初めとする防災公園関係の予算を通さ

ないと、もうこれはさっき同僚議員も聞かれたとおっしゃってましたが、今一番上にある国からの施策が最後５

０番目とかに来るということは、結局はできないということでしょう。そういう厳しいぎりぎりの時期にあっ

て、私は声を高らかに言いたいけども、町民と話す機会をなくすのは、我々の勝手にはできないと。勝手とは言

いませんけども、できないですよ。だから、もう一回この現状を踏まえて、委員会では可決、本会議では否決な

んですから、その現実をしっかり踏まえてくださいよ。委員会でも否決、議会でもと言えばそれは町民がと言っ

てもいいでしょう。そうじゃない。というのは、逆に言えば、民意とか町民の意見は同じようにあるとこういう

ふうに認識しておりまして、その中で議論を尽くす機会を失うことは、我々議員がしてはいけないことだと強く

思うわけです。そういう観点から、今回の補正予算の強い賛成を求めます。 

 あと最後になりましたけど、ドローン事業、先ほどもドローンの事業については、こういう被害があるんじゃ

ないか、こういうことが危ないんじゃないかという、悲観的にそう言われればそうなんですけども、ドローン事

業といえば今や全国区です。ドローンを語らない町村はないでしょう。ドローン事業といえば和気町、和気町と

いえばドローンと言われるぐらい、私が岡山市内に行っても、当然私は旧友で美作市の萩原市長とは同級だから
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よく話をするんですが、和気町はすごいなって、こういう話が彼から返ってきますというぐらい、やはり和気町

はこの事業で全国的に注目を浴びています。だから、この事業についても、ドローンの今後の活用範囲の急拡大

だとか、ドローンの持っているいろんな、我々今すぐにはわからないけれども、可能性がある。この可能性はや

はりこれも和気町の将来を担う要因だなと、このように強く信じて疑わない。だから、農薬で被害があるから、

予算を削ってもう反対だとか言われても、私はどうも納得できないというようなことで、ここでもう一度心をか

けて、町民の方と一生懸命話し合って、やっぱり我々議員としては、新しい事業をやって、新しい事業というの

は建物とか箱物の話じゃないです、やる人間の熱意と情熱がないとできません。そのために、町民の意見をしっ

かり聞いて、我々議員が率先していろんな案を執行部に出し、それでやっていくというのが事業です。町が決め

たから反対だ、賛成だ、やめた、やらんじゃないんですよ。我々が参加しないと意味がない。これは、私が議員

になってから強く思っている話です。だから、和気町の将来そして夢があるならば、議員全体でもう一度町民の

意見を踏まえてしっかりと話し合いをして決めていく。このためにも、今回どうしても通したいという私の強い

熱意があります。 

 最後になりますが、私はここで初めて言いますけども、土地、財産はしれてます、ただ百姓をしてましたか

ら、評価的には二、三千万円しかないと思います。実際に売ろうとすりゃあ、もう１００万円、２００万円の世

界と思いますけども。ここで事業が失敗するならば、一生懸命やりますよ。私は、この全財産を町の方にという

か、皆さんの方にお預けしたいぐらいの気持ちでおります。それぐらい一生懸命やってます。ぜひこの原案に賛

成いただきたい。 

 以上をもって私の賛成討論といたします。ありがとうございました。 

○議長（安東哲矢君） 次に、原案反対の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 私は、議案第１０８号の原案に反対でありますので、反対討論をさせていただきま

す。 

 この補正予算には、基本計画見直しのための委員会報酬の予算も含めて、今まで３回も定例議会で修正、削除

された防災都市公園の予算、今回は約１億５，６５０万円が含まれております。この件では、途中で町長が言わ

れましたが、和気町に内示されていた１億２，７００万円の社会資本整備補助金は岡山県の指導により他の市町

に流用してもらいながら、それは置いといて、この和気町に交付された、令和元年度に使おうとして、繰り越し

の予算に計上しようとして否決された５，２００万円の補助金を基にしたこの部分だけを和気町で執行して、い

わば防災都市公園の芽を残して、今の交付金制度というのは妙なもので、次々と交付金を上積みしていって、当

初の２０億円弱の大規模なプロジェクト計画に拡張させようというやり方であります。これは議会制民主主義を

無視するやり方であると思います。もちろん執行権はあるんですけれども、最終的には議会で通過しなければ、

町の予算というのは執行できません。そういうものであります。そういう議会制民主主義を無視するやり方であ

り、断じて私は許されないというふうに思います。 

 また、つけ加えるならば、今回の議会の初日に言われましたが、令和３年度国保の値上げというふうなことも

表明がありました。まだ５，８００万円ほど貯金があるのにもかかわらず、こういうことをおっしゃる。町民の

方は、今の執行体制でそういうことが税金の値上げ、国保の値上げ、そういうことが財政が悪い中で起こるので

はないかと、こういうことを今心配されているわけであります。 

 和気町では、今後河川や農地、そして山林を管理するそういうふうな基礎的な防災体制の強化、それからイン

フラである上水道、下水道の傷んだ本管、この改修等、避けて通ることができない後年度の事業、これが多々見

られるというふうに私は思います。このまま今執行部が考えておられるような野方図なこういう大規模プロジェ

クト事業推進策、これを実施していけば、私は遅かれ早かれ和気町の財政危機を招くということが避けられない
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というふうに思います。 

 またもう一つ、次の件であります。未完成な機械であるドローンの購入２７０万円は、農薬散布の目的と言い

ながら、今後は赤外線センサーを搭載し、鳥獣捕獲等の計画を将来は実施するなど、用途が限りなく拡張し、ド

ローンの普及や事業拡大などにより後年度負担がどれだけ広がるか大変不透明であり、このまま放置できない代

物であると思います。また、田土の方で聞きますが、４回ぐらいしかまだ飛んできていない――前の事業であり

ます――実証実験の事業が１，０００万円ほどでやられておりますが、本当にどれだけ役に立っているのか、町

民の方には理解できない事業も今やられているわけであります。 

 本当に夢を語られるわけでありますが、夢ばかり語られてもだめだと思います。和気町はベンチャー企業の実

験台にされてはたまりません。今や、私は草加町政の執行体制は、町民の批判や意見を十分尊重しないワンマン

町政に成り下がっていて、残念ながら町職員の士気も低下して、和気町政は停滞しているように思うわけであり

ます。私だけでありましょうか、そう思うのは。今や和気町の経常収支比率は９５．５％となり、岡山県下でワ

ーストツーになっており、また将来負担比率も７７％でしたか、それぐらいで、４番か５番というふうな形で、

これから負担率が増えてくるというのがこの今の現実的な数字だと思います。このまま防災都市公園とドローン

を進めていくと、町政の私物化と放漫財政で町民生活が顧みられず、和気町の行財政は破たんしてしまうのでは

ないでしょうか。 

 以上のような理由により、この補正予算には反対であります。 

○議長（安東哲矢君） 次に、原案賛成の通告がありました、山本 稔君に発言を許可します。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 私は、この議案第１０８号令和元年度和気町一般会計補正予算（第３号）について、賛

成でありますので、賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 この議案の中で、防災都市公園は今までいろいろと審議してまいりましたが、やっぱり一度予算を国の方から

いただいて、最初の計画を皆さんだめだとおっしゃられまして、町長もそれではいろいろ審議して変えていきま

しょうと言っているわけです。ですから、この考えについて、できるところはやっていくと言っておるんですか

ら、ここで賛成をして、皆さん一緒にやっていこうではありませんか。 

 和気町の発展に必ず寄与すると思っております。今でも、和気町はいろんなことで先進的にやっておるという

ことを認められて、町外から移住者が多数来ておられます。その中でやはり、災害等に関心が高い、そういうと

ころで和気町がこういう防災公園をするということは大きなメリットがあると思います。 

 また、農業用ドローンですが、これは、町長もおっしゃられますように、大型のドローンを購入するというこ

とです。農協の補助をいただいて和気町の財政を圧迫しないように、少しでも補助金をいただいてこういうドロ

ーンを買おうということです。そして、職員の方は今小さいドローンを練習に使っております。大きいドローン

は、小さいドローンと違いまして、操縦、やっぱりいろいろやっていかないと飛ばせません。小さいドローンと

大型のドローンは必要じゃないでしょうか。和気町の防災にもいろいろと大型ドローンは役立つと思います。今

でも実証実験でいろいろと不備があるとおっしゃられますが、これからその実証実験を基にして、ドローンの会

社、それから国の方も進めているわけですから、だんだんと進歩していく。それはもう目に見えています。今で

も、設計、測量に関してはドローンがなくてはならないというようになっております。先進的なこの事業、和気

町はもうここで一歩おくれをとっていいんでしょうか。 

 それから、委員長の報告にもありましたように、防災公園とか農業用ドローン購入に当たって、財政的な面も

そんなに問題はないと執行部の方は言っておられます。私もそんなに不備はないと思います。もともと和気町の

総合グラウンドを創志学園に貸したという、それを今あそこに一応――今１００人は住んでおりませんが――１

００人近くおられます。国勢調査でその人数が１００人来られますと、国の方からもらえますお金が出てきま
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す。それは、その１年だけじゃなしに、国勢調査から後ずっと続きますよ。それはもう新しいグラウンドをつく

っても、維持費それから借金に少しずつでも回していけるような金額です。ですから、私はもう絶対心配なくで

きると思います。またそれから、これより大きな下水道事業をやっているわけですよ。ですから、その辺のこと

を考えると、そんなに大きな事業じゃないと私は考えております。ですから、これに対しても心配はないと確信

しておりますので、議員皆さんの考えをもう少し整理して、賛成の方に回っていただきたいと思います。 

 それから、国土交通省の方ですが、最後に回されるというのははっきりしとると言われました。最後の方に回

されると順番は回ってきません、なかなか。それから、やっぱり信頼関係ですよ、信頼関係。信頼関係を一度損

ねると、将来数年、いや数十年にわたって構築がなかなか難しいと思われますので、ここで信頼関係を失わない

ようにぜひともよろしくお願いします。これで賛成討論を終了させていただきます。 

○議長（安東哲矢君） 次に、修正案に賛成者の討論はありませんか。 

 ７番 居樹君。 

○７番（居樹 豊君） それでは、修正動議に対する賛成討論をさせていただきます。 

 まず、１つ目の農業用ドローンの購入についてでありますが、今行われております、先ほども皆さん方からあ

りました物流の検証実験等、これについてはこの購入とは別件でございまして、検証については町が申請しなが

ら請け負っとんですのできちっと検証していただきたい。それとこのドローンの購入とは別物で、ドローンとい

うことは一緒ですけども、その中身、ドローンを買うことと、購入していうこととは違います。まず、それを前

提で言っておきます。 

 ドローンによる主たる目的は、今回は農薬散布。これは、先ほども出ましたけども、町内においては既に民間

事業者によって実施されております。そしてまた、農業者の方からこういうことをやってほしいという、そうい

う意見じゃなしに、町の方として、前のめりとは言いませんけども、農薬、そういうことを中心に他の用途に使

えるからというようなことでございましたけども、私は細かいことは申しませんが、民間でできることはいわゆ

る効率のいい民間に任せると。官が余り手を出してやるというよりも、いろんな問題を考えたら、民間にできる

ことは民間に任す、この１点でございます。 

 そして、農業振興。その支援策は、これとは別にドローンを買ってやることが農業支援じゃございません。い

ろんな支援策がございます。そういうことで、もう少し広い角度で農業支援、農業振興を考えていただきたいと

いうことでございます。 

 それから次に、これは防災公園の方は、もう過去２年間ぐらいやってきましたんで、余り堂々めぐりの議論は

いたしません。もう簡潔に今回はやらせていただきます。 

 これは、もともとは、先ほどちょっとありましたけども、当初小学校の統廃合から来た問題ですけども、野球

場ということでございましたけども、途中過程で国の有利な交付金、社会資本整備事業という交付金、これが約

５割ということのそういう絡みで、野球場建設から防災という名のもとに大きく方向転換したものでございま

す。ただ、今日町民の多くの方々から、本当に日常生活をする上でどうしてもこれはやってほしいということの

声は、全くとは言いませんけども、ほとんど聞こえてきません。それが私の現状把握でございます。 

 また、先ほどもありましたけども、和気町の財政事情は全然問題ないと言われますけども、いろんな指標等を

見ますと、財政当局は十分把握しておりますけども、今後の問題を考えたときに、決して和気町は財政が良好と

は言いがたい自治体でございます。そういう中で、将来にわたって２０億円以上もかかるこの事業に当たって、

これを将来的に町民負担を強いることは私は適当ではないと思っております。 

 そして、本事業は、先ほどもありました３月、６月、９月と定例議会においても、予算修正案が出され、予算

が削除されているものでございます。これはまさしく民意でございます。執行部におかれましては、いま一度―

―防災公園、それだけが防災計画じゃございません――防災対策を総合的に検討し、町民の皆さんの安全・安心
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に努めていただきたいというように考えております。 

 以上、簡潔に申しましたけども、以上のようなことから、私どもも未来に責任を持つ議員の一人でございま

す。この修正案に対する賛成討論といたします。ありがとうございました。 

○議長（安東哲矢君） 次に、原案賛成の討論はありませんか。 

 ４番 若旅君。 

○４番（若旅啓太君） 原案に賛成の立場から討論させていただきますが、まず近年豪雨災害でしたりとかそう

いった災害に日本は襲われる機会がとても多くございます。そこで、災害というものを全て防ぐことはできませ

ん。もうこれは現状、無理です。ですが、千葉の件、そして真備の件、そして私が被災をした東日本大震災のと

きにも私が思ったのは、防災もそうですが、一番命を救うために大切なのは、災害を受けた後の復旧、それが何

より大切なことだと私は思います。 

 防災都市公園は、そもそも防災っていう名前がついておりますけれども、災害の復旧のために使われるもので

ございます。災害が起こらなければそれにこしたことはありませんし、災害が起こらなければ必要ないものです

が、無用の用という言葉があります。つくって、そして必要がなかったらそれでいいんです。であるならば、み

んなでスポーツをしたり、運動をしたり、そういう施設として使えばいい。起こらないだろう、そういった希望

的な観測は、この防災都市公園を否定する根拠に私はなり得ないと思います。もちろん財政状況でしたりとか、

そういったお考えも町民の方にはあるでしょうが、２０億円の予算、和気町から支出するお金は１０億円弱、そ

してそのうち９分の２は交付税算入されます。それを２０年間で返済していくと、毎年３，０００万円の返済で

済みます。その３，０００万円という額をどのように受け取るかは個々人の判断ですが、私はそれを差しおいて

もやるべきことだと思います。それは、私が被災した身でもあるからです。そういったお金のことでしたりと

か、全てトータルで考えるべきです。 

 例えば、この間執行部から話もありましたが、今、田原井堰の下から吉井川、１５万トンの土砂を国土交通省

の方で取っております。その取っている土砂というのを処理する費用というのは、実は国ではなくて、町行政が

負担しなければいけないんです。今、そのお金を、浚渫土の処理場がなく、西大寺の方まで送っている現状でご

ざいます。が、防災公園をすることで、実際にその１５万トン分の――１２万トンですか、全てではありません

が――そこの土砂も使うことができると。それは一つでしかありませんが、いろんな問題があります。もちろん

これから、町長も確かに皆さんの意見を聞いて考え直していきたいということもあります。どこまで考え直せる

んだでしたりとか、財政はどうなんだとか、いろんな考えがありますが、私は比較優位の考え方で決めるべきだ

と思います。いろんなこと、何をするにしても、メリット、デメリットがあるんです、絶対に。１００％いい案

も、１００％だめな案ていうのもこの世には存在しないんです。だからこそ我々がしなければならないのは、メ

リットを全部上げて、デメリットを全部上げて、やったときのメリット、デメリット、やらなかったときのメリ

ット、デメリット、それを全て上げて、てんびんにかけて、トータルでどっちがましなんですかと、そういう考

え方で我々はこれを議決しなければならないと思います。 

 そして、ドローンですが、ドローンも無用の用ではないですが、必要ない人にとっては必要ないものなんで

す。農薬散布も、農地を持ってない人、農業をやってない方にとってはどうでもいいことなんです。そして、買

い物難民の方、助けていますけれども、実際に車を運転できる方、遠出できる方、そういう方にとっては配達用

のドローンというのもどうでもいい話なんです。が、必要とされている方々にとっては、かけがえのない希望の

光でもあるんです。車を運転できない方、いらっしゃいますよ、免許を返納された方はいらっしゃいます。残念

ながら、足腰がちょっと不自由で買い物に行くのもしんどいという方もいらっしゃいます。そして、ドローンの

事業、農薬を散布するということも、これから農業従事者がどんどんどんどん減っていっています。そして、こ

の和気町では、中山間地域ですから耕作放棄地がどんどん広がっていく、そういう未来が見えていくと。である



- 125 - 

ならば、若手の農業従事者にその農地を任せるべきです。人は少ないですよ。であるならば、それを解決するの

がテクノロジーの力なんです。農業用ドローンで散布効率はとても高まります。そして、１人でもできます。短

期間でできます。安全にできます。そのノウハウさえあれば素人でもできます。そうやって、これからの和気

町、どんどんどんどん買い物に困る人も出ます。もっと農地を持ちたいんだけれども、１人じゃ無理だなという

そういう若手の人にとっては希望の光なんです、これは。 

 私は、よく他の町村の議会の議員とお話をしたりお食事をする機会に最近恵まれています。やはりこの和気町

の現状はとても不思議に思えるそうです。うちもドローンをやりたいんだと、うちもそういう防災の施設を置き

たいんだと、県内のいろんな町村の方が言うんです。何で和気町はそれなのに反対しているんだいと。私は答え

られませんでした。そして、先日議会だよりの特集記事で、移住者の方にインタビューする機会がございまし

た。その中で、ニューヨークから来られた方がいらっしゃいました。海外の方です。その方が、和気町はすばら

しいなと。ドローンて日本はちょっとおくれているけれども、和気町はドローンを今どんどんどんどんやってい

っているじゃないかと、世界基準のことをやろうとしてるじゃないかと、こんな小さい町でと、だからすごいい

い町だな、これはどんどんやるべきだという意見もありました。 

 最近感じるんですが、ドローン要らないよっていう方もいますよ、すごい聞きます。が、こういったドローン

を要らない方というのは、そもそも困ってない方なんです。農業をやってなかったり、車を運転できるから買い

物は普通に行けたりとか、必要ない方なんです。ただ、その声に埋もれて、これを本当にどうにかしてほしい

と、これをもっと推し進めてほしいという声なき声がたくさんあるのも事実。その声なき声をすくい上げて、そ

の方々を救っていく。それが我々、政治に携わる者の矜持なのではないでしょうか。 

 以上の観点から、私はこの原案に賛成するものであります。 

○議長（安東哲矢君） 次に、原案及び修正案反対の討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 次に、修正案に賛成者の討論はありませんか。 

 ８番 万代君。 

○８番（万代哲央君） 修正案に賛成の討論をいたします。 

 町は、創志学園に町の総合グラウンドを貸与したそのときを機会といたしまして、和気町をにぎわいのある町

にするために、あるいは人口増加を生み出すために、野球場建設を計画したわけであります。それも、公式戦の

できる野球場は当然のことといたしまして、グラウンドの大きさにしても、マスカット――多分マスカットは補

助球場も本体の球場も面積の規模とか両翼とかセンターまでというのは余り変わらない、あるいは一緒じゃなか

ったかなと思うんですけど――そういった補助球場クラスのものであって、多くの人に使ってもらえることを計

画いたしました。 

 昨今、野球人口が減少してるということではあっても、なおいろいろ考えてみても、やはり一番人が来てくれ

る、それは野球場建設だよと。こういう観点で町としては、基本計画で提案された野球場建設こそが最適である

ということを判断して、基本計画で提案をされたと思います。たとえ仮に運営面で赤字になっても、にぎわい創

出の一番は、野球場をつくって人を呼ぶことだと考えていたと思います。ほかのどんな施設にもまさるのが野球

場建設だということで、基本計画をつくったと私は思っております。 

 公園建設を考える際に、野球場以外は考えられないと、何回も言いますが、町の結論であったと私は思ってお

ります。先般の閉会中の特別委員会で町の方から、野球場に関して集中的に説明を資料を配ってされたわけであ

ります。意を尽くして説明をされたわけでありますけども、しかし反対委員の理解を得るまでには至らなかっ

た。届かなかったと、私はそう判断しております。和気町も、これからはインフラの整備とか経年劣化した施設

の改修とか、土木や農業施設の改修とか、長寿命化に向けた取り組みとか、合併後の公共施設のスクラップ・ア
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ンド・ビルド、今やらなければならない課題がたくさんあると思います。直近の義務を果たせという言葉があり

ます。目の前に山積している課題を解決していこうということであります。住むに困らないまちづくり、住みよ

いまちづくりのために、今言ったようなことを防災公園事業に優先してやっていくということが私は肝心だと考

えております。和気町の財政規模に見合った、和気町の身の丈に合った政策をやっていくことが大事だと思って

おります。交流人口の増加とかにぎわいのあるまちづくり、これも大事です。これについては、地方総合戦略に

沿って進めていくことが肝心だと私は思います。 

 ドローン事業に関しましても、同僚議員が提案理由で申された内容と全く同意見であります。したがって、提

出された修正案に賛成であります。 

 以上、賛成討論といたします。 

○議長（安東哲矢君） ほかに討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） これで討論を終わります。 

 これより修正案に対する採決を行います。 

 なお、採決につきましては、まず修正案について採決を行い、その修正案が可決された場合は、続いて修正部

分を除く残りの原案についての採決を行います。修正案が否決された場合は、原案について採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１０８号は、修正案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（安東哲矢君） 起立多数です。 

 したがって議案第１０８号の修正案は、可決されました。 

 続いて、ただいま修正可決した部分を除く残りの原案について採決いたします。 

 修正部分を除くその他の部分については、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（安東哲矢君） 起立全員です。 

 したがって修正部分を除くその他の部分については、原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第７号大規模災害時における災害廃棄物の仮置場として活用できる「防災都市公園」の早期整備に

関する請願書についての討論を行います。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 請願第７号大規模災害時における災害廃棄物の仮置場として活用できる「防災都市公

園」の早期整備に関する請願書に反対でありますので、討論をさせていただきます。 

 この災害廃棄物の仮置き場の問題は、本来この防災都市公園事業とは切り離して考えるべきではないでしょう

か。これは災害対策本部が考えることでございます。そして、防災都市公園事業には１０億円に近いような起

債、借金をすることになりますが、この和気町の財政にはそのような起債をするような余裕はないと私は考えら

れると思います。将来予想される災害の大きさによっては、防災都市公園予定地だけではこの仮置き場で充足で

きるとは限らないわけですし、和気町には水田とかいろいろ大きな空間があるわけで、そのような防災公園がで

きなくても、仮置き場については十分充足できるというふうに思っております。 

 また、災害ごみの処理はクリーンセンターで処理できるかということについても、これは災害の規模によって

はこれははっきりしません。確実性がないと思います。これは、多くの自治体が協力をして災害ごみの焼却処理

というものは、東日本大震災や倉敷の災害、こういうのを見ても明らかだと思います。 
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 そういう意味で、私はこの本請願の採択は必要ないというふうに思うもので、反対討論とさせていただきま

す。 

○議長（安東哲矢君） これで討論を終わります。 

 これから請願第７号大規模災害時における災害廃棄物の仮置場として活用できる「防災都市公園」の早期整備

に関する請願書についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 請願第７号に対する委員長の報告は、採択であります。請願第７号は、委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（安東哲矢君） 起立少数です。 

 したがって請願第７号は、不採択とすることに決定しました。 

 次に、請願第８号和気町防災都市公園整備事業を早期に建設することを求める請願書についての討論を行いま

す。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） 請願第８号和気町防災都市公園整備事業を早期に建設することを求める請願書に反対

でありますので、討論をさせていただきます。 

 この防災都市公園については、災害発生時の前線基地、そういう意義は理解できるものではありますが、和気

町がこういうものをするかどうかということについては理解できません。交流人口の増加や集客力の向上に寄与

する根拠、これについては４万人近くの人が来るとか球場というか、総合グラウンド、そういうものが来ること

によって経済的なメリットがある、このことについても非常に根拠が不明確であって、私は本当にそういうふう

なことは幻想だというふうに思っております。 

 また、国土交通省が事業取りやめに対して交付金の減額等、財政的なペナルティーを受けてしまうといった懸

念も表明をされておりますが、備前市の２号線バイパスをやめたとか、そういうふうなこともあったようでござ

いますが、そのことで何かペナルティーがあったのか。日生大橋はできましたし、別にそういう問題は私は聞い

ておりません。確かに、ただ同じ事業をやるというふうなことになれば、防災都市公園をいったんやめて、また

次の執行者がやるという、そういうふうなことがあればそりゃそういうことはあるかもしれませんけれども、そ

ういう地方自治法上そういうペナルティーというふうなことは通常できないというふうに思っております。明確

な根拠もないと思います。 

 それから、防災都市公園は２０億円の事業と言われておりますが、これを実施すれば和気町の財政が非常にこ

れから経常収支比率９５．５％ということで、新しい事業はほとんどできないというのが今の和気町の財政の現

実だと思います。これを本当にやっていこうとすると、借金そして一般財源をつぎ込むということで、借金返し

とかそういうふうなことで財政が非常に窮していくと、破たんに向かっていくんではないか、そういう可能性が

あるのではないかと危惧するものであります。もうそういうことで議論は尽くされたと思いますし、この本請願

の採択に反対するものであります。よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） これで討論を終わります。 

 これから請願第８号和気町防災都市公園整備事業を早期に建設することを求める請願書についてを採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 請願第８号に対する委員長の報告は、採択であります。請願第８号は、委員長の報告のとおり決定することに
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賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（安東哲矢君） 起立少数です。 

 したがって請願第８号は、不採択とすることに決定しました。 

 ここで場内の時計が、１１時１０分まで暫時休憩といたします。 

               午前１０時５５分 休憩 

               午前１１時１０分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（日程第２） 

○議長（安東哲矢君） 日程第２、議案第１２０号令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 本日追加提案をいたしております議案第１２０号の令和元年度和気町国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）について、先日の議会本会議におきましてご指摘のありました国民健康保険運営協議会

委員報酬について、条例では年額報酬２万円となっておりますが、これは平成１８年度から現在まで日額報酬

４，５００円を支給いたしておりまして、条例と相違する事務執行を行っておったわけでございまして、今回の

補正は歳出のみの補正で、予算の総額に変更はなく、内容は運営協議会委員報酬について未支給分を地方自治法

に基づき５年間さかのぼり支給すること及び令和元年度分については現予算額との不足分を追加するもので、予

備費で調整するものでございます。 

 以上、説明いたしましたが、詳細につきましては、担当部長に説明をいたさせますので、ご議決賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（安東哲矢君） 次に、議案第１２０号の細部説明を求めます。 

 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） 議案第１２０号説明した。 

○議長（安東哲矢君） これから議案第１２０号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） ちょっと要らんことに気がついてしまって、大変なことになったんですが、５年間の遡

及、これはもう法的なことでやむを得ないと思いますし、この補正に反対とかうんぬんではないんですが、５年

以前の方にも、文書がいいか、お断りに口頭でいくのがいいかは別として、やっぱりきちっとした説明とお断り

はしてほしいと思います。といいますのも、宮田といいますか、日室地域で都市計画税を誤って広い範囲まで課

税していて、それを支払い当時まで５年間ではなくて遡及した経緯もありますので、そのあたり後のフォローを

いい形でぜひやっていただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） 民生福祉部長 岡本君。 

○民生福祉部長（岡本芳克君） 今回の報酬未払いにつきましては、地方自治法にのっとり遡及支給という形で

適切な対応をとらせていただき、そのほかにつきましては検討させていただきたいと思います。 

○議長（安東哲矢君） ９番 山本君。 

○９番（山本泰正君） いや、以前というんが、１８年から２５年までですか、に当然もらえるべき人に払わな

い、５年しか遡及できないよというふうな説明を文書なり口頭ででも該当者にはちゃんとしたお断りをしてくだ

さいよ言よんじゃから、そのあたりはきっちり執行部の今までしてきた経緯としてやらにゃいけんと思うんで、
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後からいろんな問題が出たらいけんのんで、それはしてください言よんじゃから、きっちりしてもろうてもええ

んじゃねえんですか。その辺の回答をお願いします。 

○議長（安東哲矢君） 暫時休憩といたします。 

               午前１１時１７分 休憩 

               午前１１時１７分 再開 

○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 副町長 稲山君。 

○副町長（稲山 茂君） 山本議員のご質問ですが、そのようにしてご理解をいただくようにさせていただきま

す。 

               （９番 山本泰正君「ぜひよろしく」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

 １０番 西中君。 

○１０番（西中純一君） その当時の部長だとか町長は今はおられないんですけれど、その責任というか、処分

とか、そういうことについちゃあ何もいいんですかね。その辺私はようわからんのんですけれど、お聞きしま

す。 

○議長（安東哲矢君） 副町長 稲山君。 

○副町長（稲山 茂君） そのあたりは、また我々のことなんで、それがそういう処分に当たるかどうかはまた

検討いたしますので、よろしくお願いします。 

               （１０番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（安東哲矢君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１２０号は、会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１２０号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 次に、お諮りします。 

 議案第１２０号を討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第１２０号令和元年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１２０号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

               午前１１時１９分 休憩 

               午前１１時２２分 再開 
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○議長（安東哲矢君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 先ほど議会運営委員会を開き、協議した結果について委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長 山本君。 

○議会運営委員長（山本 稔君） それでは、先ほど議会運営委員会を開きました内容について報告します。 

 協議内容ですが、先ほど陳情で採択されましたことについて国の方に意見書を提出する発議を提出するという

ことに決まりました。 

○議長（安東哲矢君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 お諮りします。 

 発議第４号についてを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって発議第４号教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書についてを日程に追加

し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

（追加日程第１） 

○議長（安東哲矢君） 追加日程第１、発議第４号教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意

見書についてを議題とします。 

 ここで事務局長に意見書を朗読させます。 

 事務局長 田村君。 

○事務局長（田村正晃君） 発議第４号朗読した。 

○議長（安東哲矢君） 次に、提出者であります山本 稔君に趣旨説明を求めます。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本 稔君） 今、事務局長が朗読しましたように、意見書を提出したいと思っておりますが、まず国

の働き方改革によって、教育現場においては教員の不足等が生じることがあると思われますが、またこれによっ

て国の方も財政面を下げるということを行っております。そうすると、教職員の数が足りなく、子供たちは適切

な教育環境が得られないということでありますので、もとの負担割合２分の１に戻して、教育環境がどこにいて

も同じ一定水準の教育環境ができるということをお願いするものでありますので、よろしくお願いします。 

○議長（安東哲矢君） これから発議第４号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 山本君、ご苦労さまでした。 

 お諮りします。 

 発議第４号を会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 
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 したがって発議第４号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 次に、お諮りします。 

 発議第４号を討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 発議第４号教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書について、原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認め、発議第４号は、原案のとおり可決されました。 

（日程第３） 

○議長（安東哲矢君） 日程第３、議会閉会中の調査研究の申出書についてを議題とします。 

 皆様のお手元に配付のとおり、議会運営委員会及び常任委員会並びに特別委員会より、議会閉会中の調査研究

の申出書が提出されております。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会及び常任委員会並びに特別委員会が、議会閉会中においても調査研究できるよう承認すること

に、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安東哲矢君） 異議なしと認めます。 

 したがって議会運営委員会及び常任委員会並びに特別委員会が、議会閉会中においても調査研究できることに

決定しました。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件は、全て終了しました。 

 閉会に当たり、町長から挨拶がございます。 

 町長 草加君。 

○町長（草加信義君） 令和元年第８回和気町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今回提案をいたしました条例改正３件、補正予算１１件、道路認定１件、そして本日追加提案をいたしました

補正予算１件につきましてご審議をいただき、大変ありがとうございました。 

 議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意されまして、ますます町政発展のためにお力添えを賜りま

すようにお願いをいたしまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。ご苦労さまでした。 

○議長（安東哲矢君） 閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 皆様方におかれましては、今定例会に付されました案件につきまして、終始熱心かつ慎重に審議を重ねられ、

大変お疲れのことと存じます。 

 また、執行部の皆様には、誠意を尽くした説明をいただき、ありがとうございました。 

 執行部におかれましては、普通交付税の縮減がある厳しい状況の中、令和２年度当初予算の編成に取り組まれ

ていると思います。和気町のまち・ひと・しごと創生総合戦略による人口減少に歯止めをかけるための施策によ

り、和気町への転入者は３年間で３１３人が移住されたと伺っております。更に積極的な取り組みを行っていた

だき、和気町の明るい未来を実感できる施策を盛り込んだ予算編成に努めていただきますよう強く要望いたして

おきます。 

 また、議員各位におかれましては、師走を迎え何かとご多忙のことと存じますが、この上ともご自愛ください

まして、町政の適正なる推進にご尽力賜りますようお願い申し上げますとともに、すばらしい新年を迎えられま

すことをお祈りいたしまして、閉会の挨拶といたします。 
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 それでは、これをもちまして令和元年第８回和気町議会定例会を閉会します。 

 大変にご苦労さまでございました。 

               午前１１時３４分 閉会 
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